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序
章１
本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
第
三
共
和
制
期
に
主
張
さ
れ
、
後
の
学
説
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
客
観
主
義
（
・
ず
］
の
ａ
ａ
ｍ
日
の
）
の

憲
法
理
論
を
対
象
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
客
観
主
義
お
よ
び
そ
の
対
立
概
念
と
し
て
の
主
観
主
義
（
、
：
］
の
目
島
国
の
）
と
は
、
社
会

規
範
な
い
し
法
規
範
の
理
論
的
基
礎
に
置
か
れ
る
の
が
権
利
お
よ
び
主
権
を
指
す
主
観
法
（
号
昌
、
：
］
の
・
員
）
で
あ
る
と
考
え
る
の

か
、
あ
る
い
は
社
会
規
範
な
い
し
法
規
範
に
理
論
的
根
拠
を
有
し
て
こ
そ
個
人
な
い
し
主
権
者
の
地
位
が
存
す
る
と
考
え
る
の
か
と
い

う
議
論
で
主
張
さ
れ
る
二
つ
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
客
観
法
と
主
観
法
の
論
理
的
先
後
関
係
の
理
解
に
係
わ
る
。

近
代
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
主
観
主
義
に
始
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
権
の
承
認
お
よ
び
「
社
会
契
約
」
に
よ
る

国
家
理
論
の
構
築
を
提
唱
し
た
ロ
ッ
ク
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ル
ソ
ー
、
そ
の
影
響
下
に
制
定
さ
れ
た
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
お
よ
び
ナ
ポ
レ

オ
ン
法
典
に
表
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
家
主
権
の
絶
対
性
を
前
提
に
国
家
の
自
己
制
限
説
を
唱
え
る
Ｇ
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
、
ゲ
ル

パ
ー
、
Ａ
・
エ
ス
マ
ン
等
も
、
こ
の
主
観
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
主
観
主
義
・
個
人
主
義
的
法
秩
序
の
下
で
の
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
伴
い
、
経
済
的
格
差
の
増
大
、
階
級
。

階
層
の
分
化
、
そ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
立
法
な
い
し
判
例
の
展
開
、
特
に
主
観
主
義
・
個
人
主
義
か
ら
の
離
脱
等
の
状
況

が
現
出
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
て
な
お
従
来
の
主
観
主
義
に
固
執
す
る
立
場
と
主
観
主
義
か
ら
離
れ
異
な
る
体
系
の

下
で
法
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
に
分
か
れ
て
い
く
。
客
観
主
義
の
法
理
論
は
、
後
者
の
試
み
の
一
つ
な
の
で
あ
り
、
Ｌ
・

デ
ニ
ギ
ー
、
Ｍ
・
オ
ー
リ
ュ
ー
、
Ｆ
・
ジ
ェ
ニ
ー
、
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ
ン
等
を
そ
の
主
唱
者
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
稿
で
は

３
社
会
的
職
分
論
の
影
響
と
限
界

結
び
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Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
を
対
象
と
す
る
。

２
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
の
法
理
論
は
多
く
の
概
念
や
理
論
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
様
々
な
折
り
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
検
討
を

（
１
）

加
え
ら
れ
て
き
た
。
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
プ
ー
シ
ェ
の
整
理
に
従
え
ば
、
「
社
会
生
活
の
根
本
規
範
と
し
て
の
連
帯
法
（
］
・
』
』
の

、
Ｃ
Ｅ
Ｐ
国
威
）
」
、
「
法
秩
序
の
根
本
規
範
と
し
て
の
公
役
務
“
国
家
の
現
実
主
義
的
観
念
」
、
「
権
利
・
法
人
・
王
権
の
批
判
」
、

「
法
律
行
為
の
理
論
」
、
「
国
家
職
分
（
虎
・
冒
威
・
ロ
、
騨
色
葺
巨
の
⑩
）
の
理
論
」
、
「
法
に
よ
る
国
家
の
他
者
制
限
（
愚
試
尉
・
‐

］
一
目
冨
陣
・
ロ
）
説
」
等
が
そ
の
特
徴
と
し
て
紹
介
さ
れ
か
つ
批
評
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
戦
前
よ
り
現
在
に

至
る
ま
で
研
究
の
素
材
を
提
供
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
唾
・
実
際
、
そ
の
学
問
方
法
論
、
客
観
法
の
理
論
、
国
家
論
、
違
憲
審
査
制
、

統
治
行
為
論
等
に
関
す
る
優
れ
た
業
績
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
も
、
こ
れ
ら
の
デ
ニ
ギ
ー
研
究
に
加

え
、
彼
の
権
利
否
定
論
及
び
社
会
的
職
分
概
念
に
つ
い
て
の
若
干
の
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
否
定
論
は
、
｜
方
で
、
彼
の
用
意
周
到
な
立
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
決
し
て
権
利
概
念
を
排
斥
し
き
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
他
方
で
、
権
利
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
法
的
地
位
お
よ
び
社
会
的
職
分
の
概
念
も
、
権
利
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の

と
し
て
、
或
い
は
権
利
概
念
の
一
類
型
と
し
て
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
法
の
中
で
生
命
を
保
ち
続
け
た
。
デ
ュ
ギ
ー
が
権
利
否
定
論
を
通
じ

て
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
体
系
に
果
敢
に
挑
み
、
多
少
の
動
揺
を
与
え
は
し
た
が
、
し
か
し
、
つ
い
に
は
そ
れ

に
取
っ
て
代
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は
い
か
な
る
原
因
が
あ
っ
た
の
か
。
特
に
彼
の
独
特
な
主
張
で
あ
っ
た
権
利
否
定
論

お
よ
び
社
会
的
職
分
概
念
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
客
観
主
義
的
憲
法
学
、
な
か
で
も
法
学
方
法
論
及
び
主
張
内
容
に
つ
き
独
自
の
理
論
を
展
開
し
た
デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
否
定

論
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
義
と
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
彼
以
降
の
学
説
に
よ
る
評
価
の
仕
方
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ

れ
ら
の
問
題
に
対
し
一
定
の
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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一
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
権
利
論
の
基
礎

デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
論
を
理
解
す
る
上
で
不
可
欠
の
立
場
な
い
し
概
念
を
こ
こ
で
は
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
デ
ュ
ギ
ー
憲
法
理

論
・
行
政
法
理
論
等
の
構
築
の
方
法
論
的
前
提
た
る
「
社
会
学
主
義
」
な
い
し
「
観
察
」
を
手
段
と
す
る
レ
ァ
リ
ス
ム
（
甸
曾
］
」
ぬ
己
の
）

（
３
）

で
あ
る
・
’
九
○
一
年
の
『
公
法
研
究
Ｉ
・
国
家
“
客
観
法
及
び
実
定
鴎
］
》
以
降
の
デ
ュ
ギ
ー
煙
、
Ａ
・
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
、
Ｅ
・

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
主
誕
の
影
響
を
受
け
、
「
法
に
よ
り
制
限
さ
れ
た
国
家
（
｝
》
回
白
巨
冒
罵
ロ
周
一
の
」
『
・
｝
庁
）
」
の
理
論
を
確

３
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
法
理
論
を
理
解
す
る
上
で
必
要
と
な
る
方
法
論
、
お
よ
び
客
観
法
の
理
論
を
検
討
し
（
一
）
、

つ
い
で
、
彼
の
権
利
否
定
論
お
よ
び
「
社
会
的
職
分
」
概
念
を
検
討
し
（
二
）
、
さ
ら
に
、
方
法
論
お
よ
び
権
利
論
に
対
す
る
評
価
を

整
理
し
、
デ
ュ
ギ
ー
が
与
え
た
影
響
お
よ
び
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
（
三
）
。

〆■、’－，

２１
、￣、＝

勺
ロ
ロ
］
□
口
す
。
Ｅ
・
冨
一
》
旧
Ｐ
ｂ
・
園
⑨
旦
巨
、
§
・
巨
巾
ｐ
ご
§
：
辱
§
３
②
（
§
・
烏
凰
員
四
：
こ
・
・
己
国
固
再
三
固
め
》
】
豊
６
℃
」
＄
‐
】
①
の
・

わ
が
国
に
お
け
る
デ
ュ
ギ
ー
に
関
す
る
論
究
の
全
て
を
こ
こ
で
網
羅
的
に
列
挙
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
も
、
紙
幅
と
の

関
係
に
お
い
て
も
有
益
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
既
に
デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
論
を
扱
っ
て
い
る
も
の
を
列
挙
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す

る
。
岡
村
司
「
権
利
否
定
論
」
京
都
法
学
会
雑
誌
四
巻
一
二
号
（
一
九
○
九
）
一
頁
以
下
、
牧
野
英
一
『
現
代
の
文
化
と
法
律
』
（
有
斐
閣
、

’
九
一
九
）
一
一
一
五
八
頁
以
下
、
好
富
正
臣
「
デ
ニ
ギ
ー
の
実
証
法
学
（
一
）
（
二
）
（
三
。
完
）
」
国
家
四
一
巻
九
号
（
’
九
二
七
）
一
一
一
五

頁
以
下
、
同
巻
一
○
号
六
○
頁
以
下
、
四
二
巻
二
号
二
九
二
八
）
八
三
頁
以
下
、
杉
山
直
治
郎
「
『
デ
ュ
ギ
ー
』
の
権
利
否
認
論
の
批
判
」

『
法
源
と
解
釈
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
）
一
一
三
頁
以
下
、
小
西
美
典
「
権
利
概
念
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
井
上
茂
教
授
還
暦
記
念
『
現
代

の
法
哲
学
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
）
二
六
九
頁
以
下
、
今
関
源
成
「
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
、
モ
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
に
お
け
る
『
法
に
よ
る
国

家
制
限
』
の
問
題
Ｈ
口
」
早
法
五
七
巻
二
号
（
一
九
八
二
）
三
一
頁
以
下
、
五
八
巻
一
号
（
一
九
八
三
）
一
○
五
頁
以
下
、
大
塚
桂
『
フ
ラ

ン
ス
の
社
会
連
帯
主
義
ｌ
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
を
中
心
と
し
て
ｌ
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
五
）
等
参
照
。
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（
６
）

’
１
社
会
学
主
義
（
１
）
皿
「
璽
祭
」
を
手
段
と
す
る
レ
ア
リ
ス
ム

デ
ュ
ギ
ー
の
学
問
方
法
論
は
、
社
会
学
主
義
な
い
し
「
観
察
」
を
手
段
と
す
る
レ
ァ
リ
ス
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
的
事
実
の
み

を
法
理
論
の
基
礎
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
社
会
的
事
実
と
し
て
の
法
現
象
を
基
礎
と
し
て
法
理
論
を
抽
象
的
言
語
に
よ
り
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
。
社
会
的
事
実
か
ら
法
理
論
の
構
築
へ
と
い
う
知
的
営
為
は
、
「
観
素
（
・
ず
、
の
『
く
：
。
ご
）
」
と
「
推
論
（
園
、
。
旨
の
目
の
日
）
」

を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
「
事
実
の
確
認
か
ら
論
理
的
帰
結
を
引
き
出
す
方
法
に
関
し
て
、
こ
れ
は
、
確
か
に
正
当
で
あ
り
、
演
緤
的
推

論
が
至
る
帰
結
を
観
察
に
よ
っ
て
確
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
精
神
は
事
実
を
捕
捉
す
る
に
至
る
他
の
方
法
を
持
た
な
い
。
人
間
精

（
７
）

神
は
、
そ
の
活
動
を
行
う
認
識
の
領
域
で
は
、
顛
檗
祭
と
推
論
以
外
の
調
査
方
法
を
持
た
な
い
」
９

社
会
学
主
義
に
よ
れ
ば
、
観
察
と
推
論
の
方
法
で
は
捕
捉
し
得
な
い
も
の
は
そ
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
一
に
、

（
８
）

デ
ュ
ギ
ー
は
、
観
察
と
推
論
を
免
れ
る
も
の
を
形
而
上
学
と
呼
び
、
そ
の
全
て
を
視
野
に
お
さ
め
な
い
よ
う
に
努
め
た
。
そ
う
Ｉ
し
て
、

ザ
イ
ン
言
明
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
「
真
」
か
「
偽
」
か
不
明
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
デ
ュ
ギ
ー
の
い
う

「
観
察
」
を
免
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
の
形
而
上
学
に
属
す
る
事
柄
と
し
て
デ
ュ
ギ
ー
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
の
は
、

固
た
る
も
の
と
す
べ
屯
、
社
会
学
主
義
の
方
法
論
を
採
用
し
て
い
る
。
次
に
、
社
会
学
主
義
と
い
う
学
問
方
法
論
が
い
か
な
る
思
想
上

の
特
徴
を
帰
結
せ
し
め
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
の
法
理
論
が
自
然
法
論
で
あ
る
か
法
実
証
主
義
で
あ
る
か
は
従
来
よ
り
議

論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
「
社
会
学
主
義
（
ぬ
。
。
】
・
」
・
巴
切
目
の
）
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
て

い
る
。
さ
ら
に
、
デ
ニ
ギ
ー
は
、
社
会
学
的
方
法
論
に
よ
っ
て
「
客
観
法
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
詞
こ
の
観
念
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
き
た
い
。
「
客
観
法
」
を
規
範
階
統
制
の
最
上
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
「
法
に
よ
り
制
限
さ
れ
た
国
家
」
の
理
論
も

自
然
権
の
否
定
も
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
観
念
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
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（
Ⅲ
）

「
人
間
意
田
口
の
本
鍾
」
、
「
人
間
の
意
思
叉
は
一
定
の
意
思
に
属
す
る
加
」
、
「
意
思
決
定
の
自
由
」
の
存
否
等
で
あ
る
。

ま
た
、
第
一
一
に
、
社
会
学
主
義
な
い
し
レ
ア
リ
ス
ム
の
帰
結
と
し
て
、
新
カ
ン
ト
派
に
よ
り
区
別
さ
れ
た
異
質
の
人
間
行
動
の
う
ち

の
当
為
の
側
面
、
評
価
の
側
面
も
排
除
さ
れ
る
。
「
法
が
専
ら
ゾ
レ
ン
の
世
界
に
属
す
る
と
い
う
の
は
、
真
で
は
な
い
。
法
は
確
か
に

規
範
の
総
体
で
あ
る
が
、
し
か
し
ザ
イ
ン
の
事
実
た
る
実
際
上
の
要
請
か
ら
生
じ
る
規
範
な
の
で
あ
麺
」
・
こ
の
こ
と
は
、
行
為
規
範

の
側
面
と
評
価
規
範
の
川
面
と
の
区
別
を
問
わ
ず
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
は
、
デ
ュ
ギ
ー
が
法
規
範
は
「
全
て
の
者
に
と
っ
て
の
禁
止
規

（
掴
）

範
な
の
か
、
裁
判
官
に
と
っ
て
の
命
令
規
範
な
の
か
、
そ
れ
と
も
両
方
な
の
か
」
と
い
う
｝
」
と
は
問
題
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
デ
ュ
ギ
ー
に
お
い
て
、
「
規
範
（
同
凋
｝
の
。
巨
皀
。
『
日
の
）
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
な
い
わ
け
で
は

（
船
）

な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
規
範
を
「
事
実
の
抽
象
化
ま
た
は
一
如
雨
花
」
さ
れ
た
も
の
を
指
す
と
し
、
規
範
を
事
実
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
還

元
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
法
規
範
と
は
、
．
定
の
態
度
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
意
識
的
態

（
応
）

度
を
支
配
し
、
優
越
的
意
思
に
よ
り
定
式
化
さ
れ
る
命
令
で
は
な
い
法
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。

第
一
一
一
に
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
観
念
或
い
は
主
観
的
経
験
に
起
因
す
る
観
念
（
８
己
・
の
写
、
口
官
】
。
『
】
・
臣
８
口
８
日
⑪
骨
の
凶

］一の恩臼】のロ。：量の§『の）（〕）なるものも排除される。これは、デュギーがあらゆる「観念」、特に権利や本潅といっ
た
観
念
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
社
会
規
範
（
ロ
・
目
】
の
⑪
。
§
］
の
）
」
・
「
法
規
範
（
。
。
『
曰
の
冒
菖
・
■
の
）
」
の
観

念
を
用
い
て
い
る
の
は
矛
盾
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
対
す
る
反
論
の
中
で
現
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
デ
ュ
ギ
ー
は
「
観
念
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
①
経
験
か
ら
は
生
じ
な
い
「
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
観
念
或
い
は
主
観
的
経
験
に
起
因
す
る
観
念
」
と
②
「
ァ
。

ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
観
念
或
い
は
客
観
的
経
験
か
ら
抽
出
さ
れ
る
観
念
（
８
口
８
口
、
。
□
。
、
佇
凰
・
『
一
・
臣
８
コ
８
耳
、
関
す
巴
什
⑪
」
の

］
㎡
愚
図
の
ロ
Ｃ
の
・
す
］
の
Ｃ
胃
の
）
」
と
に
区
別
し
、
自
分
が
除
去
し
よ
う
と
す
る
の
は
①
の
意
味
で
の
観
念
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

（
Ⅳ
）

’
し
、
②
の
意
味
で
の
観
念
は
、
「
直
接
観
察
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
事
実
の
単
な
る
抽
象
化
・
一
般
化
」
に
す
ぎ
ず
、
「
社
会
規
範
」
、
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のであるから、彼の方法論と矛盾することにはならない。（畑》
「
法
規
範
」
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
社
会
集
団
と
個
人
的
活
動
と
の
間
の
関
係
」
と
い
う
事
実
の
直
接
的
観
察
か
ら
抽
出
さ
れ
る
も

以
上
の
社
会
学
主
義
な
い
し
「
観
察
」
を
手
段
と
す
る
レ
ア
リ
ス
ム
の
特
徴
と
し
て
、
さ
ら
に
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
社
会
的
事
実
の
観
察
に
あ
た
っ
て
、
デ
ュ
ギ
ー
が
依
拠
す
る
観
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
専
ら
科
学
的
観
点
（
目
□
・
員
号

目
の
閏
・
］
国
ぐ
の
日
の
貝
ｍ
・
首
は
葺
巨
の
）
」
な
い
し
無
党
派
的
観
点
で
あ
る
。
「
私
は
、
い
か
な
る
先
在
的
意
見
も
持
た
な
い
。
私
は

い
か
な
る
党
派
に
も
属
さ
な
い
。
ど
の
教
会
の
構
成
員
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
を
厳
粛
に
尊
重
す
る
。
私
は
、
個
人
的
に
は
ど
の

よ
う
な
系
統
の
も
の
で
あ
れ
、
い
か
な
る
ド
グ
マ
も
認
め
な
い
。
私
は
、
科
学
を
行
う
の
で
あ
り
、
諸
事
実
の
偏
見
の
な
い
観
察
に
基

づ
く
科
学
を
専
ら
行
う
の
で
あ
麺
」
。
こ
う
し
て
、
社
会
的
事
実
の
観
察
に
際
し
、
予
断
、
党
派
的
・
宗
教
的
信
条
、
ド
グ
マ
等
が
排

除
さ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
そ
の
際
の
「
科
学
」
の
意
味
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
が
実
践
す
る
「
科
学
」
と
は
、
客
観
的
事
実
を
研
究
し
、
そ
れ
に
よ
り

（
”
）

得
ら
れ
た
現
象
間
に
因
果
関
係
を
見
い
だ
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
事
実
の
予
見
を
も
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
事
実
を
観
察
に
よ
っ

て
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
法
則
（
目
）
を
見
い
だ
す
と
い
う
点
で
は
、
社
会
科
学
は
自
然
科
学
と
等
し
い
と
し
な
が
ら
も
、
観

察
の
対
象
た
る
事
実
の
性
質
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
限
り
で
社
会
科
学
は
自
然
科
学
と
は
異
な
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
一
定
の

目
的
を
追
求
す
る
人
間
の
意
識
的
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
事
実
」
た
る
「
社
会
的
事
実
（
冒
冨
⑰
Ｃ
Ｄ
旨
員
）
」
と
「
自
然
的

事
実
（
画
庁
②
□
ご
ｍ
旨
巨
の
い
）
」
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
間
は
、
固
有
の
原
因
、
自
律
的
原
因
、
言
葉
の
科
学
的
意
味
で
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
も
の
、
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
人
間
の
行
為
は
「
目
的
の
意
識
的
決
定
の
産
物
で
あ
蕊
」
・
自

（
則
）

（
調
）

然
界
に
存
す
る
「
因
果
法
則
（
］
。
】
」
の
囲
巨
⑪
の
）
」
と
人
間
社
会
に
存
す
る
こ
の
「
目
的
法
（
一
。
旬
。
①
す
ｇ
）
」
と
は
異
な
る
。

第
三
に
、
テ
ク
ス
ト
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
観
察
と
推
論
の
対
象
た
る
社
会
的
事
実
と
は
、
直
接
的
に
は
個
々
の
条
文
で
は
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２
社
会
学
主
義
（
２
）
血
自
然
法
論
か
法
実
証
主
義
か
？

（
一
）
デ
ュ
ギ
ー
は
、
社
会
学
主
義
的
方
法
論
に
よ
り
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
及
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が
依
拠
す
る
個
人
主
義
的
・

主
観
主
義
的
法
体
系
に
代
わ
っ
て
い
か
な
る
法
体
系
を
梢
築
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
「
本
質
的
に
社
会
主
義
的
観
点
（
８
二
‐

（
”
）

・
の
頁
〕
。
こ
の
⑪
い
の
昌
の
一
一
の
目
の
具
ｍ
ｏ
Ｑ
ｐ
一
回
の
）
に
基
づ
く
法
体
系
」
な
い
し
「
現
実
主
義
」
的
法
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
社
会
主

義
的
観
点
」
と
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
個
人
的
権
利
の
理
念
に
基
づ
く
法
シ
ス
テ
ム
と
対
比
さ
れ
る
個
人
に
課
さ
れ
る
社
会
規
範
の

（
、
）

事
実
に
基
。
つ
く
法
シ
ス
テ
ム
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。
前
者
の
個
人
主
義
的
・
主
観
主
義
的
法
体
系
か
ら
後
者
の
社
会
主
義
的
・
現
実

主
義
的
法
体
系
へ
の
移
行
を
示
す
事
象
と
し
て
、
団
体
結
成
傾
向
（
日
・
巨
弓
の
目
の
旨
凹
め
、
。
＆
：
。
：
】
、
怠
）
、
法
の
社
会
化

（
躯
）

（
⑪
。
：
一
一
の
自
・
ロ
」
・
旦
同
・
群
）
、
主
観
貰
任
か
ら
客
観
責
任
へ
の
変
化
、
財
産
制
度
の
変
化
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
社
会
学
主
義
の
立
場
か
ら
構
築
さ
れ
た
社
会
主
義
的
・
現
実
主
義
的
法
体
系
の
効
力
の
根
拠
に
は
、
自
然
法
の
概
念
は
設

（
郷
）

な
く
、
社
会
規
範
か
ら
法
規
範
へ
の
変
異
の
目
安
で
あ
り
、
か
つ
時
と
場
所
に
応
じ
て
変
化
’
し
得
る
「
違
反
に
対
す
る
社
会
的
反
動
」

と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
は
、
デ
ュ
ギ
ー
が
「
テ
ク
ス
ト
は
常
に
そ
こ
に
あ
る
が
、
力
も
生
命
も
な

（
器
）

い
。
詳
細
か
つ
徴
密
な
注
釈
に
よ
り
、
起
草
時
に
立
法
者
が
考
え
て
い
な
か
っ
た
意
味
Ｌ
」
射
程
を
テ
ク
ス
ト
に
与
え
得
る
」
と
述
べ
る

と
き
よ
り
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
法
（
号
・
茸
）
と
は
、
制
定
権
者
が
作
成
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
事
実
の
永
続
的
か
つ
自
然
的
産

（
麓
）

（
”
）

物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
反
「
法
律
実
証
主
義
」
、
「
法
的
内
容
と
法
的
形
式
と
の
区
別
」
は
、
一
九
世
紀
の
主
流
的
方
痙
吟

論
で
あ
っ
た
注
釈
学
派
（
忌
８
｝
の
：
］
》
の
×
高
野
・
）
に
対
す
る
反
動
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
、
注
釈
学
派

（
調
）

が
実
践
し
て
き
た
「
方
法
の
純
粋
性
（
已
巨
『
の
芯
１
の
、
血
目
⑥
岳
・
」
の
）
」
を
批
判
し
、
制
定
法
中
心
の
法
観
念
か
ら
の
解
放
を
め
ざ
し

（
羽
）

た
歴
史
法
学
派
（
罰
．
、
Ｐ
」
の
】
］
」
の
、
）
や
科
学
学
派
（
甸
・
の
、
日
）
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ュ
ギ
ー
が
法
の
効
力
の
根
拠
を
何
に
求
め
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示

（
羽
）

す
｝
」
と
が
で
き
よ
う
。
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
自
然
権
な
い
し
国
家
の
命
令
に
そ
れ
を
求
め
る
立
場
は
明
確
に
否
定
さ
れ
、
観

察
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
三
つ
の
「
事
実
」
を
用
い
て
法
の
存
在
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
通
じ
て
法
の
効
力
根
拠

の
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
事
実
は
、
「
人
間
観
」
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
客
観
主
義
的
観
点
」
な
い
し
「
誰
も
異
議
を
差
し
挟
む
余
地
の
な
い
直

接
的
槻
蕊
」
か
ら
、
「
人
間
は
、
人
間
で
あ
る
が
故
に
孤
立
し
た
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
一
八
世
紀
の
表
現
に
よ
れ
ば
自
然
状

（
鯛
）

態
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
本
質
に
固
有
の
、
｜
定
の
梅
野
利
を
有
す
る
」
と
い
う
人
間
観
を
形
而
上
学
的
な
主
張
と
し
て

（
強
）

排
除
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
①
〉
人
間
は
自
ら
の
行
為
を
意
識
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
、
②
〉
人
間
は
一
人
で
は
生
き
て
は
い
け
ず
、
仲
間

（
、
）

と
と
も
に
社
会
で
生
活
し
、
常
に
生
活
し
て
き
た
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
一
一
つ
の
事
実
が
確
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
後
に
説
明
す
る
「
社
会
法
（
］
・
】
⑪
。
。
旨
］
の
）
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

第
二
の
事
実
は
、
「
社
会
連
帯
（
⑰
・
臣
Ｐ
１
誌
、
。
。
旨
］
の
）
」
な
い
し
「
社
会
的
相
互
依
存
（
」
員
の
ａ
３
の
且
目
。
：
。
。
旨
］
の
）
」
で
あ

（
羽
）

る
。
こ
れ
は
、
「
社
会
法
」
の
内
容
と
し
て
提
示
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
「
社
会
連
帯
」
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
お
い
て
は
「
異
議
を
述
べ

（
羽
）

ら
れ
な
い
事
実
」
・
「
論
争
の
対
窒
家
足
り
得
な
い
観
察
の
事
実
」
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
一
一
つ
の

「
汁
芸
連
帯
」
を
含
む
。
第
一
に
、
「
類
似
に
よ
る
連
帯
（
ｍ
・
臣
Ｐ
『
罵
己
閂
、
一
目
］
詳
且
の
、
）
」
・
「
機
械
的
連
帯
（
ｍ
・
臣
且
芯

（
ぬ
）

曰
の
。
Ｐ
ヨ
ニ
こ
の
）
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が
有
す
る
「
共
通
の
要
求
（
す
の
ｍ
・
旨
切
・
・
冒
目
目
、
）
」
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
。
人
間
の

「
共
通
の
要
求
」
と
は
、
人
間
が
共
同
生
活
に
よ
っ
て
し
か
満
足
を
得
ら
れ
な
い
票
求
を
意
味
す
る
。
第
二
に
、
「
分
業
に
よ
る
連
帯

（
ｍ
・
ニ
ュ
且
怠
で
Ｐ
『
＆
１
ｍ
一
・
口
冒
す
Ｐ
ご
Ｂ
］
）
」
・
「
有
機
的
連
帯
（
ｍ
・
臣
色
１
芯
◎
局
恩
己
Ｐ
■
の
）
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
「
異

なる能力（ｇ冒巨の、」罵酔のロ←の、）」・「異なる奉琴求（すの⑫。旨い曰罵酔の日の、）」によって形成され麺・「人は役務
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ま
ず
、
「
社
会
性
の
サ
ン
チ
マ
と
と
は
、
「
人
間
は
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
が
故
に
他
の
人
間
と
連
帯
し
て
い
る
」
と
い
う
感
情

（
妬
）

「
｜
定
の
経
済
規
範
・
道
徳
規
範
が
法
的
救
済
措
置
（
ご
・
】
の
ｍ
こ
の
号
・
】
庁
）
に
よ
っ
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
社
会
的

（
幻
）

結
合
を
維
持
す
る
連
帯
が
壊
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
感
情
を
意
味
し
、
可
変
性
と
い
う
性
質
を
有
す
る
。
他
方
、
「
正
義
の
サ
ン
チ

マ
ヒ
は
、
「
人
間
が
、
あ
る
時
期
に
一
定
の
集
団
に
お
い
て
、
正
義
ま
た
は
不
正
と
い
う
こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
る
と
い
う
、
多
か
れ

（
旧
）

少
な
か
れ
漠
然
と
し
た
概
念
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
｝
」
で
い
う
「
正
義
」
と
は
合
理
的
・
絶
対
的
理
念
、
理
性
に
よ
り
明
ら
か
に

な
る
理
念
と
い
う
よ
う
な
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
、
高
次
原
理
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
直
接
的
観
察
に
よ
り
明
ら

の
交
換
に
よ
っ
て
こ
の
要
求
の
満
足
を
確
保
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
他
人
か
ら
役
務
の
対
価
を
受
け
取
る
代
わ
り
に
、
他
人

（
組
）

の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
自
分
の
能
力
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
間
社
会
に
お
い
て
、
大
規
模
な
分
業
が
生
じ
る
」
。
こ

の
よ
う
に
、
「
社
会
連
帯
」
は
、
類
似
に
よ
る
連
帯
と
分
業
に
よ
る
連
帯
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
係
わ
り
方
な
い
し
現
れ
方
は
、
文
明
の
初
期
段
階
で
は
類
似
に
よ
る
連
帯
が
優
越
的
で
あ
る
の
に
対
し
現
代
社
会
に
お
い
て
は
分

業
の
連
帯
が
重
要
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
社
会
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
異
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

第
一
一
一
の
事
実
は
、
「
社
会
性
の
サ
ン
チ
マ
ン
（
い
の
員
自
・
具
・
の
一
口
い
・
・
旨
］
篇
）
」
ま
た
は
「
連
帯
の
サ
ン
チ
マ
ン
（
、
の
冒
目
の
貝

、
。
」
】
：
『
国
の
）
」
と
、
「
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
（
い
の
ロ
ロ
日
の
ロ
ー
』
の
一
回
］
巨
切
ご
・
の
）
」
ま
た
は
「
個
人
主
義
的
サ
ン
チ
マ
ン
（
、
の
日
目
の
員

旨
ｓ
ご
】
旦
巨
四
一
】
、
怠
）
」
で
あ
麺
・
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
法
規
範
（
ロ
・
弓
日
の
］
冒
菖
目
の
）
」
を
「
社
会
法
」
・
「
社
会
規
範
」
の
一
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
、
他
の
社
会
規
範
た
る
「
経
済
規
範
」
、
「
道
徳
規
範
」
が
あ
る
時
点
を
境
に
変
化
し
た
も
の
と
し
て
法
規
範

（
船
）

を
理
解
す
る
。
こ
の
経
済
規
範
・
道
徳
規
範
か
ら
法
規
範
へ
の
変
化
を
示
す
事
実
、
「
法
の
源
泉
（
の
・
旨
８
．
『
⑥
口
団
・
の
ニ
ロ
ロ
『
・
】
←
）
」

と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
一
定
の
「
意
識
状
態
（
］
・
酔
自
：
８
コ
ｍ
ａ
ｇ
８
）
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
形
成
す
る
の
が
一
一
つ
の
サ

（
幅
）

ン
チ
マ
ン
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
社
会
性
の
１
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（
㈹
）

か
に
さ
れ
る
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
》
」
で
、
「
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
」
と
は
、
「
自
分
が
一
定
の
自
律
性
を
持
つ
個
人
で

（
”
）

あ
る
と
い
う
感
情
」
、
「
自
己
的
存
在
の
感
情
、
自
己
自
身
の
感
情
、
自
己
中
心
的
感
情
」
を
意
味
す
る
し
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
社
会
性
の
サ
ン
チ
マ
ン
同
様
、
可
変
性
を
嵯
費
と
す
る
が
、
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
れ
人
間
で
あ
る
以
上
保
持
さ
れ
て
い
る

（
印
）

と
い
う
意
味
で
、
「
人
間
本
性
の
永
続
的
要
素
」
、
「
人
間
本
性
に
固
有
の
感
情
」
で
←
の
る
。

ま
た
、
「
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
」
は
、
「
配
分
的
正
義
」
と
「
交
換
的
正
義
」
と
い
う
二
つ
の
対
象
を
有
す
る
。
前
者
は
、
「
個
々

人
は
、
自
ら
が
社
会
集
団
の
中
で
果
た
し
た
任
務
に
見
合
う
（
官
８
．
畳
・
目
の
｜
）
賃
金
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
感
情
、
換
言

す
れ
ば
、
全
て
個
人
は
社
会
集
団
で
果
た
す
役
割
、
そ
れ
に
も
た
ら
す
役
務
に
相
応
の
地
位
を
集
団
内
で
持
つ
べ
き
と
い
う
感
情
」
を

（
駝
）

意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
「
特
に
社
会
関
係
を
構
成
’
し
、
分
業
に
よ
る
連
帯
を
実
現
す
る
価
値
と
役
務
の
交
換
に
お
い
て

（
開
）

は
、
交
換
さ
れ
る
価
値
と
役
務
の
間
の
、
で
き
る
限
り
で
の
平
等
が
存
す
る
と
い
う
、
人
間
意
識
に
内
在
す
る
感
情
」
を
意
味
す
ｚ
》
。

以
上
の
デ
ュ
ギ
ー
の
人
間
観
、
社
会
連
帯
、
二
つ
の
サ
ン
チ
マ
ン
に
関
し
、
人
間
の
社
会
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
、
但
し
、
異
な

る
能
力
・
要
求
に
配
慮
し
た
「
分
業
に
よ
る
連
帯
」
及
び
「
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
」
と
い
う
個
人
的
な
資
質
に
も
目
を
向
け
て
い
る
点
、

そ
の
意
味
で
、
人
間
存
在
を
社
会
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
個
人
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
議
論

を
出
発
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
う
る
。

（
三
）
以
上
の
デ
ニ
ギ
ー
の
立
場
は
、
い
か
な
る
思
想
的
特
徴
を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ

（
脚
）

う
な
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
と
の
一
一
項
対
立
と
い
う
枠
組
み
の
下
で
は
、
デ
ュ
ギ
、
‐
の
立
場
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
自
体
の
捉
え
方
如

何
、
な
い
し
デ
ュ
ギ
ー
法
理
論
の
理
解
の
仕
方
如
何
に
応
じ
て
、
論
者
に
よ
り
異
な
る
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
両
者
の
区
別

基
準
と
し
て
、
法
の
効
力
の
最
終
的
な
説
明
が
「
正
当
性
」
、
「
価
値
」
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
従
っ
て
判

（
覇
）

断
す
れ
ば
、
デ
ュ
ギ
１
－
が
「
社
会
連
帯
」
等
の
事
実
か
ら
最
終
的
に
法
の
効
力
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
法
実
証
主
義
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に
属
す
る
も
の
と
し
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
蕊
。
と
こ
ろ
が
、
デ
ュ
ギ
ー
が
「
社
会
連
帯
」
か
ら
法
規
範
を
引
き
出
し
て
い
る
点
、

「
事
実
」
自
体
の
中
に
彼
が
抱
い
て
い
る
「
価
値
」
、
「
正
義
」
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
、
「
正
義
の
サ
ン

チ
マ
ビ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
結
果
と
し
て
「
内
容
可
変
の
自
然
法
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

（
師
）

う
点
等
か
ら
、
デ
ュ
ギ
ー
を
自
然
法
論
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
方
も
存
す
る
。

こ
れ
ら
の
評
価
は
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
見
方
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
細
な
検
討
は
避
け
、
自
然
法
論
・
法

実
証
主
義
の
二
項
対
立
的
理
解
の
修
正
、
そ
れ
に
よ
る
強
引
な
性
格
付
け
の
回
避
二
勾
圧
論
の
運
用
の
仕
方
。
そ
の
帰
結
に
よ
る
評
価

（
釦
）

で
は
な
く
方
法
至
輌
の
理
念
型
に
基
づ
く
評
価
を
試
み
た
Ｇ
・
エ
ロ
ー
の
理
解
に
従
い
、
整
理
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。
エ
ロ
ー

は
、
「
法
に
、
神
学
的
・
道
徳
的
基
礎
を
付
与
」
し
、
従
っ
て
法
と
道
徳
と
の
デ
ィ
コ
ト
ミ
ー
を
利
用
す
る
イ
デ
ァ
リ
ス
ム

（］皀曾］厨白の）、「社会法および実定法を社会的意識に従属させる」社会学主義（⑪。§］。、】の曰呼『）、「他の科生当領域、
（
弱
）

（
印
）

特
に
道
徳
か
ら
区
別
さ
れ
た
法
的
領
域
の
承
認
」
を
特
徴
と
す
る
法
実
証
主
義
（
□
・
の
冨
乱
切
目
の
］
目
＆
ロ
ロ
の
）
の
一
一
一
分
類
に
よ
っ
て
整

理
し
、
社
会
学
主
義
が
イ
デ
ァ
リ
ス
ム
や
法
実
証
主
義
か
ら
次
の
点
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
区
別
さ
れ
る
と
す
る
。

第
一
に
、
イ
デ
ア
リ
ス
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
実
定
法
以
外
に
、
こ
れ
鷹
嘩
位
す
る
他
の
法
た
る
「
唯
一
の
真
の
法
、

有
効
性
の
源
泉
」
の
存
在
を
認
め
る
「
法
的
一
一
元
論
（
目
島
切
目
の
］
目
＆
色
色
の
）
」
で
あ
る
点
で
類
似
す
る
。
し
か
し
、
イ
デ
ァ
リ
ス

ト
は
、
「
優
位
法
（
号
・
ざ
、
巨
己
圏
の
旨
）
」
を
神
学
的
観
念
あ
る
い
は
合
理
的
道
徳
か
ら
導
き
出
す
の
に
対
し
、
社
会
学
主
義
者
は
、

優
位
法
を
「
社
会
的
意
識
の
分
泌
物
」
と
す
る
点
で
異
な
蕊
・

第
一
一
に
、
法
実
証
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
般
哲
学
と
の
関
連
に
つ
き
、
社
会
学
主
義
が
科
学
哲
学
、
哲
学
的
実
証
主
義
、

不
可
知
論
と
結
び
つ
く
の
に
対
し
、
法
実
証
主
義
は
実
定
法
と
理
念
法
と
の
分
離
、
即
ち
「
法
的
一
元
論
（
曰
・
鳥
目
の
］
目
』
亘
巨
の
）
」

と
い
う
方
法
論
的
性
質
を
有
す
る
点
、
法
実
証
主
義
と
哲
学
的
実
証
主
義
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
点
な
ど
か
ら
、
両
者
が
区
別
さ
れ
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３
客
観
法
の
理
論

デ
ュ
ギ
ー
の
客
観
法
理
論
か
ら
、
類
似
は
す
る
が
異
な
る
二
つ
の
理
論
が
派
生
す
る
。
一
つ
は
、
主
権
否
認
論
か
ら
客
観
的
権
限
、

（
缶
）

「
国
家
の
職
分
」
論
へ
至
る
流
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
権
利
否
定
論
か
ら
社
会
的
職
分
藝
噸
へ
至
る
流
れ
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
形

而
上
学
的
法
概
念
の
否
定
と
客
観
法
理
論
に
よ
る
主
観
主
義
的
・
個
人
主
義
的
法
体
系
の
再
構
成
と
い
う
枠
組
み
で
展
開
さ
れ
る
、
重

要
な
概
念
装
置
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
流
れ
の
基
点
と
な
る
「
客
観
法
」
に
つ
き
、
そ
の
生
成
の
問
題
、
国
家
と

（
開
）

の
関
係
、
拘
束
力
（
『
。
『
ｇ
ｏ
目
、
口
言
・
一
『
の
）
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）
デ
ュ
ギ
ー
は
、
先
に
述
べ
た
人
間
観
か
ら
直
ち
に
「
社
会
法
（
」
Ｃ
；
・
・
旨
一
の
）
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
「
社

会
で
生
き
る
人
間
」
と
い
う
事
実
の
直
接
的
確
認
は
、
「
社
会
で
生
き
る
人
間
を
拘
束
す
る
法
の
存
在
を
露
見
さ
せ
る
。
こ
の
法
は
、

全
く
単
純
に
、
社
会
で
生
き
る
こ
と
を
人
間
に
義
務
づ
け
る
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
性
質
を
与
え
ら
れ
れ
ば
、
人
間
は
社
会

で
生
き
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
「
人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
社
会
で
生
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
社
会
で
し
か
生
き
得
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
社
会
法
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
確
認
で
も
形
而
上
学

る
と
す
ま
・
最
後
の
点
に
関
し
、
法
実
証
主
義
と
哲
学
的
実
証
主
義
と
を
区
別
し
て
整
理
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
エ
ロ
ー
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
Ｍ
・
ヴ
ィ
レ
イ
も
、
一
一
○
世
紀
の
哲
学
に
つ
い
て
主
と
し
て
①
新
ト
ミ
ス
ム
（
□
の
。
‐
吾
・
ョ
尉
曰
の
）
、
②
新

カ
ン
ト
主
義
（
息
。
‐
【
Ｐ
目
の
日
の
）
、
③
科
学
的
実
証
主
義
（
で
。
、
旨
鳥
目
の
、
。
｝
の
昌
冨
目
の
）
、
④
法
実
証
主
義
（
ご
・
の
旨
鳥
目
の

（
“
）

盲
目
ロ
ロ
の
）
に
分
類
し
、
デ
ュ
ギ
ー
を
科
学
的
実
証
主
義
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

社
会
学
主
義
を
自
然
法
論
と
も
法
実
証
主
義
と
も
異
な
る
い
わ
ば
「
第
三
の
道
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
エ
ロ
ー
に
よ
る
分
類
は
、
デ
ュ

ギ
ー
の
法
理
論
を
特
徴
的
に
把
握
す
る
点
で
注
目
に
値
し
よ
う
。
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（
”
）

的
な
確
認
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
事
実
の
観
察
お
よ
び
人
間
の
生
理
学
的
、
心
理
学
的
構
成
か
ら
生
じ
る
か
ら
で
あ
ァ
。
」
。

こ
う
し
て
認
め
ら
れ
た
社
会
法
な
い
し
「
社
会
規
範
（
目
。
『
日
の
、
。
。
旨
｝
の
）
」
の
性
質
お
よ
び
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

第
一
に
、
社
会
法
の
性
質
は
、
「
目
的
法
（
］
＆
」
の
ワ
昌
）
」
と
さ
れ
る
。
ま
ず
、
目
的
「
法
」
と
は
、
以
下
一
一
一
つ
の
事
実
か
ら
帰

結
さ
れ
る
人
間
の
行
為
を
支
配
す
る
「
法
」
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
①
「
人
間
が
自
ら
の
行
為
を
意
識
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
」
、
②

「
人
間
は
一
定
の
動
機
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
」
、
従
っ
て
、
③
「
人
間
の
活
動
が
一
定
の
目
的
を
意
識
的
に
追
求
す
る
も
の
」
で

あ
る
こ
と
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
「
目
的
の
意
識
的
決
定
の
産
物
」
た
る
人
間
の
行
為
を
支
配
す
る
法
則
を
目
的
「
法
」
と

（
“
）

呼
ぶ
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
目
的
」
法
の
意
味
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
社
会
連
帯
」
の
維
持
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
一
」
の
こ

（
的
）

し
」
は
、
目
的
法
が
「
社
会
集
団
を
構
成
す
る
諸
個
人
の
調
和
を
図
り
、
そ
の
活
動
を
制
限
し
、
一
定
の
行
為
を
義
務
づ
け
る
」
法
と
し

て
理
解
さ
れ
る
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
人
間
が
「
社
会
連
帯
」
の
維
持
を
目
的
と
し
そ
れ
を
意
識
的
に
追
求
す

る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
法
則
に
支
配
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
が
為
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う

「
法
」
は
、
あ
く
ま
で
も
事
実
か
ら
演
鐸
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
法
則
な
の
で
あ
り
、
人
間
の
意
思
に
命
令
す
る
ゾ
レ
ン
で
は
な
い
。
デ
ュ

ギ
ー
は
、
目
的
法
を
人
間
の
「
意
思
の
本
質
に
変
更
を
加
え
な
い
（
目
白
目
⑦
）
」
法
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目

的
法
の
性
質
は
、
次
に
述
べ
る
義
務
に
関
す
る
デ
ュ
ギ
ー
の
理
解
と
関
連
す
る
。

（
和
）

第
一
一
に
、
社
会
法
は
、
禁
止
的
側
學
回
と
要
請
的
側
面
と
を
含
む
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
一
一
つ
の
事
柄
を
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
社
会
法
は
、
諸
個
人
に
対
し
、
一
定
の
行
動
を
し
（
要
請
）
ま
た
は
し
な
い
よ
う
に
（
禁
止
）
義
務
づ
け

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
義
務
と
は
、
個
人
の
実
質
的
意
思
を
修
正
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
義
務
的
規
範
で
は
な
く
、

「
単
な
る
社
会
的
義
務
、
即
ち
そ
れ
が
為
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
社
会
集
団
の
構
成
要
素
の
中
に
一
定
の
不
均
衡
、
し
た
が
っ
て
社
会

的
反
動
（
『
田
島
目
、
・
・
旨
］
の
）
、
均
衡
回
復
の
た
め
の
自
然
発
生
的
努
力
が
生
じ
る
よ
う
な
義
務
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
社



客観主義の権利論（高作正博）1５

会
規
範
は
、
社
会
的
混
乱
を
生
み
出
す
お
そ
れ
の
あ
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
（
：
切
言
の
目
・
ロ
）
の
全
て
を
禁
止
し
て
お
り
、
そ
れ
で
こ

の
よ
う
な
行
為
が
為
さ
れ
れ
ば
、
社
会
環
境
の
秩
序
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
社
会
法
は
、

全
て
の
個
人
に
対
し
「
社
会
秩
序
の
実
現
に
寄
与
す
る
實
任
」
を
課
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
も
し
個
人
が
社
会
秩
序
の

実
現
を
怠
れ
ば
、
「
集
団
的
損
失
（
己
の
１
の
８
］
］
ｇ
働
く
の
）
」
、
「
個
人
的
損
害
」
、
「
社
会
的
反
動
」
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
責
任
は
、
目
的
法
と
い
っ
た
場
合
の
「
目
的
」
の
内
容
か
ら
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
要
請
は
、
人
間
の
い
か
な
る
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
人
間
活
動
の
全
て
が
、
こ
の
社
会
規
範
に
よ
っ
て
把
捉
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
の
か
。
デ
ニ
ギ
ー
は
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
彼
は
、
社
会
規
範
の
把
捉
を
免
れ
る
「
個
人
的
行
為
（
Ｐ
９
冊

ご
臼
『
昼
巨
の
］
の
）
」
と
、
社
会
規
範
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
「
社
会
的
行
為
（
Ｐ
ｇ
の
、
⑪
ｏ
ｓ
Ｐ
目
）
」
と
を
区
別
し
、
そ
の
区
別
基
準
と

し
て
「
社
会
的
相
互
依
存
」
の
要
素
に
関
わ
る
か
ど
う
か
、
な
い
し
「
社
会
的
反
動
」
を
伴
う
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
麺
・

（
一
一
）
社
会
法
・
社
会
規
範
の
種
類
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
社
会
規
範
が
「
そ
の
侵
害
が
も
た
ら
す
社
会
的
反
動
の
強
さ
に

（
ね
）

よ
っ
て
複
雑
か
つ
多
様
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
こ
に
、
経
済
規
範
、
道
徳
規
範
、
法
規
範
が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
こ
》
」
で
、
一
一
一
者
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
法
規
範
は
全
て
「
道
徳
規
範
か
経
済
規
範
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
規
範
と
経
済
規
範
の
全
て
が
必
ず
し
も
法
規
範

と
な
る
わ
け
で
は
な
」
極
、
従
っ
て
、
経
済
規
範
、
道
徳
規
範
が
い
つ
法
規
範
と
な
る
の
か
が
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
つ
き
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
社
会
的
自
然
的
要
素
の
み
が
、
経
済
規
範
、
道
徳
規
範
を
法
規
範
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

（
閃
）

あ
り
、
一
」
の
要
素
を
観
察
に
よ
っ
て
確
定
す
る
｝
」
と
は
、
社
会
学
の
任
務
で
あ
る
」
と
述
べ
、
社
会
学
主
義
的
方
法
論
に
基
づ
い
て
法

規
範
の
成
立
時
期
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
社
会
的
自
然
的
要
素
と
し
て
デ
ュ
ギ
ー
が
も
ち
い
る
の
が
、
「
社
会
的
強
制
の
関
与
」
、

「
意
識
状
態
（
］
・
騨
巴
烏
８
口
⑫
。
】
の
ロ
８
）
」
で
あ
る
。
即
ち
、
「
経
済
規
範
、
道
徳
規
範
が
法
規
範
と
な
る
の
は
、
集
団
自
体
ま
た
は

そ
こ
で
最
も
強
大
な
権
力
を
持
つ
者
が
、
こ
の
規
範
の
侵
害
を
非
難
す
る
た
め
に
関
与
し
得
る
と
い
う
概
念
が
、
所
与
の
社
会
集
団
を
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（
泥
）

構
成
す
る
多
数
の
個
人
の
意
識
内
に
浸
透
し
た
し
」
き
で
あ
る
」
。
社
会
規
範
を
担
保
す
る
た
め
に
集
団
自
体
ま
た
は
権
力
者
に
よ
る

「
社
会
的
強
制
」
・
「
社
会
的
反
動
」
を
必
要
と
し
要
求
す
る
意
識
・
精
神
が
、
社
会
集
団
を
構
成
す
る
全
て
の
、
あ
る
い
は
多
数
の

（
だ
）

個
人
に
形
成
さ
れ
た
と
き
、
法
規
範
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
法
規
範
の
命
令
や
強
制
の
事
実
自
体
が
法
を
生
み
出
す
も
の
と
は
さ
れ

て
お
ら
ず
、
ま
た
、
法
規
範
と
他
の
社
会
規
範
と
の
違
い
が
「
社
会
的
反
動
の
強
さ
」
に
依
拠
す
る
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
彼
の
方
法

論
的
特
徴
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

デ
ュ
ギ
ー
に
と
っ
て
「
法
の
源
泉
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
意
識
状
態
」
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
に
貢
献
す
る
二
つ
の
要
素
と

し
て
既
に
述
べ
た
「
社
会
性
の
サ
ン
チ
マ
ン
」
と
「
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
」
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
精
神
を
保
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
の
が
個
人
な
の
か
そ
れ
と
も
個
人
か
ら
区
別
さ
れ
る
集
団
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
法
規
範
の
支
え

（
刀
）
，

（
呂
弓
。
『
←
）
」
の
問
題
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
集
団
の
擬
人
化
論
を
批
判
し
、
法
規
範
の
支
え
は
個
人
の
意
識
で
し

か
あ
り
得
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
「
私
は
以
前
に
も
増
し
て
以
下
の
見
方
に
固
執
し
て
い
る
。
即
ち
、
集
団
の
擬
人
化
は
、
個
人
の
消

滅
（
自
己
巨
自
・
己
）
、
集
団
へ
の
完
全
な
る
吸
収
以
外
の
何
物
で
も
な
い
た
め
に
、
現
実
に
答
え
る
も
の
で
な
く
ま
た
危
険
な
結
論

へ
と
導
く
お
そ
れ
の
あ
る
、
単
な
る
抽
象
的
な
考
え
（
、
】
『
目
］
の
目
の
烏
｝
萱
の
い
且
汁
）
で
し
か
な
い
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
そ
の
考
え

方
に
よ
り
論
理
的
展
開
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
現
実
に
い
わ
ゆ
る
社
会
的
自
我
に
反
抗
す
る
個
人
的
意
思
お
よ
び
個
人
的
意
識
が
存
在

し
常
に
存
在
し
て
き
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
人
的
意
識
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
否
定
し
た
り
、
プ
フ
タ
の
よ
う
に
団
体
の
集
団

的
意
識
の
表
明
し
か
見
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
多
く
の
現
代
社
会
学
者
の
よ
う
に
社
会
的
意
識
や
社
会
的
意
思
に
し
か
価
値
を
認
め

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
個
人
的
活
動
を
考
慮
し
な
い
場
合
に
は
、
社
会
的
事
実
の
全
く
不
完
全
な
概
念
し
か
有
し
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
」
。
「
他
方
、
個
人
的
意
識
と
は
区
別
さ
れ
た
現
実
在
を
持
つ
社
会
的
意
識
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
完
全
に
超

科
学
的
領
域
に
位
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ル
ナ
ン
の
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
も
完
全
な
る
現
実
主
義
に
と
ど
ま
る
場
合
に
し
か
、
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科
学
、
社
会
科
学
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
民
意
識
の
実
質
的
支
え
の
存
在
を
直
接
的
観
察
に
よ
っ
て
示
さ
な
い
限
り
、
そ
の
存

在
を
認
め
、
実
証
主
義
学
説
の
中
で
そ
れ
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
「
集
団
の
意
識
や
意
思
が
存
在
す
る
と
か
、
団
体

は
個
人
と
は
区
別
さ
れ
た
意
識
や
意
思
を
有
す
る
実
在
の
人
格
で
あ
る
と
か
、
一
つ
の
意
識
や
意
思
を
持
つ
人
格
と
し
て
の
国
民

（
犯
）

（
ロ
ロ
ー
】
・
ロ
‐
ロ
の
『
、
◎
目
の
）
が
現
実
に
存
在
す
る
と
か
い
う
こ
と
を
、
科
学
的
に
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

以
上
の
よ
う
な
基
礎
、
性
質
等
を
も
つ
法
規
範
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
法
規
範
（
ロ
。
『
曰
の
）
自
筐
且
巨
の
）
」
、

「
法
準
則
（
『
③
、
］
の
：
号
・
洋
）
」
、
「
客
観
法
（
号
・
罫
・
ず
］
の
。
量
）
」
の
語
を
互
換
的
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
デ
ュ
ギ
ー
の
法
規
範
に
関
す
る
見
解
は
、
法
を
国
家
か
ら
切
り
離
し
、
前
者
の
後
者
に
対
す
る
優
位
を
論
証
す
る
こ
と
に

よ
り
法
に
よ
る
国
家
制
限
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
、
法
と
社
会
と
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
従
来
の
理

論
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
特
徴
的
で
あ
る
。
但
し
、
国
家
が
法
の
生
成
に
関
し
い
か
な
る
役
割
を
も
果
た
さ
な
い
と
主

張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
の
あ
る
範
鴫
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
法
創
造
的
役
割
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
デ
ュ

ギ
ー
は
、
「
規
範
的
法
準
則
（
鄙
、
｝
の
、
』
の
」
『
◎
詳
口
・
冒
島
ぐ
の
⑪
）
」
と
「
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
（
円
濁
］
の
、
」
の
号
○
一
一

（
杓
）

８
口
の
｛
目
○
一
一
ぐ
の
ｍ
・
色
冨
・
ラ
ヨ
ロ
巳
の
、
）
」
と
を
区
別
し
、
後
者
に
の
み
国
家
の
関
与
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
規
範
的
法
準
則
と
は
、
「
本
来
の
意
味
で
の
法
規
範
」
、
「
社
会
で
生
活
す
る
全
て
の
人
に
一
定
の
不
作
為
ま
た
は
作
為
を

（
的
）

命
じ
る
規
範
」
、
「
集
団
の
個
々
の
構
成
員
全
員
を
必
然
的
に
結
び
付
け
る
社
会
的
規
定
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
命
へ
祠
」
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
中
に
見
ら
れ
る
例
と
し
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
①
契
約
の
自
由
、
②
所
有
権
の
尊
重
、
③
過
失
責
任
の
原
則
を
挙
げ
て

（
飢
）

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
規
範
的
法
準
則
が
『
ナ
ュ
ギ
ー
の
い
う
法
規
範
、
客
観
法
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
そ
の
生
成
に

国
家
が
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
と
は
、
「
規
範
の
執
行
を
直
接
に
ま
た
は

間
接
に
確
保
す
る
た
め
の
規
範
」
、
「
規
範
的
法
準
則
の
尊
重
お
よ
び
適
用
を
可
能
な
限
り
確
保
す
る
た
め
に
定
立
さ
れ
る
規
範
」
を
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い
う
と
さ
れ
蕊
。
こ
れ
が
、
国
家
の
存
在
を
含
意
し
、
国
家
が
定
式
化
す
る
実
定
法
と
し
て
現
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
構
成
的
・
技
術

（
“
）

的
法
準
則
は
強
制
の
組
織
規
範
で
あ
る
が
、
国
家
の
み
が
》
」
の
強
制
の
要
素
を
独
占
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
の
命
令
的
（
目
忌
日
鷺
）
性
質
ま
で
も
が
国
家
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な

い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
い
わ
ゆ
る
国
家
の
秩
序
は
、
個
人
あ
る
い
は
個
人
の
集
団
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
意
思

は
、
従
属
し
従
う
他
の
個
人
的
意
思
に
命
令
す
る
も
の
で
は
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
思
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
存
在
せ
ず
、
存
在

し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
の
間
に
対
す
る
デ
ニ
ギ
ー
の
解
答
は
、
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
は
「
そ
れ
が
実
行
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
法
規
範
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
命
令
的
と
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
構
成
的
・
技
術
的
法
準

（
“
）

則
の
命
令
的
・
義
務
的
性
質
は
、
規
範
的
法
準
則
と
の
結
び
つ
き
か
ら
生
じ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
の
存
在
は
、
法
規
範
の
拘
束
力
（
〔
・
目
の
◎
目
ｍ
ｇ
ｓ
『
の
）
を
説
明
す
る
際
に
も
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
デ
ュ
ギ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
法
規
範
の
義
務
を
形
而
上
学
的
な
意
味
で
の
そ
れ
と
し
て
は
認
め
ず
、

社
会
的
強
制
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
大
衆
の
感
情
・
精
神
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
義
務
と
し

て
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
規
範
に
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
デ
ュ
ギ
ー
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
「
一
定
の
行
為
が
為
さ
れ
、
そ
れ
が
同
一
時
期
・
同
一
集
団
の
社
会
連
帯
と
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
を
害
す
る
も
の
と
し

て
個
人
的
意
識
の
総
体
に
生
じ
る
時
に
、
そ
の
行
為
は
規
範
の
侵
害
と
し
て
現
れ
、
規
範
は
こ
の
と
き
か
ら
法
的
に
拘
束
的
性
質
を
も

つ
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
組
織
化
さ
れ
た
法
的
救
済
措
置
が
規
範
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
で

（
鴎
）

あ
る
」
。
「
組
織
化
さ
れ
た
法
的
救
済
措
置
」
が
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
で
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｝
」
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、

法
規
範
の
拘
束
力
は
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

結
局
、
法
規
範
の
拘
束
力
の
概
念
も
、
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
を
通
じ
て
法
規
範
を
遵
守
す
べ
き
と
い
う
「
形
而
上
学
的
」
命
令
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の
性
質
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
で
規
定
さ
れ
た
「
組
織
化
さ
れ
た
法
的
救
済
措
置
」
が
人
間
を
し
て
法
規

範
に
従
っ
て
行
動
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
予
測
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
の
ザ
イ
ン
言
明
と
し
て
提
示
さ
れ
て

い
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
限
り
こ
こ
に
お
い
て
も
彼
の
社
会
学
主
義
の
方
法
論
的
誤
り
を
犯
す
も
の
で
は
な
い

と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
田
・
ロ
臣
、
昌
一
》
團
且
③
②
（
』
⑯
（
』
「
Ｃ
量
ご
§
（
月
）
閂
．
□
團
目
牝
（
の
（
』
「
・
忌
○
＆
⑩
ｇ
員
恩
（
。
（
。
『
ご
ｏ
切
菖
ご
⑯
・
石
胃
】
、
》
」
ｇ
］
（
以
下
、

□
辱
旦
・
閂
・
と
す
る
。
）
な
お
、
通
常
《
号
。
】
一
．
耳
①
◎
屋
［
》
は
、
単
に
「
法
」
と
訳
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
デ
ュ
ギ
ー
に

お
い
て
は
、
「
主
観
法
」
に
対
比
さ
れ
る
「
法
」
を
漠
然
と
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
の
法
学
方
法
論
と
結
び
つ

い
て
そ
の
法
理
論
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
法
」
一
般
よ
り
も
内
容
面
で
限
定
さ
れ
、
効
力
面
で
優
越
的
な
位
置
づ
け
を
与

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
法
」
で
は
な
く
「
客
観
法
」
と
い
う
先
達
の
訳
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
デ
ュ
ギ
ー
研
究
に
際
し
、
そ
の
研
究
内
容
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
時
期
に
区
別
す
る
と
い
う
整
理
が
な
さ
れ
て
き
た
。
’
九
○
一
年
を
境
に

「
初
期
」
と
「
後
期
」
に
分
け
る
も
の
（
高
橋
和
之
・
後
掲
論
文
及
び
著
書
参
照
）
、
’
九
○
一
年
お
よ
び
旱
。
意
一
号
一
号
・
麓

８
百
②
昼
昌
一
・
目
の
［
第
二
版
が
公
刊
さ
れ
た
一
九
二
一
年
を
境
と
し
て
「
初
期
」
、
「
中
期
」
、
「
後
期
」
に
分
け
る
も
の
（
畑
安
次
「
Ｌ
・

デ
ュ
ギ
ー
の
初
期
法
思
想
」
金
沢
大
学
教
養
部
論
集
人
文
科
学
鯛
一
八
号
（
一
九
八
○
）
九
五
頁
以
下
、
同
「
法
の
準
則
も
し
く
は
客
観
法

の
理
論
ｌ
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
の
中
期
法
思
想
研
究
、
ｌ
」
金
沢
大
学
教
養
部
論
集
人
文
科
学
篇
二
二
Ｉ
｜
号
（
一
九
八
四
）
七
七
頁
以
下
。

ま
た
、
三
代
川
潤
四
郎
「
デ
ュ
ギ
ー
に
お
け
る
連
帯
の
概
念
（
｜
）
ｌ
制
度
理
論
と
の
関
係
ｌ
」
法
学
一
八
巻
一
号
（
一
九
五
四
）
五
一

頁
同
旨
）
、
一
九
○
一
年
ま
で
の
第
一
期
・
準
備
期
、
一
九
○
七
ま
で
の
第
二
期
・
体
系
成
立
期
、
一
九
二
○
年
ま
で
の
第
三
期
・
発
揚
期
、

一
九
二
一
年
以
降
の
第
四
期
・
完
成
期
に
分
け
る
も
の
（
深
瀬
忠
一
「
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
イ
の
行
政
法
論
と
福
祉
国
家
⑤
ｌ
フ
ラ
ン
ス
現
代

憲
法
学
の
形
成
口
ｌ
」
北
法
一
六
巻
四
号
（
一
九
六
六
）
八
九
頁
以
下
。
同
様
に
四
期
に
分
け
る
も
の
と
し
て
、
中
井
淳
「
レ
オ
ン
・
デ
ニ

ギ
ー
の
国
家
論
」
法
学
五
巻
九
号
（
一
九
三
六
）
二
三
頁
）
等
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
分
類
に
深
入
り
し
な
い
が
、
最
も
完
成

さ
れ
た
時
期
の
思
想
を
中
心
に
扱
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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（
⑫
）

〆､'－，グー、’-,グー、

1１１０９８７
、．’、-’、■’、－'、二

グー、

６
、､〆

（
５
）

〆■、

４
、－'

グー､

３
軸．〆

清
水
幾
太
郎
編
ブ
ン
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
世
界
の
名
著
妬
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
○
）
、
大
塚
・
前
掲
序
章
（
２
）
一
九
九
頁
以
下
、

三
一
九
頁
以
下
等
参
照
。

Ｅ
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
井
伊
玄
太
郎
訳
『
社
会
分
業
論
（
上
）
（
下
）
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
’
九
八
九
）
、
新
明
正
道
「
デ
ュ
ル
ヶ
ム
の

社
会
学
主
義
（
一
）
（
二
。
完
）
」
国
家
四
二
巻
九
号
（
’
九
二
八
）
四
二
頁
以
下
、
同
巻
一
二
号
一
一
一
六
頁
以
下
、
大
塚
・
前
掲
序
章
（
２
）

九
一
頁
以
下
等
参
照
。

高
橋
和
之
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
説
史
研
究
序
説
（
四
）
ｌ
伝
統
的
国
家
理
論
と
社
会
学
的
国
家
理
論
ｌ
」
国
家
八
五
巻
七
・
八
号
二
九
七

二
）
九
四
頁
、
一
○
一
頁
、
同
「
現
代
憲
法
理
論
の
源
流
』
（
有
斐
閣
、
’
九
八
六
）
’
九
八
頁
、
二
○
五
頁
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
レ
ア
リ
ス
ム
（
思
巴
】
⑰
曰
の
）
」
と
表
記
し
て
お
く
。
ル
ウ
ェ
リ

ン
や
Ｊ
・
フ
ラ
ン
ク
等
に
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
は
、
「
司
法
に
よ
る
法
創
造
の
承
認
」
、
「
裁
判
所
の
行
動
予
測
」

を
行
う
も
の
で
あ
り
、
法
の
基
礎
付
け
・
法
概
念
の
分
析
を
目
的
と
す
る
理
論
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
田
中
英
夫
「
ア
メ
リ
カ

法
学
」
碧
海
純
一
・
伊
藤
正
己
・
村
上
淳
一
編
『
法
学
史
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
）
二
七
七
頁
以
下
、
大
澤
秀
介
「
裁
判
官
の

行
動
分
析
」
芦
部
信
喜
編
『
識
座
憲
法
訴
訟
第
３
巻
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
）
二
八
九
頁
以
下
、
モ
ー
ト
ン
。
Ｊ
・
ホ
ー
ゥ
ィ
ッ
ッ
、
樋

口
範
雄
訳
『
現
代
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
』
（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
）
二
一
四
頁
以
下
等
参
照
。

■
・
ロ
口
、
巳
一
．
早
口
愚
：
号
。
（
←
８
詞
の
員
昌
・
§
の
【
》
⑭
：
曰
・
’
一
・
円
．
』
§
》
ロ
・
色
。
（
以
下
、
旱
。
鼠
こ
・
と
す
る
。
）

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
実
際
に
デ
ュ
ギ
ー
が
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
概
念
を
排
除
し
切
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。

Ｆ
Ｄ
口
２
一
．
早
口
愚
》
目
も
。
］
の
．

田
・
ロ
巨
巴
夢
早
ｐ
鼠
員
一
目
②
・

い
・
ロ
ロ
、
昌
一
》
早
目
鼠
一
・
円
６
．
日
Ｐ
患
・
デ
ュ
ギ
ー
は
、
こ
の
「
自
由
の
形
而
上
学
的
問
題
」
に
つ
き
、
解
決
は
不
可
能
で
あ
り
、

「
主
体
は
、
自
ら
が
選
択
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
物
事
は
彼
が
自
由
に
選
択
し
て
い
る
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
を
述
べ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
と
瞥
い
て
い
る
。
糧
ｂ
ｐ
ｍ
員
》
早
凰
鼠
一
・
戸
ロ
患
・

げ
・
ロ
ロ
、
昌
一
》
己
。
。
蔦
．
←
』
］
己
・
量
》
げ
の
ｍ
１
ｏ
ｇ
『
旨
の
切
冒
『
己
】
口
巨
の
②
○
ヶ
］
の
。
←
ご
切
一
の
、
》
』
自
切
河
８
厘
⑯
§
Ｃ
「
・
邑
勾
』
ｇ
・
》
］
褐
『
》

己。③『』。
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'￣､ノー､〆、〆へ

１９１８１７１６
、.’～’ミーグﾐーグ

グー、グー、〆ﾛ、

１５１４１３
、二ミーノﾐｰﾝ

〆~、グロ、’~、〆■、

２３２２２１２０
、_グ、‐〆、.'、.'

田
・
ロ
色
、
巳
一
・
自
寸
貝
芯
・
←
・
閂
》
ご
・
閣
冨
’

団
・
□
二
ｍ
昌
一
・
白
丁
貝
芯
》
一
・
円
》
己
・
己
・

田
・
□
臣
、
昌
一
・
早
凰
鼠
一
・
Ｆ
□
・
巴
・
こ
の
よ
う
な
デ
ニ
ギ
ー
の
立
場
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
主
客
一
一
元
論
や
新
カ
ン
ト
主
義
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
規
範
的
な
る
も
の
を
一
畢
実
に
還
元
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
等
の
立
場
と
ｈ
鳶
騨
藍
痔
っ
。
ル
ー

マ
ン
の
法
理
論
に
つ
き
、
青
山
治
城
「
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
ー
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
法
理
論
家
」
長
尾
韻
一
編
『
預
筏
の
法
哲
学
者
た
ち
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
七
）
’
三
三
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
Ｍ
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
も
事
実
と
規
範
の
区
別
を
否
定
し
、
レ
ァ
リ
ス
ム
、
法
実

証
主
義
等
を
特
色
と
す
る
法
理
論
を
展
開
す
る
。
Ｍ
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
、
吉
田
邦
彦
訳
「
裁
判
作
用
か
、
そ
れ
と
も
司
法
権
力
か
」
山
口
俊
夫

編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
』
（
ぎ
よ
う
せ
い
、
一
九
八
七
）
一
頁
以
下
、
同
、
長
谷
部
恭
男
訳
「
違
憲
審
査
と
民
主
制
」
日
仏
一
九
号
（
’

九
九
五
）
｜
頁
以
下
、
樋
口
陽
一
『
近
代
憲
法
学
に
と
っ
て
の
論
理
と
価
値
［
戦
後
憲
法
学
を
考
え
る
］
』
（
日
本
一
評
論
社
、
’
九
九
四
）

一
八
頁
以
下
、
同
『
権
力
・
個
人
・
憲
辻
途
置
（
学
陽
書
房
、
一
九
八
九
）
’
六
九
頁
以
下
、
樋
口
陽
一
・
栗
城
癬
夫
『
憲
法
と
裁
判
』

（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
）
三
四
頁
以
下
［
樋
口
執
筆
］
、
長
谷
部
恭
男
『
権
万
へ
の
懐
疑
ｌ
憲
法
学
の
メ
タ
理
論
ｌ
』
（
日
本
評
論

社
、
一
九
九
一
）
｜
頁
以
下
、
今
関
・
前
掲
序
章
（
２
）
［
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
、
モ
リ
ス
・
オ
ー
リ
ゥ
に
お
け
る
『
法
に
よ
る
国
家
制
限
』

の
問
題
Ｈ
］
三
六
頁
以
下
等
参
照
。

田
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
昌
一
・
自
寸
凰
芯
》
一
・
Ｆ
ロ
目

Ｆ
・
Ｃ
Ｅ
ｍ
巨
辱
。
自
寸
巳
鼠
棹
一
・
門
》
己
・
忍
・

田
・
ワ
ロ
、
昌
一
・
自
寸
凰
蔵
、
一
・
Ｆ
●
・
目
》
『
四
・

Ｆ
・
ロ
巨
晒
巳
守
－
５
⑮
②
ヰ
ロ
ョ
鈎
一
。
「
ヨ
ロ
愚
○
国
②
函
⑨
■
、
「
ロ
【
の
②
ａ
属
只
可
○
邑
己
軋
息
＆
各
種
駐
【
⑩
。
。
＆
⑮
」
ベ
ロ
面
◎
獄
。
君
亭
函
①
の
』
・
》
勺
Ｐ
門
】
、
．
］
窟
Ｐ

ご
・
閨
（
以
下
、
い
〔
賜
畔
、
§
②
「
。
『
。
日
賦
：
②
：
巳
、
Ｃ
鳶
ご
軋
忌
と
す
る
。
）

織
田
蕊
「
法
律
的
方
濯
卜
社
会
学
的
方
法
」
『
穂
積
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
』
（
有
斐
閣
、
一
九
一
五
）
’
一
一
頁
参
照
。

田
・
ロ
旨
、
昌
一
・
白
子
且
蔵
、
一
・
Ｆ
ご
・
の
⑪
．

Ｆ
・
Ｃ
Ｅ
ｍ
巳
←
・
自
千
旦
忌
。
←
白
》
己
．
＄
．

Ｓ
・
口
巨
、
昌
一
》
曰
千
凰
芯
。
←
・
閂
・
己
．
『
◎
一
伊
。
回
目
屏
・
閂
】
ご
己
』
『
‐
屋
．
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グー、戸口、

３２３１
、.ソ、‐〆

（
釦
）

グー、／、グー、〆面、グー､／■、

２９２８２７２６２５２４
、－ソ、－ｺ、－ﾐーゾ、－プ、-グ

５
・
ロ
巨
由
昌
一
》
早
凰
鼠
巨
・
ロ
・
巴
・
巳
』
・

㈲
・
ロ
ロ
、
昌
一
】
伊
。
：
、
巨
月
さ
、
冒
貝
・
園
§
貝
「
・
騨
冨
蔦
』
ロ
ロ
・
』
‐
心
・

村
上
淳
一
「
現
代
法
の
透
視
図
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
）
七
頁
参
照
。

勺
．
、
５
．
口
・
圖
》
開
ざ
５
§
：
意
・
ュ
の
“
§
軸
員
⑩
§
号
・
芦
一
・
』
》
口
目
切
言
園
．
】
垣
置
》
ロ
・
垣
・
言
、
，

勺
・
□
号
・
ロ
・
意
『
》
旧
Ｐ
Ｒ
：
⑨
ミ
ミ
員
。
：
Ｑ
ご
§
：
幹
§
、
肝
貯
８
亘
§
員
｛
・
・
己
・
・
茸
．
．
□
』
合
・

註
釈
学
派
及
び
そ
の
後
の
解
釈
方
法
論
の
状
況
に
つ
き
、
ロ
・
ロ
ｏ
目
の
Ｃ
Ｐ
ｍ
Ｃ
》
い
ｐ
も
自
助
⑨
ミ
ミ
員
・
鳥
守
§
日
厨
⑩
．
←
・
閂
・
国
Ｃ
ａ
の
自
〆
・

□
の
］
日
閏
】
】
や
亀
》
巳
・
圏
切
の
一
ｍ
・
高
橋
和
之
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
説
史
研
究
序
説
（
｜
）
」
国
家
八
五
巻
一
・
一
一
号
（
’
九
七
一
一
）
四
一
頁

以
下
、
同
。
前
掲
（
５
）
［
現
代
憲
法
理
論
の
源
流
］
六
一
頁
以
下
、
野
田
良
之
「
註
釈
学
派
と
自
由
法
」
尾
高
朝
雄
・
峯
村
光
郎
・
加
藤

新
平
編
『
法
哲
学
講
座
第
三
巻
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
一
九
九
頁
以
下
、
同
『
法
に
お
け
る
歴
史
と
理
念
』
（
東
京
大
学
出
版
部
、
一

九
五
一
）
三
頁
以
下
、
福
井
勇
二
郎
編
訳
『
佛
蘭
西
法
学
の
諸
相
』
（
日
本
評
論
社
、
’
九
四
三
）
一
頁
以
下
等
参
照
。

旧
ｂ
ｐ
ｍ
昌
一
卜
困
：
月
ご
司
司
目
。
。
“
§
号
・
騨
已
、
蔦
・
ロ
・
“
・
こ
の
二
つ
の
法
体
系
を
指
す
用
語
と
し
て
形
而
上
学
的
傾
向
と
現
実

主
義
的
傾
向
と
の
対
比
が
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
デ
ュ
ギ
ー
の
時
代
の
重
大
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
ミ
シ
ュ
ー

が
、
「
国
家
法
人
説
」
、
「
主
権
」
、
「
権
利
」
に
対
す
る
理
解
に
関
し
、
そ
の
対
比
を
特
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て

い
る
。
田
・
冨
甘
ｓ
ｏ
ロ
ロ
》
田
画
已
の
村
、
０
口
目
口
］
］
註
①
←
〕
①
切
身
。
】
蕨
２
ケ
）
の
。
萬
、
９
の
］
》
回
国
一
目
ロ
功
］
⑫
』
○
．
薗
口
の
芽
目
や
巴
、
の

８
具
の
目
已
・
『
巴
曰
の
．
：
ロ
、
飼
麺
；
＆
司
嘗
ｇ
８
Ｑ
貯
司
訂
．
］
②
』
］
》
弓
・
乞
酋
‐
⑰
瞳
・

Ｆ
ｂ
Ｅ
ｍ
昌
卜
鴎
：
易
ご
己
・
註
・
詞
の
§
今
・
騨
冒
蔦
》
己
．
①
．

こ
れ
ら
の
点
を
含
め
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
私
法
」
、
「
公
法
」
、
「
国
家
」
の
三
つ
の
変
遷
論
を
著
し
て
い
る
。
田
・
ロ
ロ
、
巨
辱
》
旧
困

：
昆
可
冒
凰
・
園
§
号
・
畳
で
、
蔦
一
円
閨
、
厨
司
冒
昌
・
園
骨
身
・
畳
も
§
（
（
・
》
四
の
←
：
、
の
》
勺
陣
凰
い
》
罵
切
》
馬
具
「
・
鳶

の
。
§
Ｅ
①
号
・
騨
冒
§
国
巨
の
局
旦
』
貝
、
§
：
司
日
§
・
再
烏
忌
圓
》
⑭
：
』
・
》
勺
働
１
ｍ
》
】
層
．
特
に
、
法
律
の
社
会
化
に
つ
い

て
は
、
白
・
○
宮
司
日
・
具
Ｆ
ｍ
Ｏ
ｏ
厨
］
】
、
：
。
己
自
身
・
】
一
・
：
。
、
５
．
３
．
尽
曾
『
①
：
鼻
息
己
。
。
、
ロ
葺
匡
⑯
・
旨
・
ロ
言
の
］
］
】
の
射
〕
］
や
ｇ
》

弓
・
沼
「
ｇ
・
牧
野
・
前
掲
序
章
（
２
）
一
頁
以
下
、
同
「
社
会
化
せ
る
法
律
㈲
～
㈱
」
法
律
新
聞
一
一
四
六
号
（
一
九
一
六
）
五
頁
以
下
、

一
一
四
七
号
六
頁
、
’
一
四
八
号
六
頁
以
下
、
一
一
四
九
号
六
頁
以
下
、
二
五
○
号
六
頁
以
下
、
’
一
五
一
号
五
頁
以
下
等
参
照
。
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'－，

４２
、二

’￣、〆￣、グー、

４１４０３９
超＝、.グ～ン

〆へ〆､〆へグー、〆戸、

３８３７３６３５３４
、－'ﾐーゾ、、〆、－’、－’

（
羽
）

田
・
ロ
ロ
、
昌
一
》
早
凰
芯
・
←
・
戸
已
』
ｇ
①
一
助
・
法
の
効
力
規
樋
を
国
家
の
命
令
に
求
め
る
立
場
は
、
国
家
説
（
：
。
圓
口
の
、
⑩
←
Ｐ
一
一
ｍ
訂
、
）
と

い
わ
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
イ
エ
ー
リ
ン
グ
、
ギ
ー
ル
ケ
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
、
ケ
ル
ゼ
ン
等
の
ド
イ
ツ
の
公
法
学
説
の
影
響
を
受
け
フ
ラ
ン
ス
で

も
ま
す
ま
す
勢
力
を
得
て
い
る
立
場
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
こ
の
立
場
を
「
実
際
上
、
受
け
入
れ
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
己
制
限

（
」
』
日
芹
Ｐ
丘
。
皀
昌
。
』
◎
口
冒
旨
の
）
は
制
限
で
は
な
く
、
国
家
が
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
公
法
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
り
、
さ
ら
に
、
公
法
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
批
判
し
て
い
る
。
伊
・
口
巨
、
巳
一
》
早
貝
鼠

一
・
円
》
ロ
ロ
・
］
Ｅ
‐
】
＆
．
ｇ
・
同
働
§
『
》
□
』
』
。
な
お
、
自
然
権
批
判
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

げ
・
ロ
臣
晦
日
一
章
円
丁
旦
芯
。
←
・
閂
・
ロ
＄
・

好
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
巨
辱
》
『
千
日
愚
》
一
・
円
・
已
已
・
巴
、
‐
関
９
．

Ｆ
・
口
巨
函
巨
】
一
．
早
旦
芯
『
一
・
Ｆ
８
．
９
℃
‐
巴
◎
・

伊
・
ロ
ロ
、
已
号
》
白
丁
凰
芯
．
←
・
閂
・
石
□
・
駅
‐
ｓ
・

デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
社
会
連
帯
」
の
語
が
誤
用
と
混
乱
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
社
会
的
相
互
依
存
」
の
方
が
望
ま
し
い
と
す

る
。
げ
ご
ロ
、
巳
『
》
い
⑩
②
守
目
⑫
「
。
『
ヨ
ロ
騨
○
冒
切
骨
只
「
・
鷲
も
菖
忌
・
己
・
恩
．
お
そ
ら
く
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
連
帯
主
義
者
た
ち
が

「
自
然
的
法
則
か
ら
義
務
へ
の
推
移
」
、
す
な
わ
ち
自
然
主
義
フ
ァ
ラ
シ
ー
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
つ
い
に
は
理
想
主
義
へ
と
至
っ
た
こ
と

に
反
対
し
、
社
会
連
帯
が
一
事
実
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
修
正
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
連
帯
主
義
に

つ
い
て
は
、
シ
ャ
ル
モ
ン
、
大
澤
章
訳
『
自
然
法
の
再
生
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
）
’
九
五
頁
以
下
参
照
。

㈲
・
ロ
ロ
、
ロ
漂
白
Ｔ
凰
慰
。
←
・
閂
》
己
・
患
・

博
．
□
色
、
昌
一
》
自
寸
凰
芯
・
奇
・
曰
ご
己
・
忠
・
○
局
・
田
》
跡
目
一
・
円
．
□
己
．
＄
‐
』
Ｐ

Ｆ
Ｃ
巨
困
巳
一
》
早
凰
芯
》
一
・
円
．
□
・
恩
・
デ
ュ
ギ
ー
は
、
こ
こ
に
お
い
て
個
人
的
自
律
性
が
社
会
連
帯
の
本
質
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
現
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
人
的
活
動
が
い
っ
そ
う
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
連
帯
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
か
ら

で
あ
る
。
個
人
的
活
動
が
よ
り
精
労
的
に
、
よ
り
自
由
に
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
異
な
る
要
求
は
よ
り
よ
く
満
足
を
得
ら
れ
、
社
会
関
係

は
強
く
な
り
、
社
会
生
活
は
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
な
る
」
。
。
【
・
口
野
具
目
》
目
・
麓
「
召
》
弓
・
ミ
ー
田
・

伊
．
Ｃ
巨
堀
昌
一
薄
ロ
イ
旦
忌
→
一
・
Ｆ
で
・
悪
．
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グー、〆－，

５１５０
、－ノ、－〆

戸口、グー、〆～、

４９４８４７
、‐ゾ、－〆、－'

〆■、〆■、

４６４５
日－〆、－プ

〆~、／~、

４４４３
Ｎ－グ、‐'

伊
・
Ｃ
Ｅ
ｍ
Ｂ
一
一
ロ
イ
ｇ
芯
。
←
・
閂
一
己
・
局
Ｐ
】
】
つ
・

田
．
、
区
晦
日
一
一
自
寸
貝
芯
》
一
・
円
】
や
」
ご
・

Ｆ
・
口
巨
肉
巨
】
←
・
早
口
鷲
・
芦
自
》
弓
・
畠
‐
嵐
》
Ｃ
』
』
Ｐ
「
サ
ン
チ
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
理
由
も
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
個
々

人
が
有
す
る
感
情
と
い
う
社
会
的
事
実
が
問
題
で
あ
る
た
め
、
概
念
や
理
念
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
の
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

缶
．
□
巨
頭
昌
一
・
白
寸
自
蔵
》
一
・
円
一
℃
己
．
］
届
‐
］
屋
・

田
・
ロ
臣
、
巨
芦
》
自
寸
巳
芯
》
一
・
円
》
己
．
］
ｇ
・

伊
・
Ｄ
Ｐ
、
已
一
》
自
寸
日
融
】
一
・
円
］
己
」
ご
】
】
ｇ
》
届
』
．

耐
ｂ
Ｅ
ｍ
巳
←
》
国
，
貝
鼠
一
・
国
・
己
・
窟
》
□
・
巨
②
①
一
切
・

伊
・
ロ
臣
、
昌
一
》
卓
，
凰
鼠
一
・
円
・
ロ
忠
巴
印
な
お
、
「
道
徳
規
範
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
私
は
、
こ
の
表
現
を
使
っ
て
ァ
・
プ
リ
オ
リ
に
定
式
化
さ
れ
る
高
次
原
理
に
基
づ
く
規
範
を
い
わ
ん
と
す
る
の
で
は
な
い
し
、

ま
た
、
そ
れ
自
体
善
悪
の
基
準
や
、
そ
れ
に
よ
り
命
令
さ
れ
禁
止
さ
れ
る
こ
と
の
基
準
を
表
す
規
範
を
い
わ
ん
と
す
る
も
の
で
も
な
い
」
。

「
私
が
こ
こ
で
道
徳
規
範
［
の
語
］
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
あ
る
国
、
あ
る
時
代
に
生
き
て
い
る
全
て
の
人
間
に
適
用
さ
れ
、
服

装
、
慣
習
、
社
交
関
係
と
し
て
の
み
な
ら
ず
宗
教
的
実
践
と
し
て
の
外
的
表
明
に
お
い
て
一
定
の
態
度
を
課
す
規
範
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

私
は
道
徳
規
範
［
の
語
］
に
よ
っ
て
、
生
活
の
中
で
社
会
の
風
俗
と
呼
ば
れ
る
慣
行
全
体
に
一
致
す
る
よ
う
全
て
の
人
を
義
務
づ
け
る
規
範

を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
ぼ
ｂ
扇
昌
一
・
軍
．
Ｂ
芯
・
一
山
・
己
・
垣
】
・

田
・
ロ
巨
囚
昌
一
》
草
，
日
鼠
一
・
門
》
巳
・
巨
切
・

《
ご
・
」
の
。
①
号
。
鳶
》
の
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
極
め
て
広
範
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
デ
ニ
ギ
ー
も
、

訴
訟
（
、
畳
。
ｐ
）
の
み
な
ら
ず
、
抗
弁
（
の
Ｘ
・
の
目
。
ｐ
）
、
司
法
的
執
行
手
続
（
官
・
◎
段
冒
の
⑪
］
巨
巳
Ｃ
旨
罵
の
、
１
㎡
乱
。
具
』
・
曰
）
、
判
決

（
急
：
】
・
ロ
、
）
、
行
政
執
行
手
続
（
Ｒ
Ｃ
Ｄ
図
巨
『
の
、
且
日
目
功
一
『
ｇ
】
【
、
閏
⑩
Ｃ
員
。
；
⑪
）
、
行
政
争
訟
（
即
の
８
日
⑰
且
且
巳
⑩
←
愚
昌
、
）

等
を
含
ん
だ
、
「
法
規
範
に
直
接
的
・
間
接
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
る
、
全
て
の
法
的
・
慣
行
的
手
段
」
と
し
て
、
《
『
。
』
の
：
号
Ｃ
鳶
》

を
理
解
し
て
い
る
。
田
・
Ｄ
Ｐ
、
巨
蔑
国
，
ｐ
鷺
『
一
・
閂
・
己
・
圏
切
・
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
、
こ
こ
で
は
「
法
的
救
済
措
置
」
と
し
て
訳
出
し
て

み
た
。
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′￣、

５８
ﾐーグ

グー、

５７
、.ノ

（
弱
）

〆ﾛ、グー、’－，〆■、

５５５４５３５２
、￣出口ゾミーゾ、.Ｚ

田
・
ロ
巨
砲
巳
一
・
臼
Ｔ
自
蔵
・
《
・
自
二
℃
・
局
］
・

田
・
□
臣
、
昌
一
》
自
守
巳
愈
．
←
・
閂
．
ｐ
】
圏
・

○
【
．
。
．
□
巨
己
の
Ｐ
Ｐ
国
四
口
目
。
Ｐ
三
・
日
『
◎
己
の
甸
毫
Ｃ
「
Ｏ
鳶
８
富
の
旨
Ｅ
Ｓ
ヨ
ョ
⑩
｛
・
層
の
巴
・
》
田
・
○
・
ロ
・
白
・
》
】
患
】
一
己
・
雪
の
一
・
⑪
．

ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
『
｜
般
法
折
孝
』
（
成
文
堂
、
’
九
八
六
）
二
六
八
頁
、
二
七
○
頁
以
下
、
田
中
成
明
『
法
理
学
講
義
』
（
有
斐
閣
、

’
九
九
四
）
二
八
二
頁
以
下
等
参
照
。

デ
ュ
ギ
ー
を
法
実
証
主
義
者
と
し
て
位
國
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
○
ず
．
○
目
①
、
。
『
８
］
戻
司
・
富
。
ｇ
具
冨
・
弓
円
◎
己
曾
（
、
◎
色
の
】
色
已
岸
・
己
の
）
》

い
⑯
、
。
②
昼
ご
厨
ョ
⑩
冒
司
蔦
ｐ
Ｒ
⑩
》
田
．
。
ｂ
・
』
．
．
』
①
窟
・
ロ
・
畠
》
］
＆
》
］
・
国
◎
ロ
ロ
①
呂
切
の
》
け
ｐ
ｂ
目
の
府
冒
軋
＆
ご
Ｅ
の
弓
§
や
口
酎
の
》
←
・
Ｐ

ｍ
ｏ
ａ
の
Ｐ
Ｅ
Ｘ
．
□
の
一
日
ｍ
、
．
】
①
温
》
己
．
』
ｇ
の
－
，
．
一
○
・
因
旨
庁
Ｐ
ａ
『
巴
の
己
。
、
菖
菖
⑩
目
の
旨
働
＆
□
巨
の
⑦
二
Ｐ
］
。
】
ｑ
の
、
←
『
◎
厨
酔
四
厨
・
目
ロ
、

公
司
３
ざ
⑮
切
只
の
里
量
０
８
℃
颪
⑯
＆
屋
只
「
ｏ
冨
恩
烏
、
ざ
ａ
。
｛
○
四
⑩
冒
軋
島
。
馬
・
邑
曽
．
ｐ
“
上
・
己
・
的
］
】
の
←
⑩
．
》
勺
・
○
口
◎
す
の
）
し
胃
・
ロ
。
、

」
巨
屡
ご
○
の
葺
く
一
ｍ
目
の
］
巨
包
日
ｃ
Ｅ
の
劃
：
○
周
忌
」
①
冨
色
］
す
の
円
、
『
＠
画
ロ
、
量
⑨
』
ｐ
ヨ
応
⑩
切
閃
．
Ｃ
Ｑ
「
「
、
烏
三
口
辱
の
司
町
》
勺
画
風
ｐ
］
①
題
『
ご
ロ
・

菌
‐
『
Ｐ
海
原
裕
昭
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
実
証
主
義
の
断
面
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
法
実
証
主
義
の
再
検
討
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
一
一
）

二
五
頁
以
下
等
参
照
。

デ
ュ
ギ
ー
を
自
然
法
論
著
と
し
て
位
避
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
シ
ャ
ル
モ
ン
・
煎
凋
（
犯
）
二
八
七
頁
、
高
橋
・
前
掲
（
５
）
［
国
家
］
一

○
八
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
説
史
研
究
序
説
（
五
。
完
）
」
国
家
八
五
巻
九
・
’
○
号
（
一
九
七
二
）
四
七
頁
以
下
、
同
。
前
掲
（
５
）

［
頚
筏
憲
法
理
論
の
源
流
］
二
一
一
頁
、
二
六
七
頁
以
下
、
畑
安
次
「
デ
ュ
ギ
ー
の
法
理
論
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
正

銭
」
（
寛
塞
閣
、
一
九
七
五
）
一
三
六
頁
以
下
、
同
「
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
ー
の
裏
趣
主
銭
ｌ
ル
ソ
ー
批
判
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
同
法
一
五
○
号
（
一

九
七
八
）
四
九
頁
以
下
、
同
「
『
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
』
と
『
圧
制
へ
の
添
鐸
、
』
の
理
論
ｌ
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
ー
ー
」
大
橋
智
之
輔
・
田

中
成
明
。
深
田
三
徳
編
『
現
代
の
法
思
想
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
）
五
五
頁
以
下
等
参
照
。

○
・
四
野
Ｐ
巨
。
『
因
の
ｍ
ｍ
ａ
ｍ
ｍ
Ｅ
円
旨
已
ご
｝
。
⑩
。
ご
豆
の
９
口
牙
○
淳
守
Ｐ
月
巳
、
の
８
具
の
自
己
。
日
旨
の
マ
ユ
色
。
、
国
・
ロ
圏
】
』
（
の
。
口
、
］
凹
昌
目

：
）
・
伊
⑩
ｓ
ｏ
冨
寺
目
や
日
の
》
戸
口
博
．
。
ｂ
・
』
。
．
』
患
Ｐ
弓
・
臼
『
１
ｍ
竃
。
な
お
、
同
論
文
に
つ
い
て
は
、
深
瀬
忠
一
「
Ｇ
・
エ
ロ
ー
教

授
の
法
理
論
の
鷺
璽
ｌ
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ケ
ル
セ
ニ
ス
ム
の
批
判
的
摂
取
と
超
克
例
ｌ
」
北
法
一
四
巻
二
号
（
’
九
六
三
）
一
○
三
頁

以
下
、
樋
口
陽
一
『
近
代
立
憲
主
義
と
現
代
国
家
』
（
到
曾
雲
函
房
、
一
九
七
三
）
二
四
頁
注
（
３
）
参
照
。
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（
町
）

（
閉
）

（
髄
）

（
筋
）

〆円、戸口、戸、〆へ〆室、’－，

６４６３６２６１６０５９
～＝、￣、-ノ、-ｿﾞ、-’角一グ

○
・
国
の
国
巨
ｇ
ｏ
己
．
。
】
一
・
】
己
・
切
匿
・

○
・
四
の
円
、
ロ
。
〉
○
℃
．
○
芦
，
．
ご
・
圏
Ｐ
ｂ
・
忠
節
巴
、
．

。
’
函
の
Ｈ
■
ロ
。
］
○
℃
．
＆
←
・
マ
ワ
⑪
亀
の
一
切
・

○
・
国
の
３
口
ｅ
○
℃
．
○
茸
・
》
や
。
②
圏
・

○
・
四
野
血
色
ｑ
）
○
℃
・
日
一
・
・
つ
・
留
漢
麗
心
・

冨
・
ご
】
」
」
の
望
》
い
⑩
や
自
切
＆
』
颪
②
８
弓
「
⑩
（
片
』
ｐ
で
言
｛
。
②
Ｃ
ｂ
言
⑩
§
＆
「
・
量
函
の
⑰
」
・
・
Ｃ
巴
］
Ｏ
Ｎ
．
】
⑫
忠
一
□
．
②
ｍ
の
一
ｍ
・
同
旨
の
も
の
と
し

て
、
可
・
○
か
ロ
］
・
田
Ｐ
口
○
一
】
ｏ
ｐ
ｑ
の
９
円
。
】
ず
の
ロ
ョ
『
ｂ
回
８
》
Ｑ
Ｐ
目
、
聖
、
、
言
已
⑩
②
（
』
①
甸
宣
（
。
②
Ｃ
ご
窟
の
ａ
臣
貝
「
。
（
←
の
』
＆
の
」
四
○
＆
ｏ
｛
Ｃ
鯛
》
⑩

〕
ミ
ミ
ミ
：
》
］
②
函
」
》
ロ
」
，
⑬
亨
已
・
函
Ｐ
己
。
←
の
】
・
計
冨
・
雪
巳
甘
●
・
勺
○
ｍ
葺
く
】
切
目
の
己
匿
］
。
⑪
。
已
言
＠
口
の
》
】
日
匡
菖
巨
の
⑦
芹
、
。
。
】
。
］
○
ｍ
】
ロ
ロ
の
》

：
口
切
』
急
【
§
函
⑩
切
飼
．
Ｑ
弓
「
⑨
（
』
⑯
置
巳
》
の
『
、
》
・
ロ
・
・
一
一
・
》
ご
己
．
⑰
ｇ
‐
団
Ｐ
ワ
リ
ー
ヌ
は
、
哲
学
的
実
証
主
義
、
法
実
証
主
義
、
社
会
学

的
実
証
主
義
を
区
別
す
べ
き
と
し
な
が
ら
も
、
自
然
法
を
承
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
二
元
的
な
思
考
か
ら
、
「
哲
学
的
実
証
主
義
は
、
矛

盾
な
く
自
然
法
の
賛
同
者
た
り
得
な
い
。
ぜ
ひ
と
も
、
法
実
証
主
義
か
社
会
学
的
実
証
主
義
に
賛
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
か
っ

た
た
め
に
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
奇
妙
な
不
安
定
さ
の
中
に
自
ら
の
活
動
を
漂
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
富
・
言
巳
目
Ｐ

Ｃ
己
。
。
】
一
・
ｌ
ｂ
・
切
置
）
。
し
か
し
、
エ
ロ
ー
は
、
哲
学
的
実
証
主
義
に
基
づ
く
社
会
学
主
義
と
、
法
実
証
主
義
・
社
会
学
的
実
証
主
義
と
の
混

同
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
そ
の
違
い
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
（
・
・
聖
野
呂
９
．
℃
・
鼻
・
・
ロ
・
巴
⑭
》
ロ
。
←
①
」
酉
・
）
。

デ
ュ
ギ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
ギ
ー
ル
ヶ
、
ラ
ー
パ
ン
ト
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
等
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
自
己
制
限
説
や
主
観
主
義
に
基
づ
く
形
而
上

学
的
国
家
論
を
批
判
し
、
鍍
高
に
し
て
独
立
の
国
家
の
意
思
た
る
主
権
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
「
法
に
よ
る
国
家
制
限
」
の
議
論
へ

と
至
る
。
巴
・
ロ
ロ
、
已
一
）
田
圃
耳
貝
・
Ｐ
で
』
の
一
ｍ
．
》
己
己
・
ヨ
ー
畠
》
己
・
画
訊
の
一
ｍ
．
》
卓
．
ｇ
芯
．
一
・
円
》
己
・
認
』
①
←
ぬ
．
－
Ｆ
Ｐ
二
○
◎
す
旨
の
、
二
の
‐

日
ロ
ロ
烏
旦
の
｝
》
色
巨
←
。
‐
］
ご
邑
冨
茸
○
己
旦
の
］
・
国
巴
・
ｇ
ｐ
ｍ
罰
①
目
①
Ｑ
臣
Ｃ
「
Ｃ
匿
団
＆
（
』
Ｐ
】
②
］
』
、
己
』
巴
の
（
ぬ
．

な
お
、
以
下
「
法
」
、
「
規
範
」
と
い
う
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
事
実
の
抽
象
化
ま
た
は
一
般
化
」
さ
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
の

で
あ
っ
て
、
道
徳
的
な
義
務
づ
け
、
ゾ
レ
ン
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
田
・
口
巨
、
已
一
》
臼
●
Ｔ
旦
鼠
一
・
戸
已
息
・

閂
」
．
□
巨
晒
昌
一
》
自
手
・
旦
蔵
勺
一
・
局
一
℃
・
霞
・
○
｛
・
い
ご
同
旨
一
．
閂
】
ロ
・
睡
功
②
④
・

田
・
ロ
ロ
、
巳
（
》
己
・
貝
忌
》
一
』
。
ご
己
’
急
‐
己
．
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〆■、

７９
、一

'－，

７８
、－'

（
両
）

'戸、デー、グー、’■、’■、〆■、

７６７５７４７３７２７１
、-グ、－’、－’、＝〆、＝ゾ、‐ゾ

'￣、〆へ

７０６９
、.〆、．'

Ｉ

田
・
口
巨
、
昌
一
氏
早
旦
風
一
・
円
》
己
・
】
◎
ｍ
の
一
ｍ
．
》
同
傳
旦
・
閂
》
ロ
圏
］
の
←
⑪
。
ま
た
、
｝
」
の
区
別
は
、
Ｇ
・
セ
ル
に
お
い
て
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
○
・
ｍ
ｇ
］
］
の
》
少
□
『
。
□
○
ｍ
』
の
］
一
の
《
回
す
］
尉
助
の
ロ
】
の
貝
□
巨
口
５
回
◎
己
。
｝
の
。
①
の
四
ｍ
ｍ
冒
色
ｐ
８
の
①
ロ
ロ
門
ｍ
Ｅ
ｐ
冨
已
ｐ
ロ
⑪
勾
巴
鳥

田
己
巨
、
昌
一
『
国
，
凰
芯
・
一
・
円
》
□
・
皀
・
。
〔
ト
・
野
貝
・
閂
》
ロ
，
段
．

Ｆ
・
口
巨
、
ｇ
一
・
国
，
口
忌
・
芹
自
》
己
・
忠
・
デ
ュ
ギ
ー
は
、
社
会
法
の
内
容
と
し
て
「
社
会
連
帯
の
実
現
に
協
力
せ
よ
」
と
い
う
行
為
規
範
を
挙

げ
、
さ
ら
に
そ
の
適
用
と
し
て
、
①
「
社
会
連
帯
の
目
的
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
全
て
の
個
人
的
意
思
行
為
を
尊
重
す
べ
き
」
義
務
、
②

「
社
会
連
帯
に
適
合
し
な
い
目
的
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
意
思
行
為
を
為
す
べ
き
で
な
い
」
義
務
、
と
い
う
二
つ
の
行
為
規
範
を
指
摘
す
る
。

Ｓ
・
Ｃ
Ｅ
ｍ
巨
写
》
伊
。
回
国
》
・
旨
》
□
。
⑭
『
》
塵
の
》
の
」
・

博
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
巨
】
←
ご
ロ
イ
凰
芯
や
←
・
閂
》
ご
己
・
ヨ
ー
ｇ
・

田
・
ロ
臣
、
昌
一
》
卓
・
凰
芯
・
守
・
閂
・
ロ
・
＄
・

Ｆ
ｂ
巨
碩
昌
一
》
国
，
巳
芯
烏
・
【
・
己
・
旨
・

旧
ｂ
巨
四
旨
》
国
，
日
賦
・
←
・
閂
》
□
・
褐
・

田
ｂ
巨
四
』
】
《
》
草
・
貝
鼠
一
・
Ｆ
目
・
畠
‐
置
・

団
ｂ
ｐ
ｍ
昌
一
》
軍
，
。
（
芯
．
一
・
国
・
ロ
．
②
】
．
】
】
Ｐ
巨
】
》
］
后
・
】
貝
］
』
Ｐ
届
』
・
デ
ュ
ギ
ー
は
、
大
衆
の
精
神
に
の
み
法
規
範
を
基
礎
づ
け
る
こ

と
は
、
法
に
極
め
て
不
安
定
な
基
礎
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
批
判
に
答
え
て
、
批
判
者
が
「
超
科
学
的
・
純
粋
に

形
而
上
学
的
観
点
に
位
霞
づ
け
ら
れ
る
」
の
に
対
し
「
私
の
意
図
は
反
対
に
、
全
て
の
法
形
而
上
学
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と

述
べ
、
そ
の
批
判
を
観
点
の
違
い
ひ
い
て
は
方
法
論
の
違
い
と
し
て
か
わ
し
て
い
る
。
伊
ｂ
Ｐ
ｍ
巳
一
・
国
・
ロ
（
鼠
一
・
円
》
弓
・
屋
②
‐
］
】
④
．

デ
ュ
ギ
ー
は
、
集
団
に
主
体
性
を
認
め
そ
の
意
識
の
存
在
を
認
め
て
き
た
者
と
し
て
、
ガ
イ
ウ
ス
、
プ
フ
タ
、
ル
ナ
ン
、
ル
ソ
ー
等
を
挙
げ

る
が
、
特
に
同
じ
社
会
学
の
見
地
か
ら
デ
ュ
ギ
ー
と
は
異
な
る
立
場
を
支
持
す
る
Ｇ
・
ダ
ヴ
ィ
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
Ｆ
Ｄ
ロ
、
昌
一
》

己
・
ロ
意
．
『
・
閂
》
己
』
⑬
Ｐ
ｇ
』
鶴
‐
】
台
．
。
『
．
。
．
□
⑪
ご
》
い
の
ｓ
，
Ｃ
量
国
（
獄
口
忌
の
ョ
：
貝
・
日
で
⑨
風
§
８
』
①
ｇ
》
己
・
＄
の
一
ｍ
・

㈲
・
Ｏ
Ｅ
ｍ
Ｅ
←
》
団
。
意
・
←
・
閂
》
己
・
】
⑬
】
》
］
駕
・
こ
の
よ
う
な
原
子
論
的
個
人
に
法
の
基
礎
を
求
め
て
い
る
点
に
、
デ
ュ
ギ
ー
の
個
人
主
義
的
特

徴
の
一
つ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
菅
野
喜
八
郎
「
論
争
憲
法
Ｉ
法
哲
学
』
（
木
鐸
社
、
一
九
九
四
）

一
三
一
頁
参
照
。
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二
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
権
利
論
の
内
容

デ
ニ
ギ
ー
は
、
哲
学
的
実
証
主
義
を
源
流
と
す
る
社
会
学
主
義
の
立
場
か
ら
客
観
法
を
導
き
出
し
、
客
観
法
を
超
え
る
主
観
法
（
自

然
権
）
と
客
観
法
に
基
づ
く
主
観
法
（
法
的
権
利
）
を
順
に
否
定
し
て
い
く
。
法
思
想
史
上
、
自
然
権
・
人
権
は
、
既
に
様
々
な
思
想

家
に
よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
越
・
し
か
し
、
人
権
批
判
を
越
え
て
法
的
権
利
ま
で
も
否
定
す
る
論
者
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

『
ナ
ュ
ギ
ー
と
並
ん
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
人
格
と
肉
体
的
存
在
の
区
別
、
法
人
格
に
お
け
る
意
思
の
要
素
が
客

観
法
に
含
ま
れ
る
意
思
、
即
ち
客
観
法
に
よ
り
定
式
化
さ
れ
る
、
。
］
｝
ｇ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
、
権
利
は
客
観
法
に
還
元
さ

〆■、〆■、グー、グー、グー、

８５８４４８３８２８１
、､ノ、－’ミー〆、＝／、－

'￣、

８０
、＝〆

《
竪
唇
ロ
「
・
冨
勾
Ｓ
【
（
Ｐ
』
巴
哩
・
己
．
①
ｇ
・
さ
ら
に
、
Ｈ
ｏ
Ｌ
ｏ
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
い
う
「
第
一
次
的
ル
ー
ル
（
己
臥
日
日
］
『
巨
一
の
⑪
）
」
と
「
第

二
次
的
ル
ー
ル
（
、
の
８
目
Ｐ
ご
『
巳
の
、
）
」
の
区
別
も
デ
ニ
ギ
ー
の
「
規
範
的
法
準
則
」
と
「
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
」
の
区
別
と
重
な

り
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
四
・
旧
・
シ
・
出
ｐ
Ｈ
←
》
目
》
⑩
８
国
Ｒ
貝
旦
（
。
Ｅ
》
画
日
の
目
・
》
。
ｘ
〔
ｏ
ａ
ｑ
巳
言
・
勺
円
の
、
、
．
】
①
堂
も
．
『
②

戻
Ｈ
・
Ｌ
。
Ａ
・
ハ
ー
ト
、
矢
崎
光
圀
監
訳
『
法
の
概
念
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
）
八
八
頁
以
下
。
な
お
、
こ
の
点
を
指
摘
し
た
も

の
と
し
て
、
菅
野
・
前
掲
（
沼
）
一
三
九
頁
参
照
。

田
・
己
巨
、
昌
一
》
ロ
イ
ロ
愚
・
←
・
閂
．
□
・
】
９
．
ま
た
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
規
範
的
法
準
則
と
実
定
法
と
の
関
係
に
つ
き
実
定
法
が
規
範
的
法
準
則
・

客
観
法
を
創
造
す
る
の
で
は
な
く
、
規
範
的
法
準
則
が
立
法
者
を
拘
束
し
、
立
法
者
を
し
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
制
度
化
す
る
よ
う
に
蔑
務
づ

け
る
の
で
あ
る
。
旬
・
ロ
色
、
巨
写
・
弓
，
凰
厭
》
一
・
円
》
□
・
』
＄
．
①
守
功
・

伊
・
Ｃ
Ｅ
ｍ
昌
一
》
白
子
・
旦
芯
・
←
・
『
》
ロ
】
ｓ
・

げ
・
口
巨
、
昌
一
亨
自
Ｔ
貝
芯
・
←
・
閂
》
ご
』
ｓ
・

田
・
ロ
臣
、
昌
一
》
早
●
凰
芯
雫
豈
・
閂
皀
己
』
ｇ
・

田
。
、
口
、
巳
←
》
園
，
巳
思
、
一
・
』
》
ロ
・
］
９
．

Ｆ
・
ロ
巨
函
昌
一
・
白
子
●
凰
蔵
】
一
・
円
・
己
．
】
念
．
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１
個
人
主
義
批
判
と
自
然
権
の
否
定

デ
ュ
ギ
ー
は
、
自
ら
の
客
観
法
の
理
論
に
お
け
る
個
人
の
地
位
の
性
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ス
ト
ア
哲
学
や
古
代
ロ
ー
マ
の
法
律
家
か
ら
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
を
経
て
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
へ
と
至
る
個
人
主
義
説
（
：
。
す
ご
の

旨
曰
く
廷
臣
一
一
巴
の
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
批
判
の
文
脈
に
お
い
て
、
個
人
主
義
説
が
提
示
す
る
個
人
の
地
位
に
関
す
る
考
え
方
を
批
判

す
る
と
と
も
に
、
自
然
権
を
否
定
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
口
を
借
り
て
個
人
主
義
説
を
簡
単
に
整
理
し
た
後
、
彼
の
個

人
主
義
批
判
の
論
理
を
検
討
し
て
い
く
。

（
４
）

（
一
）
個
人
主
義
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
藝
嗣
じ
る
。
第
一
に
、
人
間
を
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
、
独

立
で
孤
立
し
」
た
存
在
、
ま
た
、
「
不
可
侵
か
つ
時
効
に
か
か
ら
な
い
個
人
的
権
利
」
、
即
ち
自
然
権
の
保
持
者
で
あ
る
存
在
と
し
て

理
解
す
る
人
間
観
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
社
会
は
、
個
人
的
自
然
権
の
保
障
を
確
保
す
る
目
的
で
結
び
つ
い
た
諸
個
人
の
自
発
的
か
つ

自
覚
的
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
結
合
の
効
果
に
よ
り
、
各
人
の
権
利
は
制
限
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
各
人
の
権
利
の
自
由
な
行
使
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
と
す
る
社
会
観
で
あ
る
。
第
三
に
、

れ
、
客
観
法
の
観
念
と
は
異
な
る
自
律
的
観
念
と
し
て
の
権
莉
ぼ
存
在
し
な
い
と
す
る
論
理
に
よ
り
、
法
的
権
利
を
否
定
す
窪
。
こ
れ

ら
の
思
想
家
と
比
較
し
て
、
デ
ュ
ギ
ー
の
人
権
批
判
は
い
か
な
る
点
に
特
徴
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
デ
ュ
ギ
ー
は
ど
の
よ

う
な
論
拠
に
基
づ
い
て
法
的
権
利
を
否
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
で
は
、
自
然
権
を
否
定
す
る
論
理
を
展
開
し
た
個
人
主
義
批
判
、
意
思
説
的
理
解
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
法
的
権
利
舐
判
、
権

利
を
有
し
な
い
個
人
が
客
観
法
の
下
で
い
か
な
る
立
場
に
あ
る
か
を
論
じ
た
法
的
地
位
論
、
権
利
に
か
わ
っ
て
客
観
法
が
個
人
脛
付
与

（
３
）

す
る
と
さ
れ
る
社
会
的
職
分
鍔
概
念
、
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
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従
っ
て
、
個
人
主
義
に
お
い
て
は
、
客
観
法
は
権
利
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
「
法
規
範
、
客
観
法
は
存
在
す
る
が
、
し
か
し
、

純
粋
に
派
生
的
な
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
根
本
に
あ
る
も
の
、
法
の
基
礎
た
る
も
の
、
そ
れ
は
固
有
の
力
、
即
ち
人
間
人
格
の
自
律
性

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
利
即
ち
個
人
的
意
思
の
形
而
上
学
的
力
で
あ
麺
」
・

（
一
一
）
以
上
の
個
人
主
義
に
対
し
、
デ
ニ
ギ
ー
は
、
次
の
四
点
か
ら
詳
細
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
自
然
状
態
に
お
い
て
も
社
会
状
態
に
お
い
て
も
権
利
を
有
し
、
自
然
的
な
、
孤
立
し
た
独
立
の
人
間
を
理
論
の
出
発
点
と

す
る
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
「
人
間
は
常
に
社
会
で
生
き
て
き
た
の
で
あ
り
、
社
会
に
お

い
て
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
法
の
基
礎
に
関
す
る
全
て
の
学
説
の
出
発
点
は
、
お
そ
ら
く
自
然
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
自
然
人
は
、
一
八
世
紀
の
哲
学
の
孤
立
し
た
自
由
な
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会
連
帯
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る

個
人
で
あ
麺
」
・
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ま
ず
、
「
こ
の
主
張
は
純
粋
に
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
・
い
か
な
る
直
接
的
な
証
拠
に
も
基

づ
い
て
い
な
い
。
ス
コ
ラ
哲
学
で
言
う
よ
う
に
、
人
間
存
在
の
本
質
に
関
す
る
純
粋
に
形
而
上
学
的
な
主
張
で
あ
る
」
、
従
っ
て
、
こ

れ
は
「
我
々
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
、
科
学
的
時
代
」
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
「
こ
の
主
張
は
、
事
実
に
よ
っ
て
、

即
ち
直
接
的
観
察
の
対
象
た
り
得
る
人
間
の
物
理
的
性
質
の
確
認
に
よ
っ
て
反
論
さ
れ
得
る
。
全
て
の
人
間
学
・
社
会
学
の
研
究
が
示

す
と
こ
ろ
で
は
、
器
官
、
生
理
的
・
心
理
的
構
造
を
与
え
ら
れ
た
人
間
は
、
一
人
で
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
人
で
は
生
き
て
こ

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
社
会
に
お
い
て
の
み
生
存
で
き
、
社
会
に
お
い
て
の
み
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い

範
の
理
解
で
あ
る
。

「
組
織
さ
れ
た
団
体
、
即
ち
国
家
は
、
各
人
の
個
人
的
権
利
を
保
護
し
、
承
認
す
る
こ
と
以
外
の
目
的
を
有
し
な
い
」
と
す
る
国
家
観

で
あ
る
。
第
四
に
、
「
法
規
範
ま
た
は
客
観
法
は
、
個
人
の
権
利
を
基
礎
と
す
る
。
個
人
の
権
利
を
保
護
し
、
保
障
す
る
義
務
を
国
家

に
課
す
。
権
利
を
侵
害
す
る
法
律
や
行
為
を
国
家
に
対
し
禁
止
す
る
。
他
人
の
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
を
各
人
に
課
す
」
と
す
る
法
規
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第
二
に
、
個
人
主
義
は
そ
の
論
理
的
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
全
て
の
人
間
の
絶
対
的
平
等
を
含
意
す
る
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
事
実

に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
人
間
は
…
…
実
際
、
本
質
上
お
互
い
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
差
異
は
、
叩
牡
会
が
文
明
化
さ
れ
る

だ
け
ま
す
ま
す
際
だ
っ
。
人
間
は
、
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
異
な
る
取
扱
い
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
人
間
の
絶
対
的
、

（
８
）

厳
密
な
平
等
へ
と
論
理
的
に
至
る
学
説
は
：
．
…
現
実
に
反
し
て
お
り
、
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

第
三
に
、
個
人
主
義
が
提
示
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
時
・
国
に
お
い
て
同
様
に
存
在
す
る
理
念
的
・
絶
対
的
権
利
の
概
念
は
、
「
非
科
筆
・

的
（
自
鳥
＆
①
口
昌
】
口
巨
の
）
」
、
即
ち
形
而
上
学
的
概
念
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
法
は
「
社
会
現
象

た
る
人
間
の
進
化
の
産
物
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
絶
対
的
な
理
念
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
理
念
的
・
絶
対
的

自
然
権
の
存
在
は
、
「
あ
る
者
の
権
莉
ぷ
他
の
者
の
権
利
に
優
位
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
、
「
こ
れ
は
全
く
相

対
的
な
比
較
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
。
即
ち
「
あ
る
者
の
権
利
が
、
他
の
者
の
権
莉
よ
り
も
絶
対
的
法
的
理
念
に
近
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
た
だ
、
あ
る
者
の
』
鍵
利
が
、
他
の
者
の
権
利
よ
り
も
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
は
そ
の
人
の
要
求
や
傾
向
に
合
っ
て
い
る
」
と

（
９
）

い
う
意
味
に
お
い
て
、
相
対
的
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
｝
」
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
権
利
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
意
思
力
で
あ
る
た

め
、
権
莉
が
何
か
ら
成
る
の
か
を
確
定
す
る
に
は
人
間
意
思
の
本
性
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
人
間
は
自
由
意
思
を

有
す
る
か
」
と
い
う
哲
学
上
の
問
題
は
、
「
そ
こ
に
認
識
と
観
察
を
免
れ
る
要
素
が
存
在
し
て
い
る
」
た
め
解
決
不
可
能
な
問
題
と
い

（
、
）

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
権
利
｛
日
体
も
形
而
上
学
的
概
念
と
し
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
｝
」
と
に
な
る
。

第
四
に
、
自
然
的
な
、
孤
立
し
た
人
間
、
他
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
個
人
の
自
然
権
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
矛
盾
を
含
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
「
権
利
と
は
、
欲
す
る
主
体
（
、
巳
の
←
）
、
こ
の
主
体
に
よ
り
欲
せ
ら
れ
る
対
象
、
こ
の
対
象
が
欲
せ

ら
れ
る
主
体
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
必
ず
意
味
し
て
い
る
。
対
象
を
考
慮
し
な
い
と
す
れ
ば
、
権
利
は
、
伝
統
的
な
表
現
に
よ
れ
ば
積

（
７
）

ｚ
》
。
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２
意
思
説
と
法
的
権
利
の
否
定

自
然
権
の
否
定
に
続
き
、
法
的
権
利
を
否
定
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
論
を
立
て
て
い
る
の
か
を
こ
こ
で
は
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
る
権
利
の
定
義
を
見
た
後
、
既
に
述
べ
た
「
規
範
的
法
準
則
」
と
「
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
」
の
区

別
を
前
提
に
、
「
規
範
的
法
準
則
」
に
基
づ
く
権
利
の
否
定
論
と
「
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
」
に
基
づ
く
権
利
の
否
｝
袋
型
」
検
討
し
、

さ
ら
に
、
事
実
行
為
お
よ
び
法
律
行
為
の
権
利
的
構
成
の
可
能
性
に
言
及
す
る
。

（
｜
）
意
思
説
権
利
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
法
秩
序
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
意
思
力
（
で
鳥
切
目
８
号

ぐ
。
｝
。
ご
鼠
二
】
］
｝
の
曰
、
日
：
写
）
あ
る
い
は
意
思
の
力
（
己
・
巨
ぐ
＆
『
：
ご
Ｃ
］
・
皀
鼠
三
一
］
一
目
、
冨
月
②
。
宮
津
）
」
と
す
る
意
思
純
、
「
法
的
に

（
皿
）

（
Ｎ
）

保
護
さ
れ
た
利
益
」
と
す
る
利
益
説
、
意
思
と
利
益
と
の
混
合
と
す
る
説
等
が
あ
っ
た
。
一
ナ
ニ
ギ
ー
は
、
利
益
説
も
結
局
は
意
思
説
に

（
略
）

帰
着
し
て
し
ま
う
一
」
と
、
意
思
説
に
い
う
「
意
思
」
を
法
秩
序
の
意
思
・
立
法
者
の
意
思
と
解
す
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
説
明
は
誤
っ

以
上
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
個
人
主
義
が
前
提
と
す
る
人
間
観
や
平
等
、
自
然
権
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
主
義
自
体

の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
自
然
権
が
現
実
主
義
的
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
形
而

上
学
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
、
お
よ
び
消
極
的
主
体
を
無
視
し
た
概
念
構
成
と
な
っ
て
い
る
点
で
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る

も
の
で
あ
る
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

ら
で
あ
る
。

極
的
主
体
（
、
巳
９
画
・
篦
）
と
消
極
的
主
体
（
且
の
←
で
餌
、
巴
【
）
を
意
味
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
孤
立
し
た
、
他

の
人
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
間
を
考
え
る
但
笈
ロ
に
は
、
権
利
を
も
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
権
利
を
も
っ
て
は
生
ま
れ
る
こ
と
は
で
き
な

（
、
）

い
」
。
個
人
主
義
の
い
う
自
然
権
惇
概
念
が
誤
っ
て
い
る
の
は
、
他
者
な
い
し
社
会
を
考
慮
せ
ず
に
権
利
概
念
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
か
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従
っ
て
、
権
利
と
は
、
「
法
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
事
物
を
望
む
場
合
に
、
｜
或
い
は
複
数
の
他
の
意
思
を
拘
束
す
る
と
い
う
、

（
蝿
）

意
思
に
属
す
る
力
」
を
意
味
す
る
。
一
」
の
権
利
の
意
思
説
的
理
解
、
お
よ
び
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
権
利
は
形
而
上

学
的
概
念
と
し
て
科
学
の
世
界
か
ら
、
従
っ
て
法
学
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
意
思
説
に
よ
れ
ば
、
権
利
概
念
に
は
積

極
的
主
体
の
意
思
と
消
極
的
主
体
の
意
思
と
い
う
二
つ
の
意
思
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
優
劣
関
係
を
必
然
的
に

認
め
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
意
思
の
階
統
性
（
三
の
国
目
巨
の
）
の
存
在
、
い
わ
ば
意
思
が
測
定
可
能
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び

意
思
が
実
体
と
し
て
の
性
質
と
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
人
間
の
意
思
の
対
外
的
表
明
自
体
は
観
察
に
よ
り
確

認
し
得
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
人
間
意
思
の
性
質
、
効
力
、
階
統
性
は
ど
れ
も
実
証
科
学
に
お
い
て
は
解
決
不
可
能
な
問
題

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
権
利
自
体
を
科
学
概
念
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
噸
。
．

こ
う
し
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
権
利
の
意
思
説
的
理
解
お
よ
び
社
会
学
主
義
を
も
っ
て
権
利
概
念
を
批
判
す
る
視
点
を
確
立
す
る
。
こ

の
視
点
は
、
以
下
の
様
々
な
権
利
概
念
の
検
討
に
お
い
て
も
、
権
利
否
定
論
を
補
強
す
る
強
力
な
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
「
規
範
的
法
準
則
」
と
権
利
こ
の
問
題
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
い
う
客
観
法
に
基
づ
く
権
利
の
存
在
可
能
性
の
問
題
と
同
義

で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
は
、
「
社
会
で
生
活
し
、
社
会
の
客
観
法
に
従
う
個
人
が
、
権
利
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
享
有
を
意
味
す
る
地

（
釦
）

位
に
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
形
で
設
定
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
｝
」
の
問
に
対
す
る
デ
ュ
ギ
ー
の
解
答
は
、
客
観
法
は
意
思
の
階

統
性
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
、
従
っ
て
、
「
規
範
的
法
準
則
」
に
基
づ
く
権
利
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

て
い
る
こ
艶
、
従
っ
て
、
権
利
は
権
利
享
有
者
の
意
思
を
本
質
的
要
素
と
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
を

指
摘
す
る
。
即
ち
、
「
意
思
力
が
存
在
す
る
塲
否
に
し
か
権
利
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
罎
利
は
、
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
あ
る

主
体
に
お
け
る
他
の
者
を
拘
束
し
得
る
力
、
即
ち
他
の
意
思
に
対
す
る
自
ら
の
意
思
の
優
位
性
を
意
味
す
る
こ
と
、
が
常
に
認
め
ら
れ

（
灯
）

陵
？
：
●
：
Ｒ
，
，
一
。

（
灯
）

る
》
」
と
と
な
る
」
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あ
る
。

第
一
に
、
法
的
救
済
措
置
を
利
用
し
た
結
果
得
ら
れ
る
利
益
は
、
単
な
る
期
待
（
日
日
己
」
の
い
の
眉
の
。
ｇ
陣
『
の
、
）
な
い
し
客
観
法
の
反

射
（
『
亀
一
目
の
、
冒
号
・
啓
・
耳
の
。
農
）
で
し
か
な
く
、
権
利
を
構
成
し
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
権
利
と
単
な
る
期
待
な
い
し

客
観
法
の
反
射
と
の
区
別
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
こ
霞
、
②
「
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
」
が
価
値
な
い
し
効
力
を
も
つ
の
は
「
規
範

的
法
準
則
」
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
と
結
び
付
け
ら
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
り
、
「
規
範
的
準
則
が
権
利
を
発
生
さ
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
構

（
蝿
）

（
”
）

成
的
準
則
に
つ
い
て
も
事
情
は
変
わ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
③
『
法
の
侵
害
が
権
利
を
生
む
と
す
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
一
」
と
等
で

（
鋤
）

こ
の
こ
と
は
、
消
極
的
鎚
平
点
と
積
極
的
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
消
極
的
観
点
、
即
ち
「
個
人
の
法
準
則
へ
の
従
属
」
と
い
う

観
点
に
お
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
客
観
法
が
社
会
の
構
成
員
に
一
定
の
義
務
（
・
ず
侍
菖
・
ロ
）
を
課
す
も
の
で

（
錘
）

あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
義
務
は
「
意
思
の
形
而
上
学
的
劣
位
」
を
生
じ
る
｝
」
と
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
点
で
、
内
的
信
仰
に
お
い
て
形

成
さ
れ
る
形
而
上
学
的
観
念
で
あ
る
義
務
（
」
の
『
・
茸
）
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
い
う
義
務
（
Ｃ
目
、
四
面
ｏ
目
）
は
、
「
法
に
よ
り
禁
止
さ

（
鋼
）

れ
て
い
る
こ
と
を
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
法
が
命
じ
る
こ
と
を
し
な
い
場
〈
ロ
に
、
社
会
的
反
動
が
生
じ
る
」
と
い
う
地
位
を
意
味
す
る

に
す
ぎ
な
蝿
・
他
方
、
積
極
的
観
点
、
即
ち
個
人
の
意
思
の
優
位
と
い
う
観
点
に
お
い
て
も
、
客
観
法
は
、
意
思
に
形
而
上
学
的
劣
位

（
寵
）

を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
し
」
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
形
而
上
学
的
優
位
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
客
観
法
は
、
意
思
の
性

質
を
変
更
せ
ず
、
意
思
を
本
質
と
す
る
権
利
を
も
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

（
三
）
「
構
成
的
・
捷
術
的
法
準
則
」
と
権
莉
「
構
成
的
・
技
術
的
法
準
則
」
に
基
づ
く
権
莉
の
問
題
は
、
既
述
の
よ
う
に
そ

れ
が
法
的
救
済
措
置
（
く
・
」
の
」
の
号
・
鳶
）
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
違
法
行
為
に
対
し
法
的
救
済
措
置
を
適
用
す
る

（
鰯
）

可
能
性
」
が
権
莉
を
構
成
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
形
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
｝
」
の
点
に
つ
い
て
も
デ
ュ
ギ
ー
の
結
論
は
否

で
あ
る
。
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第
一
一
一
に
、
不
法
行
為
（
藍
］
淳
ｍ
・
目
］
ｍ
Ｌ
ｐ
Ｐ
ｍ
】
「
』
嘗
菌
）
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
る
法
的
救
済
措
置
は
、

権
利
を
構
成
し
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
不
法
行
為
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す
る
権
利
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
明
の
み
が
可
能
で
あ
る
が
、
「
抽
象
的
規
範
の
定
式
た
る
法
律
が
二
当
事
者
の
そ
れ
ぞ

れ
の
地
位
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
得
る
の
か
、
｜
方
の
意
思
に
一
定
の
資
格
を
ど
の
よ
う
に
付
与
し
得
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
解
決

（
漣
）

さ
れ
得
な
い
ま
ま
残
さ
れ
て
し
ま
う
｝
」
と
、
②
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
訴
え
を
提
起
す
る
｝
」
と
は
、
犯
罪
行
為
に
対
す
る
公
訴
提
起
の

場
合
と
同
様
に
、
禁
止
的
命
令
を
内
容
と
す
る
法
規
範
に
適
合
す
る
行
為
の
遂
行
で
あ
っ
て
、
権
利
行
使
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い

（
四
）
事
実
行
為
と
権
利
適
法
な
事
実
行
為
、
例
え
ば
、
「
公
道
を
徒
歩
、
馬
、
自
転
車
、
自
動
車
で
往
来
す
る
」
行
為
、

「
政
治
的
、
哲
学
的
、
宗
教
的
問
題
を
議
論
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
そ
の
信
仰
を
実
践
す
る
た
め
に
集
合
す
る
」
行
為
、
「
雑
誌
、
書

籍
で
自
ら
の
思
想
を
公
に
す
る
」
行
為
、
「
所
有
者
と
し
て
土
地
を
所
有
し
、
そ
れ
を
耕
し
、
そ
こ
で
栽
培
し
、
居
住
す
る
」
行
為
等

は
、
権
利
と
い
え
る
の
か
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
事
実
行
為
の
権
利
性
を
否
定
し
て
い
る
。

場
合
と
同
様
に
、

こ
と
等
で
あ
る
。

第
二
に
、
犯
罪
（
員
国
・
篦
８
℃
目
Ｐ
］
の
）
が
行
わ
れ
た
際
に
公
訴
を
提
起
す
る
可
能
性
は
、
権
利
を
構
成
し
な
い
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
①
こ
の
場
合
に
権
利
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
犯
罪
者
が
消
極
的
主
体
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
彼
が
犯
罪
を
犯
し
た

（
弧
）

と
い
う
一
事
実
に
よ
る
の
み
で
は
罰
の
義
務
者
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
一
」
と
、
②
積
極
的
主
体
は
公
訴
を
提
起
す
る
者
即
ち
公
務
員
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
「
公
務
員
は
、
様
々
な
条
件
の
下
で
行
動
す
る
よ
う
命
じ
る
法
に
従
う
こ
と
以
外
の
こ
と
を
為
さ
ず
、

従
っ
て
、
彼
が
権
利
を
行
使
し
て
い
る
と
は
恩
わ
れ
な
唾
」
こ
と
、
③
法
規
範
は
禁
止
的
規
範
で
あ
り
権
利
を
付
与
す
る
規
範
で
は
な

く
、
従
っ
て
、
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
客
観
法
に
適
合
す
る
行
為
の
遂
行
で
は
あ
っ
て
も
権
利
の
行
使
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
等

で
あ
る
。
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第
四
に
、
特
に
財
産
権
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
認
め
る
学
説
が
同
時
に
権
利
濫
用
（
：
巨
切
』
の
牙
・
群
）
の
原
理
を
も
肯
定
す
る
点
に
、

こ
の
種
の
権
利
を
否
定
す
る
根
拠
を
見
い
だ
す
。
即
ち
、
権
利
濫
用
論
と
は
、
権
利
の
不
公
正
な
行
使
に
よ
り
他
人
に
損
害
を
も
た
ら

し
た
場
合
に
は
権
利
主
体
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
と
す
る
理
論
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
利
の
「
公
正
な
行
使
」
と
「
不
公
正

な
行
使
」
と
の
区
別
基
準
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
公
正
・
不
公
正
の
観
念
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
い
え
、
こ
の
行
き
詰
ま
り
は
最
初
に
権
利
を
前
提
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
蕊
・

（
五
）
法
律
行
為
と
権
利
最
後
に
、
法
律
行
為
を
行
う
権
限
（
Ｂ
ｂ
Ｐ
Ｑ
蕨
）
が
権
利
を
構
成
す
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

る
。
デ
ュ
ギ
ー
の
結
論
は
こ
こ
で
も
、
「
法
律
行
為
が
為
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
準
則
の
単
な
る
適
用
の
場
合
と
同
様
に
、
権
利
は
存

（
幻
）

在
し
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
》
噸
拠
と
し
て
は
、
権
利
の
意
思
説
的
構
成
な
い
し
形
而
上
学
の
排
除
の
ほ
か
、
次
の
点
を
拳

第
二
に
、
適
法
な
事
実
行
為
は
法
的
性
質
を
も
た
ず
、
単
な
る
身
体
運
動
の
表
れ
で
し
か
な
い
。
適
法
な
事
実
行
為
を
為
す
場
合
に

は
、
そ
の
行
為
者
は
、
た
と
え
他
人
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
法
を
侵
害
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
法
を

（
郷
）

侵
害
し
な
い
｝
」
と
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
権
利
を
行
使
す
る
｝
」
と
の
帰
結
で
は
な
い
。

第
三
に
、
適
法
な
事
実
行
為
は
、
そ
の
行
為
が
第
三
者
に
よ
る
妨
害
に
適
遇
す
る
場
合
に
し
か
、
法
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、

仮
に
行
為
者
が
第
三
者
に
よ
る
妨
害
に
遭
遇
し
た
と
し
て
も
、
彼
に
は
訴
訟
の
遂
行
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
訴
訟
を

含
め
た
法
的
救
済
措
置
全
体
が
客
観
法
に
適
合
す
る
行
為
と
い
う
性
質
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
客
観
法
の
サ
ン
ク
シ
ョ

第
一
に
、
客
観
法
』

る
よ
う
な
「
許
可
法

る
と
は
恩
わ
れ
な
噸
・

（
弱
）

ン
」
で
あ
二
口
と
い
え
る
。

客
観
法
お
よ
び
そ
の
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
法
律
は
、
命
令
な
い
し
禁
止
で
あ
り
、
何
ら
か
の
権
利
の
付
与
を
意
味
す

「
許
可
法
（
］
Ｂ
８
ｐ
ｏ
Ｅ
ｐ
員
の
）
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
あ
る
者
に
対
す
る
禁
止
が
、
他
人
へ
の
権
利
の
許
可
を
構
成
し
得
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３
「
法
的
地
位
」
と
し
て
の
個
人

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
彼
の
客
観
法
理
論
の
体
系
の
下
で
は
、
個
人
が
権
利
の
主
体
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
証
明
し
て
み
せ
た
。
権
利
主
体
と
し
て
の
地
位
の
か
わ
り
に
、
デ
ュ
ギ
ー
が
個
人
に
認
め
た
の
が
「
法
的
地
位
（
ぬ
】
白
目
・
目

）
員
菖
冒
の
②
）
」
で
あ
る
。
こ
の
「
法
的
地
位
」
は
、
「
客
観
法
と
と
も
に
、
社
会
の
法
秩
序
（
Ｃ
ａ
・
ゴ
コ
：
８
日
の
日
］
日
】
＆
目
の
）
を

（
羽
）

げ
る
｝
」
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
個
人
主
義
説
お
よ
び
そ
の
帰
結
で
あ
る
意
思
自
治
理
論
に
よ
れ
ば
、
「
法
的
効
果
は
、
法
律
行
為
の
中

に
表
れ
る
意
思
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
」
と
か
、
「
有
効
に
法
律
行
為
を
行
う
権
限
は
、
明
ら
か
に
か
つ
本
質
的
に
権
利
で
あ
る
。
実

際
、
権
利
と
は
、
そ
の
定
義
自
体
か
ら
、
法
的
効
果
を
創
造
す
る
権
限
、
法
律
自
体
に
そ
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
（
』
・
旨
５
．
ｍ
の
同
８
←

（
鯛
）

・
鴎
の
詳
少
］
Ｐ
一
・
：
］
｝
の
‐
日
の
ロ
］
の
）
権
限
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
意
思
は
法
的
効
果
を
生
み

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
外
へ
表
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
法
的
に
は
「
無
」
で
あ
り
、
ま
た
、
外
へ
表
明
さ
れ

た
と
し
て
も
法
的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
の
は
客
観
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
麺
・
「
作
用
す
る
法
律
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
れ
、
意
思
表
示
（
忌
・
］
日
日
】
・
ロ
ロ
の
ぐ
。
」
・
口
誌
）
は
法
の
適
用
を
条
件
づ
け
る
だ
け
で
あ
り
」
、
「
今
日
法
律
行
為
の
効
果
と

（
側
）

呼
ば
れ
る
ゑ
っ
の
は
、
単
に
法
の
適
用
、
即
ち
一
定
の
意
思
行
為
に
従
属
す
る
適
用
の
結
果
で
し
か
な
い
」
。

以
上
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ギ
ー
が
法
的
権
利
を
否
定
す
る
論
理
は
、
若
干
の
複
雑
さ
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
結
局
、

権
利
否
定
の
論
理
は
客
観
法
の
理
論
ひ
い
て
は
社
会
学
主
義
な
い
し
「
観
察
」
を
手
段
と
す
る
レ
ァ
リ
ス
ム
に
帰
着
す
る
の
で
あ
り
へ

こ
の
点
で
デ
ュ
ギ
ー
の
客
観
法
体
系
の
奥
行
き
と
い
う
べ
き
も
の
を
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
人
間
の
精
神
が
有

（
塊
）

し
て
い
る
「
見
え
る
も
の
を
見
え
な
い
形
而
上
学
的
存
在
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
恒
常
的
か
つ
抑
制
し
難
い
傾
向
」
を
批
判
ｒ
し
、

権
利
を
そ
こ
で
い
う
形
而
上
学
的
存
在
と
し
て
厳
然
た
る
態
度
で
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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形
成
す
蕊
」
も
の
と
さ
れ
、
以
下
の
一
一
種
類
の
法
的
地
位
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

（
｜
）
「
客
観
的
法
的
地
位
（
⑰
旨
ｇ
】
目
⑩
］
冒
昌
ロ
ロ
の
、
・
ず
］
の
§
『
の
、
）
」
こ
れ
は
、
法
規
範
が
立
法
者
に
よ
り
明
文
化
さ

れ
た
際
に
、
法
規
範
、
実
定
法
か
ら
直
接
に
派
生
す
る
地
位
で
あ
麺
・
そ
の
た
め
、
客
観
的
法
的
地
位
の
性
格
は
、
法
律
の
性
格
を
そ

の
ま
ま
承
継
す
る
こ
と
に
な
る
。

法
律
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
①
｜
般
的
規
範
性
、
即
ち
「
全
て
の
者
を
拘
束
す
る
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
」
と
い
う
性
質
、
お
よ
び

②
恒
常
性
、
即
ち
「
適
用
さ
れ
た
後
は
、
立
法
者
に
よ
り
明
文
で
改
正
ま
た
は
廃
止
さ
れ
る
か
、
或
い
は
客
観
法
の
中
で
の
自
主
的
な

変
遷
の
後
に
空
文
化
す
る
ま
で
存
続
す
る
」
と
い
う
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
客
観
的
法
的
地
位
に
つ
い
て
も
、
｜
般
性
お
よ

び
恒
常
性
を
そ
の
性
質
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
恒
常
性
に
つ
き
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「
法
的
救
済
措
置
は
、
常
に
認
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
一
度
或
い
は
何
度
も
行
使
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
で
行
使
で
き
な
く
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

（
幅
）

は
、
一
定
の
地
位
を
派
生
さ
せ
る
法
規
範
が
存
続
す
る
限
り
許
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
客
観
的
法
的
地
位
は
、
い
か
な
る
行
為
の
媒
介
が
な
く
て
も
発
生
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
定
の
法
律
行

為
が
必
要
と
さ
れ
る
。
法
律
行
為
に
は
、
①
法
準
則
を
改
廃
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
為
さ
れ
る
「
準
則
行
為
（
口
：
ｍ
０
Ｈ
荷
｝
＄
）
」
、

②
そ
れ
ま
で
あ
る
個
人
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
法
規
範
が
、
彼
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
意
図
し
て
為
さ
れ
る
「
条
件
行
為
（
囚
§
、
，

・
・
且
筐
・
局
）
」
、
③
あ
る
個
人
が
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
客
観
法
上
自
ら
に
課
さ
れ
て
い
な
い
「
特
別
の
、
具
体
的
、
個
人
的
、

（
妬
）

一
時
的
義
務
」
を
負
う
こ
と
に
な
る
「
主
観
的
行
為
（
、
・
ず
の
、
切
回
す
）
の
。
量
、
）
の
一
一
一
種
が
あ
る
が
、
客
観
的
法
的
地
位
を
発
生
さ
せ
る

法
律
行
為
は
、
「
条
件
行
為
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
発
生
す
る
地
位
の
範
囲
は
あ
ら
か
じ
め
客
観
法
に
よ
っ

（
⑪
）

て
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
条
件
行
為
」
者
の
意
思
は
法
の
適
用
を
条
件
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
み
意
味
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、

こ
の
点
が
、
「
主
観
的
行
為
」
ひ
い
て
は
「
主
観
的
法
的
地
位
」
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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（
二
）
「
主
観
的
法
的
地
位
（
臼
冨
昌
目
、
旨
『
菖
皀
の
、
、
：
］
の
・
働
く
の
頤
）
」
こ
れ
は
、
法
規
範
か
ら
直
接
生
じ
る
も
の
で
は
な

く
、
右
の
「
主
観
的
行
為
」
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
地
位
で
あ
る
。

主
観
的
法
的
地
位
の
性
格
と
し
て
は
、
客
観
的
法
的
地
位
の
場
合
と
は
異
な
り
、
①
「
そ
の
地
位
が
、
個
人
的
に
決
定
さ
れ
た
一
人

ま
た
は
複
数
人
に
よ
っ
て
の
み
援
用
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
様
に
個
人
的
に
決
定
さ
れ
た
一
人
ま
た
は
複
数
人
に
対
し
て

の
み
向
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
個
別
性
、
お
よ
び
②
「
そ
れ
に
関
連
す
る
行
為
が
為
さ
れ
た
場
合
、
或
い
は
そ

の
行
為
を
制
裁
す
る
法
的
救
済
措
置
が
一
度
行
使
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
地
位
が
後
を
残
さ
ず
消
滅
し
、
も
は
や
法
的
救
済
措
置
も
認
め

ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
一
時
性
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
麺
・
客
観
的
法
的
地
位
の
性
格
が
一
般
性
お
よ
び
恒
常
性
で
あ
っ
た
こ
と

と
比
較
す
れ
ば
、
主
観
的
法
的
地
位
の
性
格
は
、
そ
れ
と
は
全
く
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
麺
・

ま
た
、
主
観
的
法
的
地
位
が
主
観
的
行
為
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
地
位
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
こ
の
よ
う
な
地
位
を
発
生
さ
せ
る
原

因
が
客
観
法
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
地
位
を
発
生
さ
せ
る
個
人
的
意
思
表
示
に
あ
る
の
か
。
こ
の
意
思
表
示
が
、
地
位
の
範
囲

（
釦
）

を
決
定
す
る
以
外
の
対
象
を
有
し
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
の
地
位
を
創
造
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
が
、
解
決
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
意
思
の
創
造
的
効
力
の
有
無
の
問
題
で
あ
る
。
第
一
に
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
客
観
的
法
的
地
位
と
条
件
行
為
と
の
場
合
と

は
異
な
り
、
主
観
的
法
的
地
位
の
「
範
囲
は
、
あ
ら
か
じ
め
客
観
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
地
位
を
発
生
さ
せ
る
行

為
を
望
む
個
人
の
精
神
に
よ
り
決
定
さ
れ
蕊
」
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
行
為
」
と
は
、
主
観
的
行
為
を
指
す
た
め
、
主
観
的
行
為
が

主
観
的
法
的
地
位
の
範
囲
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
一
に
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
意
思
が
主
観
的
法
的
地
位
を
創
造
す
る
と
ま

で
は
い
え
な
い
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
意
思
自
治
理
論
（
官
ご
ａ
で
の
』
の
］
・
四
目
・
口
・
目
の
』
の
］
色
員
・
］
・
口
論
｝
に
よ
れ
ば
、
反
対

に
意
思
が
主
観
的
法
的
地
位
自
体
を
創
造
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
支
持
さ
れ
得
な
い
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
意
思
自
治
理
論
と
は
、
人
間
を
本
質
的
に
自
由
で
あ
り
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
し
か
義
務
を
負
わ
な
い
存
在
で
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第
一
に
、
「
権
利
と
し
て
の
自
由
（
一
一
ヶ
の
同
註
‐
牙
・
】
念
）
か
ら
「
職
分
と
し
て
の
自
由
（
］
】
す
円
蕨
‐
由
・
ロ
日
。
ご
）
」
へ
の
変
換
で
あ
る
。

デ
ニ
ギ
ー
は
、
自
由
と
い
う
語
を
「
政
治
的
自
由
」
を
除
い
た
「
市
民
的
自
由
」
に
限
定
し
た
上
で
、
個
人
主
義
的
・
形
而
上
学
的
体

系
の
下
で
は
次
の
一
一
点
に
お
い
て
権
利
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
す
る
。
即
ち
、
「
行
動
す
る
権
利
（
号
・
】
←
１
㎡
、
ご
」
な
い
し
「
身

あ
ろ
う
か
。

４
「
社
会
的
職
分
」
概
念
の
内
容
と
特
質

デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
権
利
や
自
由
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
概
念
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
。
以
下
で
は
、
権
利
慨

（
劇
）

念
を
否
定
す
る
こ
と
で
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
社
会
的
職
分
（
【
。
ｐ
目
・
ロ
ｍ
・
・
】
ロ
］
の
）
概
念
を
検
討
し
、

職
分
と
し
て
構
成
さ
れ
る
自
由
お
よ
び
財
産
の
変
容
を
見
た
後
、
社
会
的
職
分
概
念
の
特
質
を
描
き
出
し
た
い
。

（
｜
）
「
社
会
的
職
分
」
の
内
容
社
会
的
職
分
と
は
、
社
会
規
範
、
客
観
法
に
よ
っ
て
個
々
人
に
課
さ
れ
る
義
務
、
社
会
に

お
い
て
遂
行
す
べ
き
職
務
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
「
全
て
の
者
を
拘
束
す
る
法
準
則
の
基
礎
」
で
あ
り
、
権
利
の
形
而
上
学
的
観
念

（
則
）

を
転
換
さ
せ
る
「
現
実
主
義
的
・
社
会
主
義
的
観
念
」
で
あ
る
。
個
人
主
義
的
・
形
而
上
学
的
体
系
の
構
成
要
素
と
し
て
塗
げ
ら
れ
る
、

個
人
的
自
由
（
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
二
条
、
四
条
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
六
条
、
一
一
三
四
条
）
お
よ
び
所
有
権
の
不
可
侵
性
原
理

（
同
人
権
宣
言
一
七
条
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
五
四
四
条
）
は
、
現
実
主
義
的
・
社
会
主
義
的
体
系
の
下
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
で

あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
意
思
が
法
的
効
果
を
生
む
と
い
う
個
人
主
義
的
理
論
で
あ
る
が
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
個
人
主

義
説
を
形
而
上
学
的
主
張
、
偽
な
る
主
張
、
矛
盾
し
た
主
張
と
し
て
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
思
に
法
的
地
位
の
創
造
的
効
力

を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
は
、
主
観
的
行
為
に
つ
い
て
も
条
件
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
デ
ュ
ギ
ー
の

社
会
学
主
義
の
思
想
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



客観主義の権利論（高作正博）4１

体
的
・
精
神
的
・
知
的
活
動
を
展
開
す
る
権
利
」
、
お
よ
び
「
法
的
に
意
欲
す
る
権
利
（
骨
・
罫
こ
の
く
・
巨
一
。
》
『
）
Ｅ
『
蔓
・
巨
圓
の
具
）
」

（
弱
）

な
い
し
「
意
思
行
為
に
よ
り
一
定
の
条
件
で
法
的
地
位
を
創
造
す
る
権
利
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
家
は
「
一
」
の
権
莉
を
侵
害

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
身
砕
の
自
由
、
思
想
の
自
由
の
行
使
を
規
制
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き

（
鮪
）

で
▲
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
て
の
者
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
」
。

し
か
し
、
こ
の
立
場
は
、
現
代
に
お
け
る
多
く
の
立
法
と
矛
盾
す
麺
・
デ
ュ
ギ
ー
は
、
現
代
の
立
法
が
「
社
会
連
帯
に
で
き
る
限
り

協
力
す
る
た
め
、
身
体
的
・
知
的
・
精
神
的
活
動
と
い
う
個
性
を
で
き
る
限
り
展
開
さ
せ
る
と
い
う
、
全
て
の
者
を
拘
束
す
る
義
務
」

の
帰
纈
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
、
職
分
と
し
て
の
自
由
と
は
こ
こ
で
い
う
社
会
連
帯
の
維
持
の
た
め
の
「
義
務
」
で
あ
る
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
職
分
と
し
て
の
自
由
と
は
「
分
業
に
よ
る
連
帯
」
の
維
持
の
た
め
の
「
義
務
」
で
あ
る
。
即
ち
、
「
社
会
に
お
い
て
一
定
の

任
務
を
遂
行
し
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
（
・
己
吋
の
、
）
に
お
け
る
自
ら
の
活
動
、
能
力
を
で
き
る
限
り
発
展
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
べ

（
弱
）

き
」
義
務
を
内
容
と
す
る
４
℃
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
職
分
と
し
て
の
自
由
は
、
「
社
会
連
帯
」
と
り
わ
け
「
分
業
に
よ
る
連
帯
」
の

直
接
的
な
帰
結
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
「
権
利
と
し
て
の
所
有
（
已
同
。
□
『
】
⑩
蕨
‐
」
『
・
】
言
）
か
ら
「
職
分
と
し
て
の
所
有
（
ロ
・
官
添
感
‐
俺
。
皀
旦
】
・
ロ
）
」
へ
の
変
換
で

（
閲
）

あ
る
・
こ
｝
」
で
権
利
と
し
て
の
所
有
と
は
、
物
を
「
使
用
・
享
受
・
譲
渡
」
す
る
権
利
な
い
し
そ
う
し
な
い
権
利
を
意
味
す
る
。
個
人

主
義
的
体
系
に
お
い
て
は
、
権
利
と
し
て
の
所
有
は
、
①
公
権
力
は
「
警
察
的
利
益
か
ら
一
定
の
制
限
を
課
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
し

か
し
、
公
正
か
つ
事
前
の
補
償
（
旨
、
芦
の
①
｛
で
『
ｇ
】
：
］
の
」
且
の
ヨ
ヨ
蕨
）
の
支
払
に
よ
っ
て
し
か
制
限
し
得
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の

公
権
万
に
対
す
る
絶
対
性
、
②
所
有
権
者
は
、
自
ら
の
物
を
利
益
が
な
く
と
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
他
人
に
損
害
を
負
わ
せ

た
と
し
て
も
法
的
責
任
を
問
わ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
個
人
に
対
す
る
絶
対
性
、
③
期
限
に
お
け
る
絶
対
性
、
と
い
う
性
質
を
有
し

（
剛
）

て
い
る
。



琉大法学第59号（1998） 4２

第
一
に
、
社
会
的
職
分
は
、
客
観
法
に
よ
り
個
々
人
に
課
さ
れ
る
義
務
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
社
会
学
主
義
、
客
観
法
の
理
論

に
よ
っ
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
法
を
権
利
の
体
系
か
ら
義
務
の
体
系
へ
と
捉
え
な
お
し
た
。
人
間
は
共
同
体
に
お
い
て
義
務
を
負
う
存
在
で

あ
る
、
と
い
う
彼
の
理
解
は
、
法
思
想
史
上
、
ホ
ッ
ブ
ス
以
前
の
法
の
状
態
に
類
似
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
ロ
ー
マ
法
の
《
旨
、
》

る
。 し
か
し
、
判
例
、
立
法
、
事
実
の
直
接
的
観
察
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
個
人
主
義
的
体
系
は
事
実
に
合
致
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
①

（
随
）

権
利
と
し
て
の
所
有
は
、
現
代
の
実
証
主
義
と
一
元
全
に
矛
盾
す
る
形
而
上
学
的
観
念
で
あ
る
、
②
個
人
主
義
的
体
系
に
よ
れ
ば
、
個
人

的
目
的
に
よ
る
財
産
の
利
用
の
み
が
保
護
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
個
人
は
目
的
で
は
な
く
手
段
で
あ
る
、
個
人
は
社
会

と
い
う
巨
大
な
機
械
の
歯
車
に
す
ぎ
な
い
、
い
か
な
る
者
も
社
会
的
活
動
（
８
旨
【
の
、
。
。
旨
」
の
）
の
中
で
果
た
す
任
務
に
よ
っ
て
し
か
、

世
界
に
お
け
る
存
在
理
由
を
も
た
な
い
」
と
い
う
現
代
の
意
識
状
態
（
の
日
亘
・
’
四
８
局
ａ
ｏ
ｐ
Ｃ
の
日
・
』
の
『
論
〉
と
矛
盾
す
る
、
③
現

（
例
）

代
に
お
い
て
は
、
立
法
は
、
団
体
に
よ
る
財
産
の
利
用
を
保
護
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
財
産
の
個
人
主
義
的
体
系
は
、
「
集
団
目
的

（
侭
）

（
目
庁
８
］
一
・
・
芹
一
『
）
で
の
物
の
利
用
を
保
護
す
る
こ
と
に
は
役
立
ち
え
な
い
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
所
有
者

（
飴
）

は
、
「
自
ら
が
有
す
る
財
物
を
、
社
会
的
相
互
依
存
を
維
持
・
増
大
さ
せ
る
た
め
に
充
て
る
と
い
う
客
観
的
義
務
」
を
負
う
｝
」
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
義
務
に
転
換
し
た
所
有
を
、
職
分
と
し
て
の
所
有
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
個
人
主
義
的
・
形
而
上
学
的
体
系
か
ら
社
会
主
義
的
・
現
実
主
義
的
体
系
へ
の
変
換
は
、
権
利
か
ら
社
会
的
職
分

へ
の
転
換
、
権
利
と
し
て
の
自
由
か
ら
職
分
と
し
て
の
自
由
へ
の
転
換
、
権
利
と
し
て
の
所
有
か
ら
職
分
と
し
て
の
所
有
へ
の
転
換
を

必
然
的
に
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
社
会
連
帯
」
の
事
実
お
よ
び
そ
の
下
で
の
「
個
人
」
の
理
解
の
仕
方
に
依
存
し

て
い
る
。

（一一）
「
社
会
的
職
分
」
の
特
質
以
上
の
考
察
か
ら
、
社
会
的
職
分
の
特
質
と
し
て
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
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《
盲
目
》
に
つ
い
て
の
Ｍ
・
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
る
理
解
が
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
即
ち
、
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
ガ
イ
ウ
ス
の
『
法
学
提
要
』

に
お
け
る
富
白
日
Ｐ
の
語
が
「
行
動
す
る
自
由
と
い
う
主
体
の
属
性
で
は
な
く
（
自
由
は
配
分
さ
れ
て
い
な
い
）
、
集
団
に
お
い
て

他
者
と
の
関
係
で
あ
る
者
に
帰
属
す
る
物
」
で
あ
り
、
「
利
益
と
不
利
益
、
財
産
と
責
任
の
複
合
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
ロ
ー
マ

（
、
）

法
に
は
権
利
と
い
う
近
代
的
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
結
論
．
つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
多
く
の
ロ
ー
マ
法

学
者
の
立
場
と
は
異
な
り
、
官
切
・
旨
日
は
義
務
的
性
質
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
こ
の
点
で
、
デ
ニ
ギ
ー
の
社

会
的
職
分
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
得
る
で
あ
る
麺
・

第
一
だ
、
社
会
的
職
分
は
、
客
観
法
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
で
あ
る
と
し
て
も
、
形
而
上
学
的
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。
《
」
の
ご
島
》
で
は
な
く
《
・
亘
一
ｍ
目
：
》
、
即
ち
、
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
た
場
合
、
或
い
は
法
が
命

じ
る
こ
と
を
し
な
い
場
合
に
、
社
会
的
反
動
が
発
生
す
る
と
い
う
地
位
で
あ
る
。

第
一
一
一
に
、
社
会
的
職
分
は
、
「
対
象
（
・
ず
胃
）
」
お
よ
び
「
目
的
（
ワ
員
）
」
を
重
要
な
要
素
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
意
思
行
為
論
・
法
律
行
為
論
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
意
思
行
為
・
法
律
行
為
の
理
解
に
お

い
て
、
対
象
と
目
的
と
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
対
象
の
み
な
ら
ず
目
的
の
概
念
も
意
思
行
為
・
法
律
行
為
の
法
的
価
値
を

（
開
）

決
定
す
る
と
い
う
点
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
｝
」
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
対
象
と
は
、
人
が
望
む
｝
」
と
、

（
、
）

「
為
す
｝
」
と
、
或
い
は
為
さ
な
い
》
」
と
」
を
指
し
、
外
界
に
対
し
て
働
き
か
け
る
行
動
を
意
味
す
る
。
対
象
に
は
、
①
「
個
人
の
諸
器

官
の
動
き
」
で
あ
る
「
直
接
的
対
象
（
・
耳
の
一
目
日
且
冒
）
」
、
お
よ
び
、
②
そ
れ
に
続
い
て
生
じ
る
「
外
界
に
お
け
る
変
化
」
、

（
両
）

「
法
的
効
果
」
の
発
生
、
主
体
が
意
図
し
て
い
た
結
果
で
あ
る
「
間
接
的
対
象
（
・
ず
］
の
守
曰
の
曰
Ｐ
芹
）
」
が
含
ま
れ
る
。
他
方
、
目
的
と

（
ね
）

は
、
人
が
望
む
に
至
っ
た
理
由
、
「
為
す
或
い
は
為
さ
な
い
理
由
」
を
意
味
す
る
。
対
象
が
物
理
的
事
実
で
あ
る
の
に
対
し
目
的
は
心

理
的
事
実
で
あ
る
と
さ
れ
、
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
全
て
の
意
思
行
為
・
法
律
行
為
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
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（
河
）

を
必
ず
含
む
も
の
で
あ
り
、
当
該
行
為
の
法
的
価
値
を
決
定
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
一
一
つ
の
要
素
で
あ
る
。
即
ち
、
行
為
が
適
法
と
な
る

た
め
に
は
、
物
質
的
要
素
で
あ
る
直
接
的
対
象
と
間
接
的
対
象
が
と
も
に
適
法
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
要
素
で
あ
る
目
的
も
ま

た
、
適
法
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
直
接
的
対
象
、
間
接
的
対
象
、
目
的
は
、
行
為
の
適
法
・
違
法
の
判
断
基
準
と
な
る
と
い
う

意
味
で
意
思
行
為
・
法
律
行
為
の
重
要
な
要
素
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
意
思
行
為
・
法
律
行
為
に
お
け
る
対
象
・
目
的
の
重
要
性
か
ら
、
社
会
的
職
分
に
お
け
る
対
象
・
目
的
の
重
要
性
を
も
帰
結
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
社
会
的
職
分
は
法
規
範
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
履
行
す
る
意
思
行
為
・
法
律
行
為
は
法

規
範
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
際
、
行
為
が
法
規
範
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
の
が
、
対
象
と
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
職
分
は
、
そ
の
対
象
の
み
な
ら
ず
目
的
も
法
規
範
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
適

法
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
目
的
性
」
と
い
う
性
質
を
帯
び
る
も
の
と
い
え
よ
宛
。

こ
れ
に
対
し
、
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
意
思
自
治
理
論
に
お
い
て
は
、
意
思
行
為
・
法
律
行
為
に
お
け
る
目
的
の
重
要
性
は
意
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
意
思
自
治
理
論
に
お
い
て
は
、
意
思
が
そ
の
力
の
み
に
よ
り
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
対
象
が
客
観

法
に
反
す
る
行
為
に
対
し
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
い
か
な
る
目
的
を
企
図
し
て
行
為
を
欲
し
た
か
は
問

（
だ
）

題
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
帰
結
と
さ
れ
る
。
‐
し
か
し
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
意
思
自
治
理
論
お
よ
び
そ
の
基
礎
た
る
個
人
主
義

自
体
が
形
而
上
学
的
理
論
と
し
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
意
思
自
治
理
論
は
、
現
代
の
法
律
や
判
例
に
お
い
て
行
為
の
目
的
が
判
断

（
沼
）

の
要
素
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
説
明
で
き
な
い
》
」
と
等
を
梧
橋
し
、
目
的
の
重
要
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

（
１
）

古
典
的
な
批
判
論
と
し
て
、
功
利
主
義
的
批
判
論
（
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
）
、
保
守
主
義
的
批
判
論
（
Ｅ
・
パ
ー
ク
、
ド
ゥ
・
メ
ス
ト
ル
）
、
マ

ル
ク
ス
主
義
的
批
判
論
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
批
判
論
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｅ
・
パ
ー
ク
、
半
澤
孝
麿
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
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（
２
）

省
察
』
（
み
す
ず
書
房
、
’
九
七
八
）
、
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
、
城
塚
登
訳
コ
ダ
ャ
人
問
題
に
よ
せ
て
・
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』
（
岩

波
文
庫
、
’
九
七
四
）
五
頁
以
下
等
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
正
安
コ
ン
タ
ム
」
木
村
電
二
編
「
近
代
法
思
想
史
の
人
々
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
）
’
○
八
頁
以
下
、
深
田
三
徳
「
功
利
主
義
思
想
と
人
権
文
書
批
判
」
同
法
一
六
三
号
（
’
九
八
○
）
一
頁
以

下
、
同
「
自
然
権
論
と
功
利
主
義
」
長
尾
龍
一
・
田
中
成
明
編
『
現
代
法
哲
学
２
．
法
思
想
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
）
六
五
頁

以
下
入
長
谷
川
晃
「
権
利
の
観
念
は
無
意
味
か
？
」
北
法
四
○
巻
二
号
（
一
九
八
九
）
一
三
七
頁
以
下
、
同
『
権
利
・
価
値
・
共
同
体
』

（
弘
文
堂
、
一
九
九
一
）
一
三
二
頁
以
下
、
辻
村
み
よ
子
『
人
権
の
普
遍
性
と
歴
史
性
ｌ
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
と
現
代
憲
法
ｌ
』
（
創
文

社
、
’
九
九
二
）
一
五
四
頁
以
下
、
同
「
人
権
の
観
念
」
樋
口
陽
一
編
『
講
座
・
憲
法
学
第
３
巻
権
利
の
保
障
（
１
）
』
（
日
本
評
論

社
、
’
九
九
四
）
二
二
頁
以
下
、
長
谷
部
・
前
掲
一
（
吃
）
六
二
頁
以
下
、
ジ
ャ
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
ニ
雨
藤
田
久
一
・
藤
田
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
訳

『
人
権
の
誕
生
Ｉ
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
を
読
む
ｌ
」
（
有
信
堂
、
一
九
九
○
）
八
六
頁
以
下
、
オ
リ
ヴ
ィ
ェ
・
プ
ラ
ン
、
辻
村
み
よ
子
訳

『
女
の
人
権
宣
言
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
等
参
照
。

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
、
尾
吹
善
人
訳
「
法
と
国
家
の
一
般
理
論
』
（
木
鐸
社
、
一
九
九
一
）
一
四
三
頁
以
下
、
■
・
国
。
：
閏
艮
田
の
、
。
「
・
】
厨

己
屋
匡
旨
、
、
：
］
の
。
こ
［
印
皀
の
切
目
日
】
日
切
可
の
⑪
》
：
ロ
、
閃
巴
：
§
ｂ
「
・
昌
埠
吟
冨
Ｐ
』
②
篭
・
已
已
・
『
＆
‐
『
虞
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
、
水
波

朗
訳
『
権
利
論
』
（
創
文
社
、
一
九
七
七
）
二
一
頁
以
下
等
。

な
お
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
権
利
概
念
の
存
在
の
否
定
は
同
時
に
権
利
主
体
（
、
ロ
］
の
一
号
号
・
芦
）
の
存
在
に
つ
い
て
も
否
定
的
に
解
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
巴
ｂ
Ｐ
ｍ
Ｂ
一
・
コ
，
貝
芯
．
←
・
閂
》
ご
念
』
の
一
ｍ
・

伊
ｂ
局
員
卜
困
：
再
各
§
§
・
園
§
号
・
『
：
風
愚
息
』
②
‐
］
『
》
早
口
愚
言
・
目
．
９
．
９
画
「
農
・

伊
．
、
巨
砲
昌
一
・
早
凰
芯
・
←
・
閂
も
・
函
ｇ
・

ほ
ｂ
口
困
昌
一
・
旱
・
鼠
員
ら
・
巴
Ｐ

田
・
己
屋
頤
昌
一
・
旱
・
愚
』
一
・
円
も
．
』
ｓ
・

㈲
・
ワ
ロ
、
昌
一
・
早
貝
芯
》
ご
》
ロ
・
皀
・
○
［
・
同
国
且
閂
『
ｇ
←
］
‐
農
甚
①
・

伊
・
Ｄ
Ｐ
函
昌
》
旱
。
愚
．
Ｅ
》
ｐ
巴
］
・

ほ
・
□
口
困
冒
》
旱
巨
蔚
・
←
・
目
．
□
』
功
冨
．
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●･･ＣＤ閂

層繩僖恒旦
■。－．一・－゜－．－．

戸３－←＝←ＰＣ

田
・
□
ロ
、
昌
一
》
臼
イ
凰
鼠
←
，
Ｆ
ｇ
・
函
巨
，
画
］
函
．
。
『
・
□
陣
§
閂
》
ロ
・
局
の
←
ｍ
・

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
説
で
あ
る
。
田
・
Ｄ
Ｐ
四
』
】
一
．
早
凰
慰
・
一
・
Ｆ
己
・
瞠
忌
の
一
⑰
．
こ
の
税
に
よ
れ
ば
、
権
利
に
は
、
自
ら
の
活
動
に
反
対

す
る
一
人
ま
た
は
複
数
の
者
に
対
し
、
作
為
ま
た
は
不
作
為
と
い
う
一
定
の
態
度
を
要
求
す
る
力
（
三
】
］
一
の
忌
日
：
言
）
、
お
よ
び
、
そ
の

力
を
創
造
し
、
ま
た
消
滅
さ
せ
或
い
は
変
更
す
る
権
利
（
三
】
二
①
ロ
島
の
月
、
◎
富
【
←
）
、
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
説
で
あ
る
。
田
・
ロ
巨
晒
昌
一
》
早
旦
鼠
一
・
円
・
己
・
患
Ｃ
ｇ
ｍ
・

ミ
シ
ニ
ー
や
Ｇ
・
イ
ニ
リ
ネ
ッ
ク
等
の
説
で
あ
る
。
Ｆ
・
旨
」
目
・
目
・
伊
ロ
』
意
・
司
討
（
活
（
Ｐ
Ｒ
「
、
。
§
。
（
：
日
・
「
。
』
①
巴
②
：
唱
冒
【
曰
８
‐

詮
：
ｐ
臣
８
，
・
緯
守
口
『
編
ｐ
厨
』
目
・
勺
胃
】
い
》
』
⑫
ｇ
》
己
．
＄
の
一
ｍ
．
ｂ
・
白
の
旨
口
の
戸
ぬ
く
め
尉
日
（
貯
司
切
戻
ご
ｍ
言
冒
§
旦
寄
国
員
３
§

閃
②
３
５
』
・
缶
具
」
・
弓
葺
冨
自
由
の
ロ
》
＄
＆
》
ｍ
・
含
『
・
引
田
・
□
色
四
畳
》
自
了
８
ｓ
．
←
・
閂
・
己
・
路
『
の
一
切
・

デ
ュ
ギ
ー
は
、
権
利
が
法
的
に
保
護
さ
れ
た
主
体
の
利
益
で
あ
る
と
解
す
る
場
合
に
は
、
①
主
体
が
自
ら
に
と
っ
て
利
益
と
考
え
る
場
合
に

し
か
権
利
は
存
在
せ
ず
、
こ
の
意
味
で
具
体
的
利
益
が
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
意
思
説
に
立
ち
帰
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
②
利
益
を
、
立
法
者

が
保
護
に
値
す
る
と
決
定
し
た
利
益
、
即
ち
一
般
的
利
益
と
し
て
理
解
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
利
益
は
、
立
法
者
が
規
範
定
立
に
至
る
目
的

で
し
か
な
く
、
ま
た
、
こ
の
目
的
は
法
秩
序
の
意
思
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
結
局
、
意
思
説
に
至
る
と
い
う
こ
と
、
を

指
摘
し
て
い
る
。
田
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
Ｂ
一
三
コ
’
貝
員
一
・
円
》
目
・
圏
⑫
‐
圏
『
・

デ
ュ
ギ
ー
は
、
蝿
利
の
本
質
を
横
成
す
る
意
思
が
立
法
者
の
意
思
で
あ
り
、
権
利
享
有
者
の
意
思
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
「
客
観
法
の
純
粋

な
領
域
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
主
体
の
権
利
の
た
め
の
場
所
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
法
の
決
定
の
帰
結
、
客
観
法
の
反
射
の
み
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
「
撹
利
と
客
観
法
の
反
射
と
の
区
分
線
を
引
く
に
は
至
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
Ｆ
・
ｏ
皀
四
』
辱
》
早
巳
時
．

ロ
ィ
ロ
騨
働
』
一
・
局
》
ロ
・
画
⑪
ワ

田
⑩
②
呼
司
ロ
ヨ
、
へ
。
「
ヨ
ロ
急
。
『
一
切
只
巨
（
守
○
麓
、
「
旨
⑤
》
ロ
・
］
つ
・

田
巾
切
忌
司
○
菖
仰
一
・
「
日
目
（
。
。
②
（
旨
（
』
、
。
営
匂
ユ
息
、
己
ロ
」
画
‐
】
四
．

早
凰
鼠
一
・
国
・
弓
・
臼
画
‐
巳
四
・

白
子
Ｑ
旨
、
。
←
・
閂
ご
己
・
頤
』
『
。
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田
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
巨
辱
》
早
目
鼠
巨
・
ロ
・
圏
『
，

こ
こ
で
い
う
「
行
為
」
と
は
、
意
思
の
対
外
的
表
明
、
即
ち
「
意
思
行
為
（
Ｐ
Ｃ
←
の
：
ご
・
】
・
回
顧
）
：
扇
ぐ
。
」
◎
員
巴
恩
）
」
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
「
違
法
行
為
」
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
「
事
実
行
為
」
・
「
法
律
行
為
」
と
「
意
思
行
為
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
デ
ニ
ギ
ー

の
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
「
意
思
行
為
」
と
は
、
①
行
為
の
着
想
（
８
口
８
口
】
。
ｐ
）
、
②
熟
慮
（
愚
］
】
す
げ
ｇ
）
○
口
）
、
③
意
思
決
定
（
急
・
域
・
ロ
）
、

④
実
行
（
の
愚
◎
島
・
ロ
）
と
い
う
四
つ
の
契
機
を
経
て
発
生
す
る
身
体
の
動
き
（
日
。
旨
の
目
の
具
８
８
．
吋
の
］
）
で
あ
る
（
旧
ｂ
巨
晒
巨
辱
・

旱
・
蔦
、
一
・
国
・
弓
・
函
冨
‐
篭
⑪
。
）
。

第
二
に
、
「
意
思
行
為
」
に
は
、
法
規
範
に
反
す
る
行
為
（
違
法
行
為
）
、
法
規
範
に
適
合
す
る
行
為
（
適
法
行
為
）
、
法
規
範
に
適
合

も
違
反
も
し
な
い
行
為
と
い
う
三
種
の
行
為
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
法
規
範
に
適
合
も
違
反
も
し
な
い
行
為
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、

こ
の
よ
う
な
「
法
と
無
関
係
な
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
は
、
実
際
上
困
難
で
あ
る
」
（
田
ｂ
巨
層
】
←
》
早
旦
鼠
守
・

Ｐ
ｃ
・
閣
虐
・
）
と
述
べ
、
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
従
っ
て
、
「
違
法
行
為
」
お
よ
び
「
適
法
行
為
」
が
「
意
思
行
為
」
と
し
て
考
察

さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。

第
一
一
一
に
、
こ
の
二
種
の
「
意
思
行
為
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
「
法
律
行
為
（
色
凰
の
］
臣
１
日
・
臣
の
）
」
と
「
事
実
行
為
（
：
訂

目
色
戚
臥
の
］
）
」
と
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
法
律
行
為
」
と
は
、
「
行
為
時
或
い
は
将
来
の
あ
る
時
点
で
存
在
す
る
よ
う
に
、
法

命
令
に
お
け
る
変
化
を
発
生
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
為
さ
れ
る
意
思
行
為
」
（
田
ｂ
巨
曾
）
『
》
卓
・
愚
．
←
・
閂
．
▽
笛
⑤
。
）
を
意
味
し
、
「
事

実
行
為
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も
た
ず
に
為
さ
れ
る
意
思
行
為
を
意
味
す
る
。

第
四
に
、
以
上
の
諸
行
為
を
区
別
し
た
結
果
、
①
「
違
法
・
事
実
行
為
」
、
②
「
違
法
・
法
律
行
為
」
、
③
「
適
法
・
事
実
行
為
」
、
④

「
適
法
・
法
律
行
為
」
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
権
利
的
構
成
の
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

田
・
ロ
巨
悶
巨
辱
》
臼
寸
凰
試
・
←
・
閂
ご
巳
・
函
扇
・

伊
・
口
目
、
昌
一
》
ロ
イ
凰
芯
匂
一
・
Ｆ
己
・
瞳
⑩
．

こ
の
地
位
は
、
後
述
す
る
「
客
観
的
法
的
地
位
（
凰
冒
ｇ
】
目
的
］
口
臥
ｓ
ｃ
Ｅ
の
⑰
Ｃ
す
］
の
Ｃ
膏
の
⑰
）
」
に
相
当
す
る
。
田
ｂ
巨
砲
巨
辱
》
早
凰
芯
』
一
・

閂
・
□
・
“
Ｃ
『
の
←
Ｐ
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但
し
、
②
は
暇
疵
（
萬
８
）
あ
る
法
律
行
為
と
し
て
「
無
効
（
：
］
］
】
厩
）
」
の
問
題
と
な
り
、
別
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
と
な
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
①
「
違
法
・
事
実
行
為
」
の
権
利
性
の
問
題
（
（
三
）
）
、
③
「
適
法
・
事
実
行
為
」
の
権
利
性
の
問
題
（
（
四
）
）
、

④
「
適
法
・
法
律
行
為
」
の
権
利
性
の
問
題
（
（
五
）
）
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

Ｓ
・
ロ
ロ
、
昌
一
》
ロ
イ
貝
忌
〉
一
・
円
〕
ロ
ロ
・
闇
『
‐
腿
②
・

田
・
ロ
巨
脂
已
一
》
弓
・
貝
尽
》
一
・
円
》
□
・
腿
『
・

旧
‐
□
臣
、
昌
一
》
臼
寸
貝
芯
．
←
・
『
一
己
・
』
＄
・

伊
，
ロ
ロ
、
巳
景
早
・
日
芯
．
←
・
目
】
巳
・
匿
即

㈲
・
□
臣
、
巨
昼
自
千
，
凰
葱
》
一
・
閂
》
□
・
』
９
．

Ｆ
・
ロ
ロ
、
巳
←
》
己
．
巳
息
》
一
・
旨
一
己
・
函
乞
・

田
・
ロ
巨
函
自
一
》
早
●
旦
鼠
一
・
円
》
巳
・
愚
』
・

伊
・
己
屋
、
巳
←
》
早
‐
凰
芯
・
守
自
》
ロ
ロ
・
』
霞
‐
農
②

田
・
Ｄ
Ｐ
、
巳
一
》
己
・
凰
芯
》
一
・
戸
》
ロ
，
凹
訊
・

伊
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
昌
一
］
曰
｝
ｄ
麓
⑤
」
｛
・
閂
．
■
・
』
＄
９
，
．

Ｆ
．
□
扇
昌
一
》
■
●
寸
巳
鼠
一
・
円
》
己
．
』
麓
・

伊
・
ロ
巨
困
昌
一
》
己
・
凰
蔵
．
←
・
閂
・
己
．
②
ミ
ヨ
伊
⑩
②
（
「
。
》
劃
“
（
。
『
冒
貝
』
。
『
湯
只
巨
《
守
○
灘
、
鼠
息
》
已
・
圏
の
一
ｍ
・

田
・
Ｃ
Ｅ
ｍ
昌
一
》
早
●
自
蔵
》
←
’
閂
》
巳
・
韻
⑭
．

Ｆ
・
ロ
ロ
、
巳
一
ご
国
字
‐
凰
慰
・
芹
・
閂
】
Ｃ
・
置
興
韻
』
・

㈲
・
ロ
ロ
、
昌
一
》
旱
．
ｇ
芯
．
←
・
閂
］
ｐ
畠
一
・

㈲
．
□
色
、
色
二
国
｝
・
貝
忌
》
一
・
閂
や
□
・
患
『
・

巴
・
ロ
巨
函
昌
一
・
己
，
貝
鼠
一
・
円
》
□
・
“
９
．
こ
こ
で
い
う
「
法
秩
序
」
と
は
、
「
あ
る
社
会
集
団
の
人
間
を
拘
束
す
る
法
準
則
お
よ
び
そ
れ
と

関
連
の
あ
る
法
的
地
位
に
よ
れ
ば
、
あ
る
時
点
で
存
在
し
て
い
る
社
会
状
態
（
］
芯
厨
←
ぬ
。
。
旨
］
）
」
を
意
味
す
る
。
田
ｂ
巨
因
巳
一
》
卓
・
愚
．

い
◎
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樽
・
Ｏ
ｐ
ｍ
日
←
》
早
昌
蔵
》
一
・
円
も
．
西
国
・

田
・
Ｏ
ｐ
図
鳶
》
旱
。
意
←
自
ら
・
圏
切
・

デ
ュ
ギ
ー
は
、
意
思
自
治
理
論
を
以
下
の
四
つ
の
主
張
に
整
理
し
て
い
る
。
①
法
主
体
は
全
て
、
意
思
の
主
体
で
あ
る
、
②
法
主
体
の
意
思

行
為
は
全
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
社
会
的
に
保
護
さ
れ
る
、
③
そ
れ
は
、
適
法
な
対
象
（
・
口
の
←
】
目
芹
の
）
を
有
す
る
こ
と
を
条
件

に
保
護
さ
れ
る
、
④
法
的
地
位
は
全
て
、
｜
方
が
積
極
的
主
体
で
あ
り
他
方
が
消
極
的
主
体
で
あ
る
二
法
主
体
間
の
関
係
で
あ
る
。
Ｆ

Ｄ
口
、
巳
←
》
い
⑯
呉
日
易
苛
、
ミ
ロ
愚
・
冨
鰯
骨
身
・
詩
で
萬
息
・
己
・
雪
．
ま
た
、
意
思
自
治
理
論
お
よ
び
そ
の
一
内
容
た
る
契
約
自
由
の
原
則
に

つ
い
て
は
、
言
・
‐
罰
・
回
国
ｏ
Ｈ
８
の
．
げ
ぱ
員
ｏ
ｐ
ｏ
Ｂ
］
の
』
の
］
画
く
。
］
○
口
芯
》
８
口
⑪
罰
・
○
回
す
風
］
］
Ｐ
Ｃ
ご
旨
・
‐
し
・
甸
吋
】
、
○
目
‐
国
Ｃ
Ｏ
号
の
百
・
国
の
く
の
←
（
ｍ
ｏ
Ｅ
ｍ

」
Ｐ
骨
・
□
の
）
》
ロ
、
・
鷺
：
貝
＆
喝
芯
の
呑
再
（
甘
冒
§
§
駐
Ｄ
Ｐ
］
】
・
国
》
』
①
程
も
』
＆
の
一
ｍ
・
星
野
英
一
「
現
代
に
お
け
る
契
約
」
『
民

法
論
集
第
三
巻
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
）
｜
頁
以
下
、
同
「
契
約
思
想
・
契
約
法
の
歴
史
と
比
較
法
」
『
民
法
論
集
第
六
巻
』
（
有
斐
閣
、

’
九
八
六
）
二
○
一
頁
以
下
、
同
「
意
思
自
治
の
原
則
、
私
的
自
治
の
原
則
」
星
野
英
一
他
編
『
民
法
講
座
・
第
１
巻
・
民
法
総
則
』
（
有

斐
閣
、
’
九
八
四
）
三
三
五
頁
以
下
、
山
口
俊
夫
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
意
思
自
治
理
論
と
そ
の
現
代
的
変
容
」
法
学
協
会
編
『
法
学
協

会
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
三
巻
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
）
二
一
｜
頁
以
下
、
北
村
一
郎
「
私
法
上
の
契
約
と
『
意
思
自
律
の
原
理
』
」

『
岩
波
講
座
基
本
法
学
４
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
）
’
六
五
頁
以
下
、
杉
田
欣
一
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
『
意
思
自
律
の
原
理
』
に

㈲
・
ロ
目
、
昌
寸
・
ロ
イ
自
蔵
ご
←
・
閂
菫
己
・
単
ｇ
・

伊
・
ロ
巨
砲
巳
（
》
国
，
ｐ
意
・
一
・
月
．
□
・
函
９
．
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
客
観
的
法
的
地
位
の
例
と
し
て
、
選
挙
人
の
地
位
お
よ
び
嫡
出
子

（
の
菖
口
員
］
厨
忌
日
の
）
の
地
位
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
田
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
Ｅ
罫
》
白
●
Ｔ
ｇ
鼠
一
・
円
．
ご
・
召
Ｐ
閏
Ｐ

Ｆ
・
ロ
口
、
昌
一
・
自
寸
昌
芯
．
←
・
閂
一
口
巳
’
圏
『
‐
圏
①
・

田
・
□
臣
、
巳
一
一
円
守
凰
員
一
・
円
〉
□
・
＄
喫
麓
』
『
哩
巴
・

い
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
●
巳
一
一
早
●
凰
忌
》
一
・
門
》
已
已
．
⑭
局
‐
⑭
局
・

こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
主
観
的
法
的
地
位
の
最
も
特
徴
的
な
例
と
し
て
、
契
約
に
基
づ
く
地
位
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
田
・
ロ
ロ
、
巨
昼

閂
イ
ロ
騨
囹
》
房
・
閂
】
ロ
ロ
・
単
桴
亜
’
四
樟
』
。

一
円
・
己
。
⑪
西
『
。
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ミージ

関
す
る
一
考
察
」
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
一
三
号
（
一
九
九
三
）
一
頁
以
下
等
参
照
。

こ
こ
で
、
〈
【
ｏ
ｐ
ｇ
】
ｏ
目
》
を
「
機
能
」
で
は
な
く
「
職
分
」
と
訳
す
る
理
由
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
〈
［
○
口
目
。
ｐ
⑰
。
。
冒
一
の
》
は
、
社

会
的
「
機
能
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
あ
る
概
念
の
機
能
、
働
き
を
示
す
た
め
に
こ
の
語
を
使

用
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
概
念
自
体
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
こ
の
語
を
選
ん
で
い
る
。
あ
る
概
念
自
体
と
は
「
義
務
」
の
概
念
で
あ
る
。

デ
ュ
ギ
ー
は
、
’
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
権
利
の
体
系
が
そ
の
後
の
社
会
事
情
の
変
化
に
よ
り
義
務
の
体
系
に
変
化
し
た
様
を
理
論
化
し
た
。

そ
こ
で
は
、
権
利
に
変
わ
る
も
の
と
し
て
の
義
務
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
《
〔
。
ｐ
目
。
ロ
》
を
義

務
と
い
う
意
味
合
い
を
含
ん
だ
「
職
分
」
と
い
う
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
、
デ
ュ
ギ
ー
の
真
意
に
股
も
近
接
し
た
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
恒
藤
武
二
「
デ
ュ
ギ
ー
」
木
村
亀
二
編
『
近
代
法
思
想
史
の
人
々
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
）
三
二
頁
、
阿
武
京
二
郎

「
「
デ
ュ
ギ
イ
』
の
所
有
者
の
社
会
的
職
分
論
（
｜
）
（
一
一
。
完
）
」
法
曹
会
雑
誌
一
巻
二
号
（
一
九
一
一
三
）
一
九
頁
以
下
、
同
巻
一
一
一
号
二

三
頁
以
下
等
参
照
。
同
じ
理
由
で
、
以
下
述
べ
る
こ
と
に
な
る
《
こ
「
。
諄
‐
『
。
。
・
二
目
》
に
つ
い
て
も
「
職
分
権
」
と
い
う
水
波
朗
教
授
の
訳

に
従
う
こ
と
と
す
る
。
ダ
バ
ン
・
前
掲
（
２
）
二
九
三
頁
以
下
参
照
。

５
・
ロ
ニ
晒
昌
・
ト
厨
烏
、
ｐ
鳳
さ
、
日
貝
（
・
園
§
且
「
・
騨
七
、
（
鼠
己
・
ｍ
Ｐ

ほ
・
ロ
巨
砲
昌
一
・
ト
⑯
の
守
口
易
ご
「
己
§
ｏ
詞
の
§
号
・
忌
匂
１
鼠
已
・
量
・

患
・
ロ
ロ
ｍ
Ｂ
一
．
ト
の
②
（
「
Ｑ
月
ご
「
日
目
・
園
§
号
・
鷺
七
．
鼠
□
・
韻
．
従
っ
て
、
国
家
は
そ
の
必
要
性
を
越
え
て
さ
ら
な
る
制
限
を
個
人

的
自
由
に
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
国
家
は
、
労
働
の
義
務
、
教
育
の
義
務
、
互
助
（
頁
の
ご
◎
邑
自
８
）
の
義
務
を
課
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
ほ
・
ロ
巨
晒
昌
一
》
←
⑮
②
（
「
§
め
さ
「
ミ
ロ
愚
：
②
：
号
。
（
＆
耳
（
息
》
や
・
患
・

デ
ュ
ギ
ー
は
、
こ
の
例
と
し
て
、
①
自
殺
の
禁
止
・
処
罰
（
一
八
○
三
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
）
な
い
し
自
殺
輔
助
の
処
罰
（
ブ
ラ
ジ

ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
）
、
②
決
闘
（
目
の
］
）
の
処
罰
（
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
四
一
一
三
条
な
い
し
四
一
一
一
一
一
一
条
、
オ
ラ
ン
ダ

刑
法
典
一
五
二
条
な
い
し
一
五
六
条
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
刑
法
典
二
九
七
条
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
○
一
条
な
い
し
二
一
○
条
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
典

一
一
三
七
条
な
い
し
二
四
五
条
）
、
③
闘
牛
な
ど
、
社
会
的
利
益
の
な
い
あ
ら
ゆ
る
危
険
な
行
為
の
禁
止
、
④
労
働
者
保
護
立
法
（
工
業
施
設

に
お
け
る
労
働
者
の
衛
生
と
安
全
に
関
す
る
一
八
九
三
年
六
月
一
二
日
法
、
未
成
年
労
働
者
の
安
全
に
関
す
る
一
八
九
○
年
七
月
八
日
法
、

一
九
○
一
年
一
一
一
月
二
五
日
法
、
’
九
○
五
年
五
月
九
日
法
、
一
九
○
七
年
七
月
二
三
日
法
、
’
九
一
○
年
一
一
一
月
一
二
日
法
）
を
挙
げ
て
い
る
。
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画
■
。

田
・
ロ
ロ
、
巳
一
・
炉
鴎
幹
『
。
■
ぬ
一
○
「
日
ロ
騨
○
再
切
＆
臣
（
琴
。
冨
も
、
旨
③
》
ご
巳
・
函
②
‐
』
一
．

伊
・
ロ
ニ
、
曰
←
）
伊
鴎
叶
「
ｐ
包
め
一
○
『
ヨ
ロ
蔵
Ｃ
百
ｍ
（
盲
《
』
『
Ｃ
忌
道
「
き
③
、
□
己
・
悪
，
召
・

田
・
ロ
ロ
、
昌
一
・
田
鴎
弓
§
、
（
。
『
。
自
蔵
目
⑰
（
昔
昼
『
・
鴬
で
「
》
息
・
ロ
・
曽
・
デ
ュ
ギ
は
、
職
分
と
し
て
の
自
由
と
い
う
概
念
に
よ
り
、
①
労
働

の
義
務
、
②
義
務
教
育
、
③
互
助
の
義
務
が
説
明
さ
れ
る
と
す
る
。
Ｆ
ｂ
Ｅ
晦
日
←
）
い
⑩
②
儲
「
§
鈎
一
。
「
胃
ｐ
鷺
：
②
§
（
昌
司
Ｃ
勲
己
、
（
息
．
ｇ
・
念
‐

田
・
ロ
ロ
、
臼
井
》
い
＄
』
『
ロ
冨
幼
へ
ｏ
「
。
冒
斡
。
。
②
口
信
Ｒ
「
○
邑
も
『
旨
、
、
己
．
］
忠
・

伊
・
ロ
巨
晒
昌
一
》
田
園
畔
「
Ｑ
『
局
（
。
「
。
日
陣
。
。
⑪
旦
屋
＆
「
○
邑
面
ユ
息
）
ご
ロ
・
』
田
‐
』
農
・

田
・
己
巨
、
ロ
】
（
》
い
⑩
⑰
マ
ロ
『
昂
一
○
「
日
巨
忌
○
百
ｍ
（
冒
只
「
◎
鷲
で
ユ
息
》
ご
』
ｍ
①
凸
｝
’
自
蔵
》
一
・
門
》
己
己
・
」
急
ふ
ち
．

Ｆ
・
□
臣
、
巨
凄
い
の
②
烏
『
（
冒
鈎
一
○
『
日
ロ
愚
。
国
②
巳
黛
＆
「
Ｃ
騨
己
ユ
息
．
ご
』
望
’

デ
ニ
ギ
ー
は
、
政
教
分
離
（
］
ゆ
め
：
閂
也
歓
・
ロ
：
、
、
明
】
甘
の
の
、
の
一
旦
の
］
一
口
ｇ
）
を
例
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
即
ち
、
個
人
主
義
的
体

系
に
お
い
て
は
、
団
体
は
、
所
有
権
者
、
要
益
権
者
、
使
用
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
一
九
○
五
年
一
二
月
九
日
法
は
、
国
、
県
、

市
町
村
に
帰
属
さ
れ
る
と
し
た
教
会
財
産
に
つ
い
て
、
礼
拝
活
動
を
確
保
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
礼
拝
団
体
（
閉
⑪
。
＆
：
Ｃ
ｐ
ｍ

２
旨
の
］
】
の
⑩
）
に
そ
の
使
用
を
認
め
、
さ
ら
に
、
一
九
○
七
年
一
月
二
日
法
五
条
一
項
は
、
「
信
徒
及
び
司
祭
は
、
礼
拝
団
体
が
な
く
と
も
、

宗
教
活
動
に
供
さ
れ
る
建
築
物
お
よ
び
そ
こ
に
あ
る
備
品
を
、
信
仰
実
践
の
た
め
に
自
由
に
利
用
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
所

有
者
の
所
有
権
」
か
ら
「
割
当
て
と
し
て
の
所
有
（
官
・
ロ
愚
芯
‐
貝
［
の
。
国
辱
・
ロ
）
」
な
い
し
「
所
有
者
な
き
所
有
」
と
い
う
新
し
い
財
産
概

念
へ
の
転
換
も
、
職
分
と
し
て
の
所
有
へ
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
田
ｂ
Ｅ
ｍ
巨
一
》
い
⑩
②
耳
「
§
、
（
。
「
。
自
蔵
：
②
§
《
国
司
ｏ
灘
□
、
』
鼠

㈲
・
□
臣
、
ロ
ー
》
卜
囲
与
（
§
ぬ
「
。
、
ヨ
ロ
註
○
ョ
②
（
縄
唇
（
路
「
○
騨
已
「
冒
囹
》
□
』
田
・

㈲
・
ロ
■
、
ロ
茸
曹
伊
鴎
時
「
ｐ
詞
鈎
『
。
、
日
口
忌
Ｃ
嵩
の
９
種
＆
「
○
鷲
も
菖
已
、
．
ご
・
】
⑪
⑭
’

三
・
ぐ
』
］
］
の
］
・
田
の
牙
。
】
言
①
二
①
切
骨
。
】
一
切
：
閂
》
豈
○
目
〕
目
の
》
閨
の
巴
・
・
勺
ロ
ヨ
》
］
忠
Ｐ
ロ
・
認
．

ま
た
、
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
が
法
的
世
界
を
客
観
的
に
記
述
す
る
と
い
う
方
法
論
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
個
人
を
集
団
内
に
位
置
す
る
も
の
と
理
解
す
る
非
個
人
主
義
的
・
社
会
連
帯
主
義
的
な
人
間
観
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

己
己
』
『
①
Ｉ
』
『
⑪
。
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’－，〆■、

７６７５
、、〆、－ジ

〆■、〆向、’￣、

７４７３７２
、＝〆、－プ、＝'

グヘグー、〆、

７１７０６９
、．’、=、＝プ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
も
、
デ
ュ
ギ
ー
の
方
法
論
と
の
近
縁
性
を
見
て
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
富
り
ぐ
昌
昌
》
◎
己
．
。
】
一
・
》
で
・

己
の
←
⑰
。
》
い
⑩
８
『
湯
＆
鷺
の
弓
◎
弓
の
〔
詩
｛
ｐ
も
颪
』
Ｃ
ｍ
８
量
の
ｓ
い
＆
ｄ
麓
》
○
℃
・
・
】
一
・
》
己
．
』
己
の
念
、
．
な
お
、
ヴ
ィ
レ
イ
の
権
利
論
に
対
す

る
批
判
に
つ
い
て
は
、
水
波
朗
『
ト
マ
ス
主
義
の
法
哲
学
』
（
九
州
大
学
出
版
会
、
’
九
八
七
）
二
五
三
頁
以
下
参
照
。

Ｆ
・
ロ
巨
四
』
碁
》
■
ず
凰
芯
．
←
・
閂
電
ロ
・
患
い
笛
騨
》
筐
◎
・

伊
ｂ
Ｅ
ｍ
昌
一
・
早
貝
鼠
一
・
門
》
己
・
閏
⑪
》
い
⑯
②
屏
日
『
屋
Ｓ
「
ヨ
ロ
詮
○
百
②
巳
匡
ｓ
ｄ
鷺
、
凰
息
』
□
・
召
・

田
・
ロ
巨
困
員
・
早
日
鼠
芹
自
》
８
．
四
ｇ
‐
笛
←
》
ｇ
・
畠
『
，
笛
①
．
「
直
接
的
対
象
」
と
「
間
接
的
対
象
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
意
思
が

生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
行
為
者
の
身
体
の
動
き
で
あ
る
直
接
的
対
象
（
前
提
現
象
）
の
み
で
あ
る
、
②
間
接
的
対
象
（
結
果
珂
蒙
）

は
、
自
然
法
則
（
］
巳
目
目
『
の
］
）
即
ち
因
果
法
則
の
適
用
に
よ
り
、
直
接
的
対
象
か
ら
自
動
的
に
生
み
出
さ
れ
る
効
果
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
、
意
思
は
法
的
劉
果
を
発
生
さ
せ
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
Ｆ
Ｄ
■
、
昌
一
・
早
旦
鼠
一
・
Ｆ
目
・

函
画
《
‐
四
画
①
ご
ロ
ロ
．
⑫
②
『
‐
鮪
這
，

田
・
□
巨
四
』
】
←
》
旧
図
弓
日
岡
ざ
コ
ョ
ロ
風
・
『
勗
ｓ
一
ｓ
●
・
麓
、
「
（
息
．
ご
・
＆
》
早
凰
鼠
一
・
円
》
□
・
豊
①
．

Ｆ
・
ロ
巨
四
』
】
（
》
旱
自
蔵
』
一
・
円
・
目
・
匿
函
‐
匿
閨
・
己
・
患
』
の
←
⑰
．

デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
お
よ
び
社
会
的
職
分
の
行
使
が
適
法
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
る
「
目
的
」
は
、
そ
の
内
容

を
「
社
会
連
帯
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
「
個
人
的
意
思
行
為
が
社
会
的
価
値
を
有
す
る
の
は
、
そ
れ
が
、
類
似
に
よ
る
連
帯
ま
た

は
分
藥
に
よ
る
連
帯
と
い
う
社
会
連
帯
に
相
当
す
る
目
的
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い

る
。
田
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
昌
一
・
旧
同
旨
｛
白
》
ロ
・
匿
・
従
っ
て
、
人
間
の
行
為
が
「
目
的
の
意
識
的
決
定
の
産
物
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
場
合
の
「
目
的
」

も
、
社
会
連
帯
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

田
・
ロ
ロ
、
昌
一
》
早
旦
風
←
・
閂
團
目
・
量
、
‐
詮
②
．

Ｆ
・
ロ
ロ
、
昌
一
》
早
貝
鼠
一
・
円
》
９
，
段
山
‐
望
②
》
弓
・
題
⑰
，
忠
四
『
い
⑩
の
』
「
Ｐ
貝
葛
）
「
ヨ
ロ
蔑
。
『
勗
島
←
＆
・
・
臂
ｂ
『
（
＆
・
己
．
④
］
‐
』
＆
》
早
目
鼠
（
時

ヘ
ヰ
○
麓
８
『
湯
昼
員
８
弓
胃
⑩
』
藝
醇
の
の
。
．
》
一
・
Ｐ
］
⑫
旨
一
つ
・
ヨ
⑭
の
←
の
．



5３ 客観主義の権利論（高作正博）

そ
の
際
、
で
き
る
限
り
、
社
会
学
主
義
が
自
然
主
義
フ
ァ
ラ
シ
ー
を
犯
し
て
い
な
い
と
す
る
読
み
方
を
前
提
と
し
た
い
。
既
に
、
デ
ュ

ギ
ー
の
法
理
論
は
、
幾
度
と
な
く
事
実
か
ら
当
為
を
導
き
だ
す
誤
り
を
犯
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
社
会
学
主
義
に
自
然
法
概
念
を
侍

（
１
）

ち
込
む
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、
デ
ュ
ギ
ー
自
身
の
反
誕
覗
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
法
規
範
の
命
令
に
つ
い

て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
主
体
が
法
に
よ
る
命
令
、
叉
は
法
に
よ
る
禁
止
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
社
会
的
反
動
が

生
じ
る
と
い
う
意
味
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
意
思
力
の
減
少
を
意
味
せ
ず
、
従
っ
て
、
他
人
に
お
い
て
そ
れ
に
相
当
す
る
意
思
力
の
増

（
２
）

大
も
意
味
し
な
い
地
位
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
み
そ
う
で
あ
る
」
。
即
ち
、
「
社
会
連
帯
」
と
い
う
事
実
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、

「
違
反
に
対
す
る
社
会
的
反
動
」
と
い
う
事
実
（
社
会
的
義
務
）
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
デ
ュ
ギ
ー
の
方
法
論
自
体
と
し
て
は
こ
の

種
の
誤
り
を
犯
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
、
法
理
論
の
中
で
現
実
に
事
実
か
ら
当
為
を
導
き
だ
す
よ
う
な
操
作
を
行
っ
て
い

る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
点
を
方
法
論
内
部
の
整
合
性
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
く
。

ま
た
、
デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
否
定
論
な
い
し
社
会
的
職
分
概
念
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
定
の
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
と
な
る
。
本
稿
で
は
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
得
る
影
響
の
う
ち
、
「
職
分
権
」
へ
の
影
響
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
こ
の
概
念
の

意
味
、
内
容
、
社
会
的
職
分
と
の
関
連
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
否
定
論
な
い
し
社
会
的
職
分
の
限
界
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

三
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
権
利
論
の
評
価

以
上
、
撰
観
を
見
て
き
た
デ
ュ
ギ
ー
の
權
莉
否
定
論
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
点
な
い
し
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
社

会
学
主
義
な
い
し
「
観
察
」
を
手
段
と
す
る
レ
ァ
リ
ス
ム
と
い
う
方
法
論
に
内
在
す
る
問
題
点
、
及
び
、
社
会
学
主
義
の
方
法
論
内
部

に
お
け
る
整
合
性
如
何
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
、
デ
ニ
ギ
ー
の
権
利
古
定
論
の
問
題
性
を
前
者
に
由
来
す
る
も
の
と
後
者
に
位
置
す

る
も
の
と
に
整
理
し
て
い
く
。
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次
に
、
デ
ュ
ギ
ー
の
「
科
学
」
が
真
の
意
味
で
の
科
学
で
あ
る
と
し
て
も
、
提
示
さ
れ
た
理
論
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
事
実
の
「
観
察
」
と
「
推
論
」
を
通
じ
て
理
論
を
提
示
す
る
と
し
て
お
り
、
あ
る
理
論
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
専
ら
観
察
さ
れ
る
事
実
と
の
対
応
に
依
存
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
真
理
の
観
念
が
誤
り

（
６
）

で
あ
る
こ
と
は
、
ポ
パ
ー
が
正
当
に
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
『
ナ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
は
、
「
観
察
主
義
」

１
社
会
学
主
義
の
方
法
論
に
対
す
る
評
価

デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
に
つ
い
て
、
法
学
の
対
象
領
域
を
「
現
実
」
や
「
社
会
」
へ
と
拡
大
し
た
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の

（
３
）

伝
統
的
法
理
論
を
攻
撃
し
そ
こ
に
お
け
る
絶
対
的
偶
像
を
破
壊
し
た
｝
」
と
、
等
の
肯
定
的
評
価
も
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
な
い
し
「
観
察
」
を
手
段
と
す
る
レ
ァ
リ
ス
ム
と
い
う
方
法
論
に
対
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
点
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
｜
）
デ
ュ
ギ
ー
の
「
科
学
観
」
第
一
に
、
デ
ニ
ギ
ー
が
実
践
す
る
「
科
学
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
三
つ
の

方
向
で
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
得
る
。

ま
ず
、
デ
ュ
ギ
ー
の
「
科
学
」
が
真
の
意
味
で
の
科
学
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
社
会
学
説
に
つ
い
て
「
ま
だ
科
学

（
４
）

と
し
て
の
規
格
が
ル
ー
ス
で
あ
っ
た
時
代
の
古
典
的
体
系
」
と
さ
れ
る
指
摘
が
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
に
も
あ
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、

デ
ュ
ギ
ー
の
「
科
学
」
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
得
る
。
即
ち
、
デ
ュ
ギ
ー
が
自
然
科
学
の
延
長
線
上
に
社
会
学
を

位
置
づ
け
た
コ
ン
ト
の
影
響
下
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
科
学
」
は
、
真
に
排
除
す
べ
き
形
而
上
学
を
排
除
し
き
れ
ず
、
逆
に
排
除

す
べ
き
で
な
い
事
実
を
無
視
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
デ
ュ
ギ
ー
の
法
理
論
が
科
学
的
理
論
で
あ
る
か
ど
う
か

（
５
）

は
、
ポ
パ
ー
の
「
反
証
可
能
性
」
を
内
実
と
す
る
「
科
学
」
観
に
基
傘
つ
き
、
事
実
に
よ
り
反
論
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
見
地
か
ら
検
討

は
、
ポ
パ
ー
の
一
‐
反
証
可
生

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
７
）

と
「
演
鐸
主
義
」
の
誤
り
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
デ
ュ
ギ
ー
が
、
餌
素
に
基
づ
く
推
論
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
と
こ
ろ
の
客
観
法
理
論
な
い
し
擢
剋
古
定
論
は
、
推
測
な
い
し
仮
説
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
デ
ニ
ギ
ー

の
法
理
論
が
科
学
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
を
解
明
す
る
た
め
に
、
事
実
を
基
礎
と
し
て
テ
ス
ト
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
デ
ュ
ギ
ー
の
方
法
論
は
、
客
観
的
認
識
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
点
に
お
い
て
時
間
的
・
空
間
的
制
約
を
免
れ
な
い
点
で

（
８
）

あ
る
。
現
在
の
よ
う
な
「
社
会
全
体
に
広
く
共
有
さ
れ
た
認
識
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
崩
壊
し
た
」
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
状
況
に
お
い
て
は
、

客
観
的
認
識
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
方
法
論
は
、
自
ら
の
存
立
の
基
盤
を
失
う
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

社
会
学
主
義
が
こ
の
批
判
に
有
効
な
反
論
を
提
示
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
「
多
文
化
主
義

（
ロ
旨
量
目
盲
目
］
】
の
目
）
へ
の
要
求
」
の
高
ま
り
、
「
人
種
的
・
民
族
的
バ
ル
カ
ン
化
（
す
巴
百
日
園
目
◎
ロ
）
」
の
著
し
い
現
代
国
家
の

（
９
）

在
り
様
は
、
社
会
学
主
義
か
ら
の
反
論
を
ま
す
ま
す
困
難
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
Ｊ
間
）
う
一
度
立
ち

返
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
社
会
学
主
義
の
「
形
而
上
学
性
」
第
二
に
、
社
会
学
主
義
の
構
想
自
体
に
必
然
的
に
伴
う
社
会
状
況
に
よ
る
制
約
と
い

う
点
で
あ
る
。
多
く
の
思
想
的
立
場
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
も
ま
た
彼
が
置
か
れ
て
い
た
知
的
状
況
の
下

で
影
響
を
受
け
、
制
約
を
受
け
な
が
ら
形
成
・
発
展
さ
れ
た
。
デ
ュ
ギ
ー
が
影
響
を
受
け
た
コ
ン
ト
や
デ
ュ
ル
ヶ
ム
の
立
場
は
、
「
わ

れ
わ
れ
の
思
考
や
思
想
の
も
つ
内
具
的
真
理
ｌ
そ
れ
自
体
に
本
質
的
に
そ
な
わ
っ
た
真
理
ｌ
と
い
う
も
の
を
認
め
ず
」
、
「
普
遍
的

（
、
）

真
理
」
・
「
普
遍
的
価
値
」
の
認
識
可
能
性
を
否
定
す
る
。
社
会
学
主
義
の
問
題
点
は
ま
さ
に
こ
｝
」
に
存
す
る
。
こ
れ
は
、
「
す
べ
て

の
認
識
の
真
偽
の
区
別
を
否
定
し
、
つ
い
に
は
み
ず
か
ら
の
そ
う
し
た
主
張
の
真
理
性
を
も
否
認
す
る
結
果
に
終
わ
麺
」
・
社
会
学
主

（
吃
）

義
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
立
場
こ
そ
が
「
形
而
上
学
的
」
Ｌ
」
し
て
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
一
一
一
）
「
内
的
凹
面
」
の
欠
如
第
一
一
一
に
、
こ
れ
が
最
も
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
が
、
法
の
世
界
か
ら
規
範
的
側
箇
、
ゾ
レ
ン
の
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デ
ュ
ギ
ー
の
い
う
社
会
規
範
と
は
、
社
会
で
生
き
る
人
間
を
支
配
す
る
（
デ
ュ
ギ
ー
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
拘
束
す
る
」
）
法
を
意
味

す
る
が
、
こ
れ
は
個
々
人
に
と
っ
て
自
ら
の
行
動
を
動
機
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
法
の
存
在
を
意
識
し
て
い

（
咽
）

る
こ
と
す
ら
必
要
と
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
現
に
、
「
社
会
連
管
帝
の
実
現
に
協
力
せ
よ
」
と
い
う
社
会
規
範
の
感
情
は
、
事
実
の
観

察
に
基
づ
く
推
論
の
結
果
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
が
事
実
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
社
会
規
範
の
感
情
が

仮
に
「
事
実
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
義
務
論
的
な
規
範
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
逆
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

デ
ュ
ギ
ー
の
方
法
論
内
部
に
お
い
て
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
社
会
規
範
の
概
念
は
、
一
定
の
社
会
で
生
活
す
る
構
成

員
の
行
動
を
客
観
的
に
観
察
し
て
得
ら
れ
る
習
慣
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
習
慣
と
は
、
①
一
定
の
集
団
の

構
成
員
な
い
し
そ
の
大
部
分
の
人
々
が
、
一
定
の
環
境
の
下
で
一
定
の
同
じ
や
り
方
で
一
般
的
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
、
②
ま
た
、

そ
の
一
般
的
な
行
動
を
考
え
る
こ
と
や
認
識
す
る
こ
と
、
維
持
し
よ
う
と
意
図
す
る
こ
と
さ
え
集
団
の
構
成
員
に
は
求
め
ら
れ
な
い
こ

と
、
等
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
宛
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
規
範
も
こ
れ
ら
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
規
範
を
含
む
社
会
規
範
は
、
集
団
の
習
慣
と
は
決
定
的
な
特
徴
に
お
い
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
芯
い
。
即
ち
、
ハ
ー

ト
に
よ
れ
ば
、
社
会
規
範
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
観
察
者
が
規
則
的
、
画
一
的
な
行
動
を
記
録
す
る
と
い
う
「
ル
ー
ル
の
外
的
側

面
（
・
鷺
の
目
色
］
Ｐ
ｍ
已
閨
・
帛
日
］
の
⑪
）
」
だ
け
で
な
く
、
社
会
規
範
を
受
け
入
れ
る
人
々
が
一
般
的
基
準
と
み
な
し
、
容
認
し
て
い
る

（
巧
）

と
い
う
「
ル
ー
ル
の
内
的
側
面
（
」
員
の
【
目
］
⑫
、
ロ
の
ｇ
・
虎
凰
巨
］
の
い
）
」
を
も
必
要
と
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
デ
ュ
ギ
ー

に
お
い
て
は
、
社
会
規
範
が
習
慣
と
同
視
さ
れ
て
い
る
点
、
即
ち
、
社
会
規
範
の
概
念
が
内
的
側
面
を
無
視
し
て
構
成
さ
れ
て
し
ま
つ

（
崎
）

て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
同
様
の
批
判
は
義
務
の
概
念
に
つ
い
て
も
い
え
麺
・
一
ナ
ニ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
義
務
と
は

要
素
を
全
く
排
除
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
が
社
会
規
範
を
誤
っ
て
習
慣
と
同
視
す
る
こ
と
と
な

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
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す
る
。

社
会
連
帯
に
基
づ
く
命
令
や
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
に
は
社
会
的
反
動
が
発
生
す
る
と
い
う
「
社
会
的
義
務
」
を
意
味
し
、
集
団
の
、

少
な
く
と
も
大
多
数
の
構
成
員
は
、
そ
う
し
た
反
動
を
必
要
と
し
要
請
す
る
精
神
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
法
命

令
・
法
規
範
は
、
社
会
的
反
動
の
可
能
性
な
い
し
蓋
然
性
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
流

の
予
測
理
論
に
通
じ
る
説
明
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ハ
ー
ト
の
い
う
よ
う
に
、
予
測
的
解
釈
に
は
義
務
を
ル
ー
ル
の
「
内
的
視
点
」
を

（
Ⅲ
）

無
視
し
て
定
義
し
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
、
義
務
や
法
規
範
は
、
ル
ー
ル
違
反
に
対
し
て
は
集
団
の
構
成
員
に
よ
っ
て
要
求

さ
れ
る
社
会
的
反
動
が
生
じ
る
だ
ろ
う
、
と
表
現
さ
れ
る
側
面
を
有
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
他
方
で
、
集
団
の
構
成
員
に
と
っ
て
は

社
会
的
反
動
や
制
裁
の
理
由
な
い
し
正
当
性
と
し
て
機
能
す
る
。
後
者
の
側
面
は
、
予
測
理
論
や
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
か
ら
は
導

き
だ
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会
的
反
動
の
可
能
性
・
蓋
然
性
・
感
情
の
み
を
対
象
と
す
る
「
外
的
視
点
」
か
ら
だ
け
で
な
く
、
行
為

の
指
針
と
し
て
ル
ー
ル
を
受
け
入
れ
る
者
の
「
内
的
視
点
」
か
ら
も
義
務
を
定
義
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
導
き
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
誤
り
は
、
そ
も
そ
も
社
会
科
学
と
り
わ
け
法
科
学
を
自
然
科
学
と
基
本
的
に
同
一
視
し
、
法
理
論
を
社
会
的
事

実
の
観
察
と
推
論
に
基
づ
い
て
構
築
し
よ
う
と
す
る
社
会
学
主
義
の
方
法
論
を
採
用
し
た
こ
と
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
）
肯
定
的
評
価
ま
ず
、
法
理
論
な
い
し
権
利
論
の
内
容
に
対
し
、
肯
定
的
に
評
価
す
べ
き
点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
以
下

の
三
点
は
、
観
察
し
た
結
果
を
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
理
論
と
い
う
意
味
で
、
科
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
デ
ュ
ギ
ー
が
そ
の
法
理
論
な
い
し
権
利
論
の
前
提
と
す
る
人
間
観
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
自
律
し
た
個
人
と
し
て
の
人

２
社
会
学
主
義
の
方
法
論
内
部
の
整
合
性

デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
自
体
に
内
在
す
る
問
題
点
か
ら
離
れ
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
方
法
論
内
部
に
お
け
る
整
合
性
の
問
題
を
検
討
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間
観
を
主
張
す
る
個
人
主
義
の
形
而
上
学
性
を
指
摘
し
そ
れ
を
理
由
と
し
て
個
人
主
義
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
「
社
会
連
帯
」
な
い

し
「
社
会
的
相
互
依
存
」
の
事
実
を
人
間
観
と
し
て
提
示
す
る
。
認
識
論
的
に
い
え
ば
、
個
人
主
義
が
提
示
す
る
人
間
観
は
「
偽
」
で

（
四
）

あ
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
よ
う
な
極
め
て
稀
有
な
例
外
を
除
き
、
「
社
会
連
》
市
」
が
「
真
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
社
会

連
帯
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
人
間
像
（
「
人
間
は
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」
）
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
基

（
釦
）

本
法
下
の
人
間
像
（
「
共
同
体
に
拘
束
さ
れ
た
人
間
」
）
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
共
同
体
主
義
的
人
間
像
（
共
同
体
に
根
ざ
し
た
徳
を

（
皿
）

（
麩
）

有
す
る
人
間
）
や
関
係
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
「
思
い
や
り
の
倫
理
」
）
へ
と
至
る
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
得
る
理
解
で
あ
る
。
｝
」
れ

ら
の
人
間
観
（
像
）
の
間
に
は
、
認
識
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
人
間
観
と
規
範
論
的
文
脈
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
人
間
観
と
の
区

別
を
前
提
に
し
た
、
主
張
内
容
の
性
質
上
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
「
社
会
連
帯
」
が
単
に
革
命
の
反
動
と
し
て
主
張
さ
れ

て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
当
該
社
会
の
伝
統
、
文
化
、
価
値
等
に
よ
り
規
定
さ
れ
つ
つ
存
在
す
る
と
い
う
人
間
の
性
質
の
一
つ
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
人
間
観
を
個
人
主
義
を
批
判
し
つ
つ
提
示
し
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

あ
蘂
・第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
、
批
判
・
排
除
・
禁
止
さ
れ
続
け
て
き
た
中
間
団
蝿
を
容
認
し
、
積
極
的
に
法
理
論
の
な
か
に
取
り

（
鴻
）

入
れ
よ
う
と
す
る
社
会
観
で
あ
る
。
一
」
の
態
度
は
、
結
社
契
約
に
関
す
る
一
九
○
一
年
七
月
一
日
法
制
定
の
前
後
の
団
体
結
成
傾
向
と

一
致
す
る
と
言
い
得
る
た
め
、
科
学
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
法
規
範
概
念
の
理
解
、
法
律
行
為
論
、
法
律
行
為
の
「
目
的
」

性
の
三
点
に
お
い
て
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

イ
デ
ニ
ギ
ー
は
、
国
家
と
中
間
団
体
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
り
両
者
を
含
め
て
社
会
連
帯
を
理
解
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
法
規

範
は
、
国
家
に
お
い
て
と
同
様
に
中
間
団
体
に
お
い
て
も
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
蕊
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
観
は
、

（
翫
）

「
法
秩
序
の
多
一
元
性
」
を
唱
え
る
自
然
法
論
の
立
場
と
も
接
点
を
持
つ
と
い
え
る
。
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ロ
中
間
団
体
の
規
約
等
の
改
廃
を
法
律
行
為
論
で
説
明
す
る
点
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
準
則
行
為
・
条
件
行
為
・
主
観
的
行
為

（
犯
）

と
い
う
法
律
行
為
の
区
別
の
う
ち
、
中
間
団
体
の
規
約
等
の
改
廃
を
準
則
行
為
と
位
置
付
け
て
い
る
。
準
則
行
為
と
は
客
観
法
に
変
化

を
も
た
ら
す
意
図
を
も
っ
て
為
さ
れ
る
法
律
行
為
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
が
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
中
間
団
体
の
規
約
等
が
そ
の
団

体
固
有
の
客
観
法
と
み
な
さ
れ
、
新
た
な
規
約
の
定
式
化
や
現
行
の
規
範
の
修
正
・
廃
止
は
、
客
観
法
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
意
図
の

下
で
行
わ
れ
る
限
り
準
則
行
為
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
。

ハ
権
利
概
念
や
権
利
主
体
性
の
概
念
を
否
定
し
な
が
ら
、
中
間
団
体
へ
の
利
益
の
帰
属
を
認
め
る
点
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
｜

定
の
利
益
が
中
間
団
体
に
帰
属
す
る
の
は
、
中
間
団
体
が
権
利
を
有
す
る
か
ら
で
も
権
利
主
体
性
を
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
も
な
く
、

（
湖
）

「
社
会
連
帯
」
な
い
し
客
観
法
に
適
っ
た
「
目
的
」
に
従
う
行
為
が
為
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
、
と
す
る
。

第
三
に
、
法
律
行
為
の
「
目
的
性
」
お
よ
び
社
会
的
職
分
の
「
目
的
性
」
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
法
判
例
な
い
し
行
政
判

例
を
統
一
的
に
説
明
す
る
理
論
を
提
示
し
得
た
点
で
あ
る
。
私
法
判
例
に
お
い
て
は
、
「
個
人
が
自
ら
の
活
動
、
自
由
、
財
産
の
過
度

の
不
公
正
な
展
開
に
よ
り
、
他
者
の
自
由
、
活
動
、
財
産
の
公
正
な
展
開
を
妨
げ
る
場
合
に
、
濫
用
は
始
ま
る
」
と
い
う
権
利
濫
用
理

（
羽
）

垂
輌
が
存
在
し
て
い
た
が
、
具
体
的
に
「
権
利
の
不
公
正
な
行
使
」
と
さ
れ
る
の
は
、
権
利
主
体
が
法
律
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
た
目

（
別
）

的
以
外
の
目
的
に
よ
っ
て
権
利
を
行
使
し
た
場
ム
ロ
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ギ
ー
に
と
っ
て
は
、
権
利
概
念
自
体
が
否
定
さ
れ
る
た
め
、
権
利

濫
用
と
い
う
表
現
自
体
も
矛
盾
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
私
法
上
の
法
律
行
為
及
び
社
会
的
職
分
が
目
的
に
よ
る
統
制
を

（
犯
）

受
け
る
と
い
う
｝
」
と
を
、
彼
は
自
ら
の
体
系
の
中
で
矛
盾
な
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
行
政
判
例
に
お
い

て
は
、
行
政
行
為
が
一
般
利
益
と
は
異
な
る
目
的
で
な
さ
れ
た
場
合
、
例
え
ば
、
個
人
的
反
感
、
政
治
的
・
宗
教
的
感
情
、
私
的
利
益

の
保
持
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
ま
た
、
一
般
利
益
に
属
す
る
目
的
で
あ
っ
て
も
法
律
が
規
定
し
た
目
的
と
は
異
な
る
も
の

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「
権
限
濫
用
（
（
一
心
←
Ｃ
旨
口
の
日
の
ロ
ー
」
の
己
Ｃ
三
・
】
『
）
」
の
暇
疵
と
し
て
統
制
さ
れ
う
る
、
と
い
う
判
例
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法
理
が
確
立
さ
れ
て
い
蕊
。
こ
の
権
限
濫
用
の
統
制
も
ま
た
、
行
政
行
為
の
目
的
に
着
目
し
そ
の
側
面
か
ら
統
制
を
行
う
こ
と
を
認
め

る
理
論
で
あ
る
た
め
、
ま
さ
に
デ
ュ
ギ
ー
の
「
目
的
性
」
の
考
え
方
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
否
定
的
評
価
次
に
、
法
理
論
の
内
容
に
つ
い
て
否
定
的
に
評
価
す
べ
き
点
、
ま
た
、
少
な
く
と
も
現
代
の
状
況
に
は
妥

当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
き
検
討
す
る
。

第
一
に
、
客
観
法
の
内
容
と
さ
れ
る
「
社
会
連
帯
」
に
つ
い
て
、
そ
の
一
義
的
把
握
が
困
難
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
ュ

ギ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
社
会
で
生
活
す
る
と
い
う
「
社
会
連
帯
」
が
客
観
的
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
、
つ
い
で
、
人
間
が
自
ら
の
行

（
鍋
）

為
を
意
識
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
心
理
的
要
素
が
「
社
会
連
帯
」
を
精
神
の
問
題
と
す
る
視
点
を
提
示
す
る
。
前
者
の

社
会
連
帯
の
事
実
に
つ
い
て
い
え
ば
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
類
似
に
よ
る
連
帯
・
機
械
的
連
帯
お
よ
び
分
業
に
よ
る
連
帯
・
有
機
的
連
帯
を

観
察
可
能
な
事
実
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
連
帯
の
事
実
の
み
な
ら
ず
、
闘
争
・
対
立
の
事
実
を
も
観
察
可
能
な

も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
シ
ャ
ル
モ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
連
帯
そ
の
も
の
が
唯
一
の
自
然
的

（
弱
）

事
実
で
は
な
い
。
生
活
の
た
め
の
闘
争
、
力
と
精
神
の
精
織
と
の
不
平
等
も
亦
、
自
然
的
の
事
実
で
あ
る
」
。
｝
」
の
瑠
疵
は
、
後
者
の

社
会
連
帯
の
精
神
と
い
う
心
理
的
側
面
に
も
波
及
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
取
り
上
げ
る
事
実
と
そ
う
で
な
い

事
実
と
の
区
別
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
一
定
の
基
準
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
自
ら
の
客
観

法
の
理
論
を
構
築
す
る
上
で
都
合
の
よ
い
事
実
だ
け
が
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
選
択
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ

の
意
味
で
デ
ュ
ギ
ー
が
実
質
的
に
自
然
法
論
者
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
的
を
得
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
局
デ
ュ
ギ
ー
が

そ
こ
か
ら
様
々
な
義
務
を
引
き
出
し
た
「
社
会
連
帯
」
は
、
確
か
に
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
て
は
い
る
が
現
実
に
は
存
在
し
な
い
「
理

（
妬
）

想
と
し
て
の
連
帯
」
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
二
に
、
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ギ
ー
が
主
張
す
る
「
社
会
連
帯
」
の
事
実
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
一
一
一
点
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

ィ
「
多
文
化
主
義
（
曰
已
威
呂
］
冨
国
］
一
切
日
）
」
の
傾
向
文
化
相
対
主
義
な
い
し
「
差
異
へ
の
権
利
」
に
由
来
す
る
「
多
文
化

主
義
」
の
傾
向
で
あ
る
。
Ｍ
・
Ｍ
・
ス
ロ
ー
タ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
信
者
の
女
生
徒
に
よ
る
公
立
学
校
で
の
ヒ
ジ
ャ
ブ
着
用
の
権
利
要

求
、
黒
人
に
よ
る
「
ア
フ
リ
カ
中
心
の
」
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
備
え
る
学
校
へ
通
学
す
る
権
利
の
要
求
、
ス
ペ
イ
ン
系
住
民
に
よ
る
言
語

（
説
）

併
用
・
文
化
適
応
の
伝
統
的
学
校
の
要
求
等
が
最
近
の
西
欧
諸
国
に
は
見
ら
れ
る
一
」
と
を
多
文
化
主
義
傾
向
の
表
れ
と
し
て
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
の
要
求
が
目
差
す
多
文
化
主
義
に
は
、
同
化
政
策
に
反
対
し
多
様
性
を
賞
賛
す
る
と
同
時
に
全
て
の
者
に
よ
り
共
有
さ
れ
る
基

本
的
な
共
通
性
を
肯
定
す
る
「
多
元
主
義
」
と
、
人
種
集
団
・
宗
教
団
体
・
文
化
集
団
の
間
の
共
通
性
を
否
定
し
諸
集
団
が
主
流
派
な

（
鋼
）

い
し
多
数
派
か
ら
分
離
さ
れ
る
｝
」
と
を
公
的
・
法
的
に
承
認
す
る
こ
と
を
求
め
る
「
分
離
主
義
」
と
が
あ
る
と
こ
ろ
、
「
啓
蒙
的
個
人

主
義
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
及
び
立
憲
国
家
」
は
、
「
究
極
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
・
「
究
極
の
抑
圧
」
・

（
羽
）

「
白
人
優
位
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
主
張
は
、
「
個
人
主
義
」
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
主
張
と
共
通
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か

し
、
デ
ュ
ギ
ー
が
「
国
民
（
ご
目
。
ご
）
」
の
要
素
と
し
て
「
利
益
・
要
求
・
願
望
の
類
似
」
・
「
類
似
に
よ
る
連
帯
」
の
み
な
ら
ず

（
佃
）

「
個
人
的
な
性
向
・
能
力
の
多
様
性
」
・
「
分
業
に
よ
る
連
》
市
」
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
と
す
る
場
ム
ロ
の
個
人
間
の
「
差
異
」
と
は
、

（
い
）

役
務
の
交
換
を
前
提
と
し
た
全
体
の
満
足
の
増
大
を
も
た
ら
す
限
り
で
考
慮
さ
れ
る
経
済
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
「
差
異
」
の
追
求

が
政
治
的
要
求
と
し
て
全
体
の
満
足
の
増
大
と
は
無
関
係
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
経
済
的
性
格
の
も
の
で
な
い
と
い
う

理
由
で
は
無
視
し
得
な
い
ほ
ど
現
代
国
家
の
基
本
的
要
素
と
な
り
つ
つ
あ
る
多
文
化
主
義
と
は
、
性
質
を
異
に
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

デ
ュ
ギ
ー
は
「
類
似
に
よ
る
連
帯
」
の
側
面
で
の
国
民
統
合
の
要
素
と
し
て
「
伝
統
・
要
求
・
願
望
の
共
同
性
」
及
び
そ
の
基
礎
に
あ

（
祖
）

る
苦
痛
な
い
し
苦
痛
を
除
去
し
よ
う
と
欲
す
る
意
思
の
共
同
性
を
指
摘
す
る
が
、
文
化
の
多
一
兀
化
は
、
｝
」
れ
ら
の
共
同
性
を
解
体
さ
せ
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結
局
、
多
文
化
主
義
的
精
神
が
現
実
の
諸
個
人
の
意
識
の
中
に
発
生
し
、
か
つ
そ
れ
に
基
づ
い
た
様
々
な
公
的
・
法
的
取
扱
、
さ
ら

に
は
政
策
決
定
や
権
力
の
配
分
に
お
け
る
影
響
力
を
求
め
る
要
求
が
提
示
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ギ
ー
流
の
「
社
会
連

帯
」
に
よ
っ
て
は
捕
捉
さ
れ
得
な
い
事
態
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
。

ロ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
噴
出
多
文
化
主
義
か
ら
一
応
は
区
別
さ
れ
う
る
現
象
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
「
民
族
」
の
概

（
楓
）

念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
自
治
、
独
立
、
主
権
領
土
の
回
復
・
拡
張
等
、
様
々

な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
「
自
決
」
を
求
め
る
人
々
の
単
位
と
し
て
最
も
大
き
い
力
を
持
つ
の
が
「
民
族
」
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

「
帝
国
」
の
崩
壊
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
世
界
的
規
模
で
の
緊
張
を
高
め
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。
現
代
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
象
と
し
て
、
連
邦
制
国
家
の
個
々
の
構
成
国
が
民
族
自
決
の
考
え
を
前
面
に
掲
げ
独
立
を
求
め
た
結
果
、
解
体

し
た
旧
ユ
ー
ゴ
、
及
び
「
共
和
国
と
い
う
地
域
の
一
体
性
」
を
前
提
と
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ム
ス
リ
ム
、
セ
ル
ビ
ァ
人
、
ク

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
デ
ー

得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

る
契
機
を
持
ち
、
新
た
な
統
合
の
要
素
を
何
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
を
緊
急
の
課
題
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
多
文
化
主
義
と
社
会
連
帯
論
と
の
両
立
不
可
能
性
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
人
間
観
な
い
し
社
会
連
帯
論
に
お
い
て
「
個
人
」

と
「
社
会
」
と
の
緊
張
関
係
が
適
正
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
デ
ュ
ギ
ー

は
、
「
人
間
は
、
そ
の
個
性
及
び
自
ら
と
他
人
と
を
結
び
つ
け
る
二
重
の
連
帯
を
意
識
し
て
い
る
。
人
間
は
、
同
時
に
個
人
的
で
あ
り

社
会
的
で
も
あ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
個
性
及
び
社
会
性
は
対
立
し
な
い
」
、
「
個
性
は
社
会
性
に
比
例
し
て
発
展
し
、
逆
も
ま
た
そ

（
“
）

う
で
あ
る
」
と
述
べ
、
個
人
の
延
長
に
社
〈
雪
の
存
在
を
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ュ
ギ
ー
の
認
識
が
事
実
に
反
し
て
い
る
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
社
会
的
権
力
に
よ
る
個
人
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
抑
圧
の
様
々
な
事
例
を
逐
一
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
く
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
連
帯
論
は
、
多
文
化
主
義
の
事
実
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
さ
れ
る
結
果
、
偽
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
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ロ
ア
チ
ア
人
三
民
族
に
よ
る
民
族
自
決
の
主
張
・
「
民
族
浄
化
」
政
策
の
推
進
に
よ
り
内
戦
を
招
い
た
ポ
ス
ー
ー
ァ
・
へ
ル
ッ
ェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
、
ソ
連
邦
解
体
後
も
各
共
和
国
内
に
複
雑
か
つ
困
難
な
民
族
問
題
を
抱
え
る
Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
な
い
し
「
新
東
蝿
」
、
移
民
や
難
民
の
流

（
幅
）

入
に
際
し
、
参
政
権
付
与
の
是
非
、
外
国
人
へ
の
反
感
・
暴
力
、
外
国
人
労
働
者
の
増
大
に
伴
う
失
業
等
の
問
題
を
抱
皇
へ
る
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
麺
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
・

こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
噴
出
現
象
を
視
野
に
置
い
た
場
合
、
認
識
論
と
し
て
の
デ
ュ
ギ
ー
の
「
社
会
連
帯
」
を
維
持
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
国
民
の
要
素
を
何
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
地
理
、
言
語
、
宗
教
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
人
種
等
の
客
観
的
要
素
を

重
視
す
る
客
観
説
と
歴
史
的
事
件
、
利
益
の
共
同
性
、
精
神
的
結
び
つ
き
の
感
情
等
の
主
観
的
要
素
か
ら
「
共
同
生
活
を
望
む
」
精
神

を
導
く
主
観
説
と
が
あ
る
と
こ
麺
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
前
者
、
デ
ュ
ギ
ー
は
後
者
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ュ
ギ
ー
が
、
「
政
治
的
権
威
・
人
種
・
’
一
一
一
口
語
・
宗
教
の
共
同
性
、
自
然
的
境
界
は
、
一
一
次
的
要
素
で
し
か
な

い
。
国
民
統
合
の
本
質
的
要
素
は
、
全
て
の
社
会
形
成
に
つ
い
て
［
述
べ
た
こ
と
］
と
同
様
に
、
伝
統
・
要
求
・
願
望
の
共
同
性
の
中

に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
明
確
に
現
れ
て
い
麺
。
こ
こ
に
お
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
が
国
民
を
結
合
さ
せ
る

「
類
似
に
よ
る
連
帯
」
の
要
素
と
し
て
、
伝
統
・
要
求
・
願
望
の
共
同
性
を
強
調
す
る
場
合
、
デ
ュ
ギ
ー
自
身
無
意
識
の
う
ち
に
、
フ

ラ
ン
ス
共
和
制
理
念
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ハ
「
絆
」
の
解
体
ジ
ャ
ン
Ⅱ
ク
ロ
ー
ド
・
ギ
ュ
ポ
ー
は
、
現
在
に
お
い
て
は
、
個
人
の
原
子
化
、
公
共
の
利
益
へ
の
無
関
心
、

私
的
領
域
へ
の
自
閉
、
血
族
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
型
の
衰
退
等
の
「
正
気
を
失
っ
た
「
自
我
」
」
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま

た
、
そ
の
原
因
が
、
個
人
主
義
思
想
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
『
わ
れ
』
の
『
わ
れ
わ
れ
』
に
対
す
る
決
定
的
勝
利
」
、
「
社
会
の

絆
の
予
定
さ
れ
て
い
た
解
体
」
に
あ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
、
「
伝
統
と
遺
産
と
い
う
こ
の
古
い
観
念

を
、
辛
抱
強
く
、
ま
た
秩
序
立
て
て
再
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
蕊
・
共
同
体
主
義
と
も
共
通
の
こ
の
認
識
を
前
提
と
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第
一
に
、
法
的
権
利
に
つ
い
て
、
社
会
学
主
義
か
ら
権
利
否
定
論
な
い
し
社
会
的
職
分
論
へ
と
必
然
的
に
至
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

に
関
す
る
社
会
学
的
な
考
察
が
可
能
で
は
な
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
権
利
を
意
思
説
的
に
定
義
し
た
上
で
権
利
慨

（
、
）

念
を
形
而
上
学
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
否
定
す
る
。
し
か
し
、
権
利
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
Ｒ
・
ポ
ナ
ー
ル
の
要
求
権
説
、
Ｊ
・

（
鉋
）

ダ
パ
ン
の
「
依
属
１
支
配
」
説
等
、
非
意
思
説
的
・
非
形
而
上
学
的
定
義
も
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
意
思
説
を

前
提
と
し
て
権
利
概
念
を
検
討
す
る
必
然
性
は
存
し
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
む
し
ろ
、
権
利
Ⅱ
意
思
力
と
す
る
立
場
に
こ
だ
わ
る
な

（
“
）

ら
ぱ
、
そ
れ
は
、
ポ
パ
ー
の
い
う
「
本
質
主
義
」
的
誤
り
を
犯
す
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
権
利
概
念
を
自
ら
の
一
定
の
価
値
基
準

に
基
づ
い
て
理
解
す
る
結
論
先
取
り
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
学
主
義
の
方
法
論
の
下
で
は
、
権
利
義
務

す
れ
ば
、
人
間
が
意
識
的
に
追
求
す
る
と
さ
れ
る
「
社
会
連
帯
」
の
内
容
は
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社

会
の
絆
の
解
体
は
、
社
会
連
帯
の
精
神
を
破
壊
し
て
し
ま
う
、
人
間
を
社
会
連
帯
の
維
持
と
い
う
目
的
を
意
識
的
に
追
求
す
る
主
体
と

は
考
え
が
た
い
状
況
を
作
り
出
す
、
「
社
会
秩
序
の
実
現
に
寄
与
す
る
責
任
」
を
課
す
社
会
法
の
存
在
を
危
う
く
す
る
等
の
結
果
を
も

た
ら
し
、
「
社
会
連
帯
」
の
存
在
自
体
を
危
う
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
社
会
連
帯
」
と
い
う
根
本
規
範
の
消
滅
を
も
た
ら
す

か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
社
会
連
帯
」
の
消
滅
を
免
れ
る
と
し
て
も
、
一
一
つ
の
サ
ン
チ
マ
ン
の
う
ち
社
会
性
の
サ
ン
チ
マ
ン
が
消

滅
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
経
済
規
範
、
道
徳
規
範
か
ら
法
規
範
へ
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
か
不
明
と
な
る
。

以
上
の
現
代
的
状
況
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
る
「
社
会
連
帯
」
の
一
義
的
理
解
に
対
し
て
動
揺
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ュ
ギ
ー
の

権
利
否
定
論
の
基
盤
自
体
を
掘
り
崩
す
こ
と
と
な
る
。

（
三
）
権
利
否
定
論
の
問
題
点
法
理
論
の
問
題
点
に
由
来
し
た
権
利
否
定
論
の
問
題
性
以
外
に
も
、
権
利
否
定
論
自
体
に
お
け

る
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
る
権
利
否
定
の
根
拠
の
い
く
つ
か
は
的
を
得
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
特
に
以
下
の
二
点

に
触
れ
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
法
的
』
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関
係
な
い
し
權
莉
行
使
が
ど
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
観
察
さ
れ
る
か
、
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
、
「
握
利
」
の
名
の
も
と
に
い
か
な
る
現
象
が
見

ら
れ
る
か
を
観
察
し
、
こ
の
観
察
鰭
呆
か
ら
の
推
論
を
新
し
い
権
利
概
念
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
も
も
と
よ
り
可
能
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
社
会
的
職
分
と
の
関
連
で
、
権
利
濫
用
に
関
す
る
最
近
の
判
例
が
デ
ニ
ギ
ー
や
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
立
場
と
乖
離
す
る
傾
向
を

見
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ピ
ロ
ヴ
ァ
ノ
は
、
「
権
利
の
社
会
的
職
分
“
ジ
ョ
ス
ラ
ン
理
論
の
運
命
に
関
す
る
考
違
ご

と
題
す
る
論
文
で
、
「
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
理
論
は
、
判
例
、
特
に
破
殴
院
の
レ
ベ
ル
で
は
、
ほ
と
ん
ど
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
結
論

づ
け
極
。
即
ち
、
「
目
的
性
」
を
全
て
の
社
会
的
職
分
に
つ
い
て
認
め
る
デ
ュ
ギ
ー
や
全
て
の
権
利
に
つ
い
て
そ
れ
を
認
め
る
ジ
ョ
ス

ラ
ン
の
立
場
と
は
異
な
り
、
所
有
権
に
関
す
る
判
例
や
企
業
の
権
限
に
関
す
る
商
事
判
例
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
法
律
、
命
令
、

規
則
等
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
塲
苔
に
し
か
、
権
利
の
社
会
的
職
分
の
理
念
に
通
じ
る
目
的
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
て
い
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
９
泣
析
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
権
利
に
つ
い
て
社
会
的
職
分
を
語
る
の
は
現
実
に
合
致
し
て
お
ら
ず
、
権
利
か

ら
朴
婆
的
職
分
へ
の
転
換
が
語
ら
れ
う
る
と
し
て
も
そ
れ
は
一
部
の
種
類
の
権
利
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

３
社
会
的
職
分
論
の
影
響
と
限
界

デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
な
い
し
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
様
々
な
評
価
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
、
社
会
学
主
義
の
方
法
論
自
体
に
由
来
す
る
問
題
点
は
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
彼
の
理
論
及
び
概
念
に
も
波
及
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
デ
ュ
ギ
ー
が
権
利
に
代
え
て
法
規
範
の
中
心
に
置
く
社
会
的
職
分
の
概
念
は
、
権
利
否
定
論
と
は
対
照
的
に
学
説
の
動
向
に

重
大
な
足
跡
を
残
す
こ
と
と
な
る
。

以
下
で
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
的
職
分
の
概
念
が
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
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第
一
に
、
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
と
は
、
資
格
あ
る
権
利
保
持
者
が
自
ら
の
物
質
的
・
精
神
的
要
求
を
満
た
す
た
め
に
与
え
ら
れ

（
脇
）

て
い
る
権
利
を
意
味
し
、
大
抵
の
権
利
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
身
体
的
・
精
神
的
・
個
人
的
・
社
会
的
な
多

く
の
側
面
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
人
格
性
の
概
成
要
素
を
内
容
と
す
る
人
格
性
の
諸
権
利
、
お
よ
び
、
有
体
的
・
無
体
的
な
物
質
に
対

（
訂
）

し
て
認
め
ら
れ
る
物
権
、
並
び
に
債
務
者
を
し
て
債
務
の
内
容
を
為
す
一
定
の
給
付
を
履
行
さ
せ
る
債
権
が
あ
る
。
》
」
れ
ら
の
権
利
は
、

そ
れ
が
保
護
す
る
諸
価
値
の
目
的
が
、
「
そ
の
資
格
あ
る
保
持
者
の
善
益
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
保
持
者
は
正
当
な
利
益
受

（
卵
）

取
人
又
は
受
益
者
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
「
自
己
中
心
的
」
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
職
分
的
権
利
と
は
、
原
則
と
し
て
は
先
の
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
享
有
主
体

が
法
人
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
人
自
体
の
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
構
成
員
の
善
益
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る

的
目
的
の
権
利
（
号
・
一
扇
一

の
区
別
論
を
見
て
お
こ
う
。

デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
否
定
を
内
容
と
す
る
権
利
論
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
｜
）
職
分
権
の
概
念
社
会
的
職
分
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
国
外
に
お
け
る
影
響
と
国
内
に
お
け
る
影
響
と
を
指
摘
す
る
こ
と

（
論
）

が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
国
内
に
お
け
る
影
響
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
即
ち
、
デ
ュ
ギ
ー
が
権
利
を
否
定
す
る
｝
」
と
に
よ
り
提

示
し
得
た
社
会
的
職
分
が
、
後
の
学
説
に
よ
り
批
判
的
に
摂
取
さ
れ
、
「
職
分
権
（
号
・
再
ｍ
‐
亀
○
口
目
・
目
）
」
と
い
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
影
響
で
あ
る
。

ま
ず
、
職
分
権
と
は
い
か
な
る
概
念
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
通
常
「
権
利
（
号
。
冒
切
昌
一
円
座
、
）
」
か
ら
区
別
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
権
利
は
、
権
利
主
体
自
身
の
利
益
の
た
め
そ
の
自
由
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
職
分
権
は
権
利
主

体
以
外
の
利
益
の
た
め
に
行
使
す
る
よ
う
に
権
利
主
体
に
付
与
さ
れ
た
権
利
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
Ｊ
・
ダ
パ
ン
に
よ
る
「
自
己
中
心

的
目
的
の
権
利
（
号
・
冒
荷
・
風
の
⑪
）
」
・
「
職
分
的
権
利
（
」
【
・
］
←
の
馬
・
ロ
圏
・
旨
の
一
ｍ
）
」
・
「
職
分
権
（
号
・
旨
，
帛
・
口
昌
目
、
）
」
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と
い
う
職
分
的
性
格
を
も
有
す
る
権
利
を
意
味
す
る
。
ダ
バ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
人
は
、
自
然
人
と
同
様
に
独
立
し
た
権
利
主
体
性
を
有

し
、
法
人
自
身
の
善
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
在
で
あ
る
と
さ
れ
蕊
。
但
し
、
法
人
の
実
在
性
は
、
そ
れ
が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ（
印
）

た
目
的
に
係
ら
し
め
ら
れ
る
た
め
、
法
人
の
権
利
は
一
」
の
よ
う
な
法
人
の
目
的
に
向
け
て
行
使
さ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
種
の
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
法
人
の
権
利
は
、
法
人
自
身
の
善
益
を
追
求
す
る
と
い
う
自
己
中
心
的
目
的
の
も
の
な
の
で
あ
り
、

こ
の
限
り
で
自
然
人
に
お
け
る
と
同
様
の
議
論
が
成
立
す
る
。
他
方
、
法
人
に
よ
る
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
は
、
同
時
に
職
分
的
性

質
を
も
有
す
る
。
そ
れ
は
、
法
人
が
「
他
の
人
格
者
、
つ
ま
り
そ
の
成
員
達
や
集
団
的
目
的
の
受
益
者
達
の
善
益
の
た
め
に
の
み
実
在

（
い
）

を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
権
利
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
職
分
的
本
性
に
由
来
す
る
性
質
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
人
は
独
立
の
権
利
主
体

性
を
有
す
る
と
は
い
え
、
「
そ
れ
ら
の
活
動
と
そ
の
資
力
と
を
無
関
係
な
目
的
に
捧
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
」
範
、
内
容
を
も
含
ん
だ
権

利
を
有
す
る
。
た
だ
、
次
に
述
べ
る
職
分
権
と
は
異
な
り
、
そ
の
目
的
が
他
人
に
仕
え
る
と
い
う
他
人
中
心
的
目
的
の
み
に
限
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
法
人
自
身
の
善
益
を
も
追
求
す
る
と
い
う
意
味
で
自
己
中
心
的
目
的
を
も
含
ん
だ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
「
職
分
的
」
権
利
と
称
さ
れ
る
理
由
が
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
職
分
権
と
は
、
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
や
職
分
的
権
利
の
よ
う
な
、
自
然
人
又
は
法
人
た
る
そ
の
保
持
者
自
身
に
仕
え

（
“
）

る
た
め
で
は
な
く
、
他
人
に
仕
え
る
た
め
の
他
人
中
心
的
目
的
の
権
利
を
意
味
す
る
。
｝
」
》
」
で
は
、
権
利
主
体
が
維
持
・
管
理
す
べ
き

（
“
）

と
さ
れ
て
い
る
諸
財
は
、
彼
の
も
の
で
は
な
い
。
ダ
バ
ン
は
、
家
族
と
国
家
を
例
と
し
て
示
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、
家

族
は
、
そ
れ
自
体
で
は
法
主
体
で
は
な
い
共
同
体
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
父
親
は
子
供
に
対
す
る
教
育
や
保
護
の
役
割
を
、
又
は
家
族

共
同
体
に
属
す
る
成
員
全
体
の
善
益
を
維
持
・
達
成
す
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
善
益
は
父
親
の
も
の
で
は

（
鴎
）

な
く
、
子
供
、
妻
等
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
は
法
人
で
あ
り
法
主
体
で
あ
る
｝
」
と
か
ら
、
精
神
的
・
金
銭
的
な
「
職
分
的
権
利
」

を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
は
、
自
然
人
、
即
ち
公
務
員
に
よ
る
個
々
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
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（
二
）
権
利
・
職
分
権
二
分
論
と
統
制
手
法
次
に
、
権
利
と
職
分
権
と
を
区
別
す
る
実
益
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
学
説
は
一
様
に
、
そ
の
限
界
の
問
題
か
ら
権
利
と
職
分
権
を
区
別
す
べ
き
と
い
う
視
点
を
採
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
一
に
、
権
利
に
対
す
る
統
制
手
法
と
し
て
は
、
「
権
利
濫
用
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
権
利
濫
用
と
は
、
「
加
害
意

（
印
）

恩
（
】
二
言
の
冒
・
ロ
ュ
の
昌
一
『
の
）
を
も
っ
て
為
さ
れ
る
権
利
行
使
を
い
う
。
こ
の
権
利
濫
用
の
基
準
は
道
徳
的
な
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
道
徳
的
正
当
性
の
な
い
権
利
行
使
は
も
は
や
法
的
に
見
て
も
正
当
な
る
権
利
行
使
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

（
“
）

げ
る
こ
し
」
が
許
さ
れ
よ
う
。

ダ
バ
ン
の
権
利
分
類
論
は
形
式
上
は
三
つ
の
権
利
に
整
理
し
て
は
い
る
が
、
権
利
、
職
分
権
、
両
者
の
性
質
を
含
む
も
の
に
区
別
し

て
整
理
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
実
質
上
は
、
権
利
と
職
分
権
の
ニ
ニ
ュ
噸
を
前
提
と
す
る
見
解
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
職
分
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
權
利
の
区
別
は
、
他
の
学
説
に
よ
っ
て
も
広
く
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｒ
・
タ
ヴ
ィ

ド
に
よ
る
「
権
利
（
」
『
・
旨
‐
ロ
・
臣
ぐ
・
】
『
の
）
」
と
「
職
分
権
（
』
８
号
‐
崗
目
・
蔵
・
目
）
」
の
区
別
、
ジ
ョ
ス
ラ
ン
に
よ
る
「
自
己
中
心
的

糖
神
の
権
利
（
号
・
】
一
切
趣
の
、
目
佇
凋
・
】
の
忌
切
）
」
と
「
愛
他
主
義
的
精
神
の
権
莉
（
号
・
芹
の
山
の
の
日
日
］
す
鳥
佇
の
）
」
の
灰
、
瓜
Ａ
・

レ
ガ
ル
と
Ｊ
・
プ
レ
ー
ト
・
ド
ゥ
・
ラ
・
グ
レ
ッ
サ
イ
ュ
に
よ
る
「
個
人
的
権
利
（
号
・
旨
冒
旦
冒
目
の
］
、
）
」
と
「
職
分
権
（
」
『
・
】
庁
‐

［
目
昌
・
ロ
）
」
の
区
別
、
Ｅ
・
ガ
イ
ャ
ー
ル
に
よ
る
「
權
莉
（
』
『
。
旨
い
臣
す
］
の
。
員
切
）
」
と
「
権
限
（
□
◎
旨
・
一
同
）
」
の
区
別
等
を
拳

と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
制
約
を
課
さ
れ
、
実
際
に
職
分
的
権
利
の
任
に
当
た
る
の
は
公
務
員
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
公
務
員

（
鮪
）

に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
権
利
が
職
分
権
た
る
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
法
人
の
職
分
的
権
利
の
場
ム
ロ
に

も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
自
ら
法
主
体
た
る
性
質
を
有
す
る
法
人
は
職
分
的
権
利
を
有
す
る
が
、
そ
の
行
使
は
自
然
人
た
る

構
成
員
に
よ
っ
て
し
か
為
さ
れ
得
な
い
故
に
、
自
然
人
・
構
成
員
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
団
体
の
職
分
的
権
利
が
職
分
権
と
し
て
捉
え

（
師
）

ら
れ
得
ｚ
》
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
職
分
権
に
対
す
る
統
制
手
法
と
し
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
な
い
し
行
政
裁
判
所
が
行
政
権
に
対
す
る
統
制
手
法
と
し

て
用
い
て
き
た
「
権
限
濫
用
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
権
利
の
目
的
性
を
統
制
の
拠
り
所
と
は
せ
ず
に
た
だ
「
加
害
意
思
」

の
み
に
限
界
を
求
め
る
権
利
濫
用
よ
り
は
、
権
利
行
使
を
広
く
統
制
す
る
機
能
を
持
つ
。
職
分
権
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
統
制
が
許
容

さ
れ
る
の
は
、
ダ
パ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
職
分
権
が
「
職
分
に
仕
え
る
こ
と
、
職
分
に
よ
り
現
実
化
す
べ
き
善
益
に
仕
え
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
一
定
の
義
務
拘
束
的
利
用
と
の
関
連
で
の
み
、
設
け
ら
れ
る
も
の
だ
し
又
妥
当
す
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
」
で
あ
麺
・
権

限
濫
用
に
よ
れ
ば
、
客
観
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
他
人
の
利
益
の
維
持
・
促
進
・
保
護
と
い
う
目
的
と
実
際
の
権
利
主
体
が
権
利
の
行

使
の
際
に
抱
い
て
い
た
目
的
と
の
棚
酪
の
有
無
が
、
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

デ
ュ
キ
ー
の
権
利
否
定
論
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
は
否
定
さ
れ
、
社
会
連
帯
の
維
持
と
い
う
目
的
か
ら
逸
脱
し
た
法
律
行
為
の
効
力

を
否
定
す
る
権
限
濫
用
の
統
制
手
法
が
全
て
の
社
会
的
職
分
の
適
法
性
を
規
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
連
帯
の
維
持
と

い
う
目
的
と
法
律
行
為
者
の
抱
い
て
い
た
目
的
と
の
齪
酪
が
問
題
と
さ
れ
る
。
ジ
ョ
ス
ラ
ン
も
、
「
自
己
中
心
的
精
神
の
権
利
」
と

「
愛
他
主
義
的
精
神
の
権
利
」
を
区
別
す
る
視
点
に
立
ち
な
が
ら
も
、
両
者
を
含
め
て
「
目
的
性
」
の
統
制
と
し
て
権
利
濫
用
を
理
解

す
る
。
こ
の
意
味
で
、
デ
ュ
ギ
ー
の
い
う
権
限
濫
用
と
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
い
う
権
利
濫
用
と
は
内
容
的
に
は
同
じ
で
あ
り
、
権
利
・
職
分

権
二
分
論
を
否
定
し
て
職
分
権
一
元
論
に
帰
着
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
同
趣
旨
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
三
）
社
会
的
職
分
論
の
限
界
こ
の
よ
う
に
、
諸
学
説
に
よ
る
職
分
権
の
概
念
と
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
る
社
会
的
職
分
の
概
念
と
の

類
似
は
、
そ
の
「
目
的
性
」
な
い
し
権
限
濫
用
の
統
制
に
よ
る
限
界
づ
け
の
観
点
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
ま
た
、
実
際
に
も
、
職
分
権

概
念
の
形
成
に
対
し
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
的
職
分
概
念
が
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
権
利
概
念
と
職
分
権
概
念
を
最
初
に
区
別
し

た
Ａ
・
ル
ア
ス
ト
の
説
明
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
ル
ァ
ス
ト
は
、
社
会
的
職
分
の

概
念
を
否
定
し
た
り
、
デ
ュ
ギ
ー
や
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
よ
う
に
社
会
的
職
分
し
か
認
め
な
い
と
い
う
一
元
的
理
解
に
対
し
、
権
利
の
一
「
名
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解
を
示
し
て
い
た
。
し
」

そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

称
の
下
に
全
く
異
な
る
概
念
を
整
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
考
え
に
は
な
い
」
、
「
誤
り
は
、
そ
の
共
存
が
相
容
れ
な
い
も
の
で

は
な
い
の
に
ど
ち
ら
か
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
」
と
批
判
し
、
「
個
人
的
権
限
（
ロ
の
『
○
ｍ
ｇ
】
ぐ
＄
旨
曰
く
区
ロ
の
一
一
の
い
）

（
、
）

と
し
て
分
析
さ
れ
る
権
利
と
真
の
社
会
的
職
分
を
構
成
す
る
權
莉
函
と
の
一
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
区
別
」
を
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
デ
ニ
ギ
ー
が
権
利
の
体
系
に
か
え
て
義
務
の
体
系
と
し
て
法
規
範
を
捉
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
社
会
的
職
分
の
概
念

は
、
職
分
権
と
い
う
権
利
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
法
理
論
の
中
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ァ
ス
ト
を
含
め

諸
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
権
利
・
職
分
権
一
五
塁
”
が
義
務
と
し
て
の
社
会
的
職
分
を
権
利
と
し
て
再
構
成
し
得
た
点
が
、
ま
さ
に

デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
的
職
分
論
の
限
界
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
即
ち
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
社
会
学
主
義
の
方
法
論
に
よ
り
形
而
上
学
的
法

概
念
を
否
定
す
る
こ
と
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
社
会
的
職
分
の
権
利
的
構
成
の
可
能
性
を
吟
味
し
な
か
っ
た
点
が
、
彼
の
社
会
的
職
分

論
の
限
界
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

但
し
、
理
論
的
問
題
と
し
て
、
社
会
的
職
分
が
権
利
概
念
を
構
成
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
、
義
務
と
権
利
と
の
両
立
可
能
性
と

い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
か
っ
て
牧
野
英
一
教
授
は
、
「
法
律
の
社
会
化
」
の
文
脈
に
お
い
て
「
権
莉
Ｍ
思
想
か
ら
義

務
思
想
へ
の
転
化
」
に
つ
い
て
語
り
、
「
既
に
権
利
と
称
し
な
が
ら
之
に
行
使
の
義
務
あ
り
と
す
る
こ
と
、
即
ち
行
使
の
義
務
あ
る
権

利
と
い
ふ
こ
と
は
、
矛
盾
し
た
思
想
を
含
ん
で
居
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
恩
ふ
」
と
述
べ
て
、
こ
の
点
に
つ
き
否
定
的
な
見

解
を
示
し
て
い
極
・
し
か
し
、
ダ
バ
ン
や
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
は
、
職
分
権
に
お
け
る
権
利
と
義
務
と
の
混
合
を
理
論
的
に
認
め
、

ま
ず
、
ダ
パ
ン
は
、
職
分
の
保
持
資
格
者
が
、
職
分
の
担
い
手
と
し
て
の
資
格
と
そ
の
実
質
を
獲
得
・
保
持
す
る
こ
と
を
万
人
に
対

し
て
主
張
し
う
る
と
い
う
職
分
へ
の
権
利
と
い
う
側
面
、
ま
た
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
職
分
の
保
持
に
基
づ
い
て
、
自
ら
が
責
め
を
負

（
両
）

う
利
益
の
た
め
に
最
善
と
考
え
る
｝
」
と
を
行
う
自
由
と
い
う
側
面
、
の
一
一
つ
の
点
に
お
い
て
権
利
概
念
が
現
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の



客観主義の権利論（高作正博）7１

考
え
方
の
背
後
に
は
、
当
然
に
権
利
の
定
義
に
関
す
る
タ
バ
ン
独
特
の
理
解
が
潜
ん
で
い
る
。
ダ
パ
ン
の
権
利
Ⅱ
「
依
属
－
支
配
」
説

に
よ
れ
ば
、
権
利
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
二
つ
の
要
素
、
即
ち
自
然
人
や
法
人
な
ど
の
主
体
に
一
定
の
物
質
的
・
非
物
質
的

諸
善
益
な
い
し
諸
価
値
が
様
々
な
態
様
に
お
い
て
帰
属
す
る
状
態
自
体
を
意
味
す
る
「
依
属
」
の
要
素
、
お
よ
び
依
属
に
よ
り
生
み
出

（
砲
）

さ
れ
る
事
物
に
対
す
る
自
由
な
処
分
能
力
を
意
味
す
る
「
支
配
」
の
要
素
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
職
分
権
が
権
利
の
性
質
を
承
認

さ
れ
る
に
は
こ
れ
ら
の
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
子
供
の
利
益
の
た
め
に
働
く
親

の
職
分
、
あ
る
い
は
公
共
の
利
益
の
た
め
に
働
く
公
務
員
の
職
分
が
客
観
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
主
体
と
結
び
つ
い
て
依
属
の
価
値

を
示
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
職
分
の
保
持
者
は
自
ら
の
行
為
が
職
分
の
要
求
に
合
致
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

（
お
）

う
意
味
で
支
配
の
要
素
も
存
し
て
い
る
｝
」
と
か
ら
、
説
明
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ー
ト
も
ま
た
、
こ
の
「
行
使
の
義
務
あ
る
権
利
」
の
概
念
を
肯
定
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
と
は
異
な
り
、
ハ
ー
ト
は
職
分
権

と
い
う
名
こ
そ
使
用
し
な
い
が
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
る
法
的
権
利
論
の
検
討
に
際
し
て
自
由
権
に
触
れ
、
「
片
面
的
な
自
由
権
」
と
い
う

名
で
実
質
的
に
は
職
分
権
を
検
討
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
ず
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
権
」
は
為
す
べ
き
責
務
も
為
す
べ
き

で
な
い
責
務
も
負
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
「
両
面
的
」
な
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
自
然
状
態
に
お
い
て
人
々
が
持
つ
よ
う
な
権
利
」
、

（
祁
）

即
ち
自
然
権
に
他
な
ら
な
い
。
ベ
ン
サ
ム
が
挙
げ
て
い
る
例
の
大
部
分
や
そ
れ
に
関
す
る
一
般
的
な
説
明
は
、
自
由
権
を
両
面
的
な
も

（
刀
）

の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
と
一
」
ろ
が
、
ベ
ン
サ
ム
は
自
由
権
の
形
成
に
は
「
片
面
的
自
由
」
さ
え
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
か
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
あ
る
行
為
を
行
う
権
利
は
、
常
に
そ
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
責

務
を
排
除
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
、
人
は
為
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
行
う
権
利
を
常
に
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

（
耐
）

と
に
な
る
」
。
従
っ
て
、
一
」
の
意
味
で
の
自
由
権
は
、
「
そ
れ
を
な
す
べ
き
責
務
と
両
立
可
能
」
な
い
し
「
そ
の
責
務
に
含
ま
れ
て
い

（
、
）

る
」
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
は
、
全
て
の
片
面
的
自
由
を
含
め
る
よ
う
な
権
利
観
念
の
拡
張
は
、
「
一
一
一
回
葉
の
慣
用
法
に
も
一
致
し
な
い
し
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以
上
の
よ
う
に
、
職
分
権
の
構
想
は
決
し
て
理
論
的
に
誤
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
様
な
権
利
概
念
を
理
解
す
る
上
で
必
要

不
可
欠
な
概
念
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
的
職
分
論
の
限
界
ひ
い
て
は
権
利
否
定
論
に
対
す
る
不
支
持

は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
る
社
会
的
職
分
の
権
利
的
構
成
に
対
す
る
配
慮
の
欠
如
に
あ
る
と
い
う
点
を
見
落
と
し
て
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。

有
用
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
白
」
と
す
る
が
、
他
方
で
「
片
面
的
自
由
を
行
為
へ
の
権
利
と
し
て
語
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
特
定

の
文
脈
も
疑
い
な
く
存
在
す
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
二
股
的
ル
ー
ル
の
例
外
と
し
て
、
個
人
が
一
般
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る

何
ら
か
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
単
に
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
法
的
に
要
求
も
さ
れ
て
い
る
塲
否
が
あ
る
」
こ
と
を
承
認
す
る
の

（
例
）

で
あ
る
。

（
４
）

（
５
）

（
２
）

（
３
）

（
１
）

○
・
再
】
己
の
耳
》
田
ｐ
「
鐙
』
⑩
冒
○
「
Ｐ
』
⑩
巳
巨
富
の
』
鴎
。
匡
猛
口
斡
・
詞
の
自
己
亀
⑩
の
》
勺
Ｐ
風
、
》
Ｓ
鵠
・
己
。
ご
葛
．
。
§
望
．
、
賃
§
烏
倶
罵
＆
員
冒
の

§
ｓ
ｏ
量
□
『
＆
８
℃
・
凰
硅
鷺
一
・
ロ
》
］
垣
】
⑫
．
□
・
圏
蝉
』
ｇ
》
、
亘
呂
８
９
自
吋
３
コ
（
ｐ
：
§
号
・
麓
ご
「
一
息
ｂ
：
冨
盈
一
・
コ
．
】
①
Ｅ
》
ご
』
ｇ

の
一
ｍ
．
》
。
．
□
画
く
］
》
い
⑩
具
、
。
量
』
。
（
且
、
ロ
【
厨
司
の
巴
、
巾
批
ｂ
⑨
「
（
の
。
８
。
◎
己
．
ｏ
】
一
・
》
己
・
田
の
←
の
。
｝
四
・
］
・
伊
固
、
冠
・
Ｆ
Ｐ
ｏ
ｏ
目
８
頁
】
○
口
。
の

一
同
Ｂ
←
こ
の
Ｆ
の
。
己
□
巨
砲
日
←
》
。
⑪
己
の
エ
「
○
宣
己
⑩
②
こ
の
田
言
｛
。
⑤
○
七
言
⑮
ａ
層
且
「
○
麓
恩
凰
⑩
、
。
ｇ
○
一
○
ｍ
曰
⑩
」
Ｅ
司
亘
ご
臣
⑦
】
］
忠
い
目
』
‐
頤
・

ロ
・
』
忠
の
一
ｍ
．
》
シ
ャ
ル
モ
ン
・
前
掲
一
（
詔
）
二
八
七
頁
、
二
八
九
頁
、
畑
・
前
掲
一
（
訂
）
［
デ
ュ
ギ
ー
の
法
理
論
に
関
す
る
若
干
の
考

察
］
一
四
三
頁
以
下
、
同
・
餌
掲
一
（
印
）
［
同
法
］
八
○
頁
以
下
、
同
。
前
掲
一
（
訂
）
［
『
正
義
の
サ
ン
チ
マ
ン
』
と
『
圧
制
へ
の
抵

抗
』
の
理
論
］
五
九
頁
以
下
等
参
照
。

田
・
ロ
ロ
、
昌
一
】
曰
Ｔ
Ｂ
慰
巨
一
・
円
マ
ロ
ロ
・
巴
』
１
画
韻
・

高
橋
・
前
掲
一
（
５
）
［
国
家
］
’
○
八
頁
、
同
。
前
掲
一
（
５
）
［
現
代
憲
法
理
論
の
源
流
］
二
一
二
頁
、
三
代
川
潤
四
郎
「
デ
ュ
ギ
ー

に
お
け
る
連
帯
の
概
念
（
一
一
。
完
）
」
法
学
一
八
巻
二
号
（
一
九
五
四
）
四
二
頁
以
下
等
参
照
。

清
水
幾
太
郎
「
コ
ン
ト
と
ス
ペ
ン
サ
ー
」
前
掲
一
（
３
）
［
コ
ン
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
］
九
頁
。

カ
ー
ル
。
Ｒ
・
ポ
パ
ー
、
藤
本
隆
志
・
石
垣
涛
郎
・
森
博
訳
『
推
測
と
反
駁
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
○
）
六
二
頁
以
下
、
八
九
頁
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グー、〆ﾛ、グー、〆■、

１６１５１４１３
、-’ﾐｰﾉ～’、.ノ

’－，'－，’－，

１２１１１０
、－’、－'、－’

グー、

９
，－／

〆■、

８
、三

（
７
）

’－，

６
ﾐーゾ

以
下
、
四
八
六
頁
以
下
等
。

ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
観
察
主
義
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
周
囲
を
見
ま
わ
し
、
眼
と
耳
を
開
き
、
見
た
り
聞
い
た
り
な
ど
す
る
も
の
を
記
録

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
に
つ
い
て
知
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
知
識
の
素
材
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
」
で
あ
る
。
パ
ポ
ー
・

前
掲
（
５
）
一
九
八
頁
。

ポ
パ
ー
は
、
演
鐸
主
義
を
、
「
科
学
は
観
察
か
ら
出
発
し
、
帰
納
に
よ
っ
て
一
般
化
へ
進
み
、
究
極
的
に
は
理
論
へ
進
む
と
す
る
見
解
」
と

す
る
。
パ
ポ
ー
・
前
掲
（
５
）
二
五
四
頁
。

長
谷
部
恭
男
「
理
性
の
彼
方
の
軽
や
か
な
希
望
ｌ
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
Ⅱ
新
し
い
封
建
制
？
』
と
い
う
疑
問
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
答
え

ら
れ
る
か
」
法
時
六
八
巻
六
号
（
一
九
九
六
）
一
七
五
頁
。

旨
・
旨
，
、
］
Ｐ
口
、
宣
貝
弓
声
の
日
巨
屋
２
］
盲
目
］
ｍ
の
】
角
ゐ
ロ
の
功
一
】
。
■
、
。
［
切
目
］
の
Ｃ
冒
辱
］
・
Ｐ
口
の
、
蔵
。
■
、
。
【
ご
◎
葛
宵
・
旨
（
ど
『
閉
詮
冒
‐

愚
：
ｐ
』
駮
冒
・
苞
⑩
菖
逗
．
ｂ
其
寄
、
§
８
§
＆
田
へ
喧
蔓
ヨ
ロ
ｅ
『
（
富
・
国
・
の
の
ロ
［
の
区
の
』
・
》
』
⑩
程
）
己
・
幽
亀
・

木
田
元
『
現
代
の
哲
学
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
）
三
五
頁
。

木
田
・
前
掲
（
、
）
三
一
頁
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
、
中
村
雄
二
郎
訳
『
哲
受
ｊ
入
門
』
（
白
水
社
、
一
九
七
二
）
二
○
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
批
判
に
対
し

て
は
、
「
方
法
論
の
選
択
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
「
選
択
さ
れ
た
一
々
法
論
の
実
践
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
と

す
る
反
論
も
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
。
長
谷
歎
詐
恭
男
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
「
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
自
体
の
形
而
上
学
的
性
格
」
が
全
て
の
研
究

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
学
主
義
に
つ
い
て
も
帰
属
す
る
性
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
》
」
の
反
論
は
説
得
力
を

も
っ
て
く
る
。
長
谷
部
・
前
掲
一
（
焔
）
二
五
頁
参
照
。

田
．
、
臣
、
巳
一
・
ト
。
同
日
民
》
閂
・
己
・
＄
・

国
・
伊
・
諺
・
国
閏
一
》
黒
め
８
月
§
・
＆
』
Ｐ
Ｅ
．
。
己
．
Ｃ
】
一
・
．
□
・
Ｐ
ｂ
・
患
・
ハ
ー
ト
・
前
掲
一
（
ね
）
一
一
、
六
一
一
一
頁
。

国
・
田
・
抄
出
的
１
》
。
□
・
ａ
一
・
》
弓
・
患
，
田
・
ハ
ー
ト
・
前
掲
一
（
ね
）
六
三
頁
以
下
。

な
お
、
社
会
的
規
範
と
習
慣
と
の
混
同
と
い
う
点
は
、
エ
ス
マ
ン
が
指
摘
し
て
い
た
法
律
と
慣
習
法
と
の
混
合
と
い
う
点
と
は
異
な
る
。
し
．

固
め
日
の
目
向
忌
日
目
豚
鳥
ｓ
ｄ
芦
８
月
昼
員
。
§
⑯
『
ず
§
や
ｐ
爵
⑩
：
。
。
ｓ
Ｑ
鼠
③
の
巴
．
．
』
臼
公
も
・
仁
．
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
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〆、

２１
、＝〆

〆向、〆■へ〆白、'－，

２０１９１８１７
、-〆、-〆田一〆、＝

ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
、
篠
崎
栄
訳
『
美
徳
な
き
時
代
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
）
、
Ｍ
・
Ｊ
・
サ
ン
デ
ル
、
菊
池
理
夫
訳

『
自
由
主
義
と
正
義
の
限
界
』
（
三
嶺
瞥
房
、
一
九
九
二
）
、
井
上
達
夫
『
共
生
の
作
法
ｌ
会
話
と
し
て
の
正
義
ｌ
』
（
創
文
社
、
一
九

八
六
）
一
九
三
頁
以
下
、
同
「
共
同
体
の
要
求
と
法
の
限
界
」
千
葉
四
巻
一
号
（
’
九
八
九
）
一
二
一
頁
以
下
、
同
「
共
同
体
論
ｌ
そ
の

諸
相
と
射
程
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
現
代
に
お
け
る
〈
個
人
Ｉ
共
同
体
ｌ
国
家
〉
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
○
）
六
頁
以
下
、
同
「
自
由
を
め

等
参
照
。

囮
・
伊
・
』
・
出
周
一
．
◎
己
，
昌
・
・
弓
・
巴
「
①
］
・
ハ
ー
ト
・
前
掲
一
（
ね
）
九
一
頁
以
下
。

四
・
旧
・
缶
・
四
口
『
一
》
Ｃ
己
・
島
．
．
ｇ
・
垣
◎
０
℃
］
・
ハ
ー
ト
。
前
掲
一
（
ね
）
’
○
○
頁
。

菅
野
・
前
掲
一
（
ね
）
’
四
頁
。

根
森
健
「
『
基
本
法
の
人
間
像
』
と
基
本
法
の
経
済
政
策
的
中
立
性
ｌ
投
資
助
成
判
決
ｌ
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲

法
判
例
』
（
信
山
社
、
一
九
九
六
）
二
六
頁
以
下
。
ま
た
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
、
阿
部
照
哉
他
訳
『
西
ド
イ
ツ
憲
法
網
要
』
（
日
本
評

論
社
、
一
九
八
三
）
六
○
頁
、
押
久
保
倫
夫
「
『
個
人
の
尊
重
』
の
意
義
ｌ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
人
間
像
』
論
を
検
討
し
て
ｌ
」
時
岡
弘

先
生
古
稀
記
念
『
人
権
と
憲
法
裁
判
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
二
）
一
一
一
三
頁
以
下
、
根
森
健
「
人
間
の
尊
厳
の
具
体
化
と
し
て
の
人
格
権
」
小

林
孝
輔
編
『
ド
イ
ツ
公
法
の
理
論
ｌ
そ
の
今
日
的
意
義
Ｉ
』
（
｜
粒
社
、
一
九
九
二
）
三
○
八
頁
以
下
等
参
照
。

ド
イ
ツ
流
の
「
人
間
の
尊
厳
」
と
の
関
連
で
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
人
間
像
な
い
し
「
個
人
の
尊
重
」
の
理
解
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
江
橋
崇
「
立
憲
主
義
に
と
っ
て
の
『
個
人
』
ジ
ュ
リ
臨
増
『
憲
法
と
憲
法
原
理
Ｉ
現
況
と
展
望
』
（
一
九
八
七
）
二
頁

以
下
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
「
人
間
の
尊
厳
と
個
人
の
尊
重
」
星
野
英
一
・
田
中
成
明
編
『
法
哲
学
と
実
定
法
学
の
対
話
』
（
有
斐
閣
、
一

九
八
九
）
六
二
頁
以
下
、
粕
谷
友
介
「
人
間
の
尊
厳
と
個
人
の
尊
重
」
星
野
・
田
中
編
・
前
掲
［
法
哲
学
と
実
定
法
学
の
対
話
］
七
四
頁

以
下
、
佐
藤
幸
治
「
個
人
の
尊
厳
と
国
民
主
権
」
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
野
中
俊
彦
『
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九

四
）
三
頁
以
下
、
栗
城
涛
夫
・
戸
波
江
二
編
『
憲
法
』
（
青
林
脅
院
、
一
九
九
五
）
四
六
頁
以
下
［
根
森
健
執
箪
］
、
戸
波
江
二
「
幸
福
追

求
権
の
構
造
」
公
法
五
八
号
二
九
九
六
）
八
頁
以
下
、
青
柳
幸
一
『
個
人
の
尊
重
と
人
間
の
尊
厳
』
（
尚
学
社
、
’
九
九
六
）
五
頁
以
下

橋
和
之
「
エ
ス
マ
ン
と
デ
ュ
ギ
ー
」
杉
原
泰
雄
編
『
講
座
・
憲
法
学
の
基
礎
４
憲
法
思
想
』
（
勁
草
齊
房
、
一
九
八
九
）
’
二
二
頁
以

下
参
照
。
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〆＝、

２６
、￣

（
妬
）

（
皿
）

〆、

２３
，－ゾ

（
皿
）

高
井
裕
之
「
憲
法
に
お
け
る
人
間
像
の
予
備
的
一
考
察
（
｜
）
（
二
）
（
一
一
一
）
（
四
）
ｌ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
［
の
旦
日
目
の
］
ご
『
】
８
２
‐

Ｑ
ｇ
８
を
手
が
か
り
に
ｌ
」
産
法
二
一
一
一
巻
四
号
（
一
九
九
○
）
｜
頁
以
下
、
一
一
四
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
一
）
四
三
頁
以
下
、
二
五
巻
一
一
・

四
号
（
一
九
九
二
）
一
六
一
頁
以
下
、
一
一
六
巻
一
一
一
・
四
号
（
一
九
九
一
一
一
）
四
一
頁
以
下
、
同
「
関
係
性
志
向
の
権
利
論
・
序
説
（
一
）
（
二
）

（
三
。
完
）
」
民
商
九
九
巻
三
号
（
一
九
八
八
）
六
○
頁
以
下
、
同
巻
四
号
（
一
九
八
九
）
二
一
頁
以
下
、
同
巻
五
号
二
五
頁
以
下
、
同

「
生
命
の
自
己
決
定
と
自
由
」
ジ
ュ
リ
九
七
八
号
二
九
九
一
）
一
○
六
頁
以
下
等
参
照
。

人
間
観
を
「
近
代
公
法
に
お
け
る
人
間
」
と
「
現
代
公
法
に
お
け
る
人
間
」
と
に
分
け
て
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
デ
ュ
ギ
ー
の
人
間
観

を
後
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
手
島
孝
「
公
法
に
お
け
る
人
間
」
芦
部
信
喜
他
編
『
岩
波
講
座
基
本
法
学

１
』
（
岩
波
轡
店
、
一
九
八
三
）
七
九
頁
以
下
。
同
様
に
、
現
代
国
家
に
お
け
る
人
間
観
に
つ
き
、
佐
藤
幸
治
「
法
に
お
け
る
新
し
い
人
間

像
ｌ
憲
法
学
の
領
域
か
ら
の
管
見
ｌ
」
芦
部
他
編
・
前
掲
［
岩
波
講
座
基
本
法
学
１
］
三
二
五
頁
以
下
参
照
。

』
・
富
・
可
ｐ
ｐ
ｍ
の
》
い
□
屋
９
蔵
＆
目
②
・
・
冒
斡
○
コ
目
ｓ
ｏ
昼
ｂ
§
【
曰
・
守
目
っ
貝
、
》
勺
ご
回
】
①
『
『
》
□
・
醤
の
一
ｍ
・
一
○
‐
シ
・
○
・
冒
回
ａ
》

口
守
①
「
芯
②
己
§
一
ｓ
：
②
．
『
の
囚
．
．
□
し
い
い
○
園
》
］
⑪
＄
》
己
．
『
圏
の
一
ｍ
．
》
』
・
国
◎
す
の
１
２
』
・
ロ
巨
罵
閂
》
ロ
『
◎
号
烏
冨
嵜
・
ヨ
ョ
⑩
巴

」
３
３
肝
吾
冒
目
ョ
の
貝
。
』
の
鰯
・
○
の
ど
・
・
三
○
Ｚ
目
○
四
■
国
、
自
局
二
］
④
綴
も
。
『
］
函
９
ｍ
・

デ
ュ
ギ
ー
は
、
社
会
学
主
義
の
見
地
か
ら
「
現
代
の
社
会
学
的
、
団
体
結
成
傾
向
」
を
前
提
と
し
、
個
人
主
義
説
で
は
説
明
不
能
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
た
上
で
自
ら
の
法
理
論
に
よ
る
整
理
を
試
み
て
い
る
。
Ｆ
Ｄ
屋
、
昌
一
》
旧
図
：
月
冒
己
圓
・
ョ
の
§
号
・
騨
で
、
：
》
６
．
巴

の
一
切
・
》
早
目
芯
．
←
・
】
．
ｐ
患
、
の
一
切
・

Ｆ
ｂ
Ｅ
閃
昌
一
・
ト
⑮
２
日
月
ご
「
日
ロ
§
：
§
号
。
（
』
ご
§
』
Ｐ
己
．
』
Ｅ
の
（
の
．
ま
た
、
山
元
一
「
《
法
》
《
社
会
像
》
《
民
主
主
義
》

（
一
二
）
ｌ
フ
ラ
ン
ス
憲
法
思
想
史
研
究
へ
の
一
視
角
ｌ
」
国
家
一
○
六
巻
九
・
一
○
号
（
一
九
九
一
一
一
）
一
一
一
頁
以
下
、
同
「
《
法
》
《
社

ぐ
る
知
的
状
況
Ｉ
法
哲
学
の
側
か
ら
」
ジ
ュ
リ
九
七
八
号
（
’
九
九
一
）
二
一
頁
以
下
、
森
村
進
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
同
体
主
義
」
矢

崎
光
圀
・
長
尾
龍
一
監
修
『
法
哲
学
的
思
考
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
九
）
七
頁
以
下
等
参
照
。
ま
た
、
弱
者
援
助
義
務
の
根
拠
付
け
と
し
て

「
相
互
に
結
び
つ
き
あ
っ
た
利
人
的
な
連
帯
的
人
間
像
を
前
提
」
と
す
る
立
場
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
河
見
誠
「
弱
者
援
助
義
務
の
内
容

と
法
哲
学
的
根
拠
付
け
ｌ
福
祉
国
家
の
人
間
論
的
前
提
を
求
め
て
Ｉ
」
仙
台
白
百
合
短
期
大
学
紀
要
二
一
号
（
一
九
九
三
）
一
頁
以
下
参

照
。
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会
像
》
《
民
主
主
義
》
（
四
）
」
国
家
一
○
七
巻
一
一
一
・
四
号
（
’
九
九
四
）
一
一
一
五
頁
以
下
、
同
「
《
法
》
《
社
会
像
》
《
民
主
主
義
》

（
五
。
完
）
」
国
家
一
○
七
巻
九
・
’
○
号
二
九
九
四
）
一
四
九
頁
以
下
参
照
・

（
幻
）
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
、
水
波
朗
・
栗
城
薄
夫
・
野
尻
武
敏
共
訳
『
自
然
法
ｌ
社
会
・
国
家
・
経
済
の
倫
理
ｌ
」
（
創
文
社
、
一
九
九
五
）

一
一
一
○
二
頁
以
下
、
田
中
耕
太
郎
『
法
律
学
概
論
」
（
学
生
社
、
’
九
五
八
）
’
七
頁
以
下
等
参
照
・

（
躯
）
田
ｂ
口
、
昌
一
》
早
口
愚
・
己
・
弓
・
笛
『
‐
笛
、
．

（
羽
）
デ
ュ
ギ
ー
は
、
結
社
、
同
業
組
合
、
財
団
等
の
諸
団
体
が
本
来
的
に
権
利
主
体
か
ど
う
か
、
権
利
の
保
持
者
た
り
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
は
問
題
で
は
な
く
、
諸
団
体
が
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
社
会
連
帯
な
い
し
客
観
法
に
し
た
が
っ
た
目
的
を
追
求
し
て
い
る
の
か
、
当
該
行
為

が
こ
の
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
「
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
目
的
の
下
で

な
さ
れ
た
行
為
は
す
べ
て
、
法
的
に
承
認
さ
れ
、
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
に
よ
る
財
産
の
利
用
も
ま
た
保
護
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
田
・
ロ
ロ
、
昌
一
．
Ｒ
：
日
昆
否
、
日
§
・
弓
骨
身
・
時
、
風
鼠
己
・
薗
・

ま
た
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
法
律
行
為
に
お
け
る
目
的
に
関
す
る
自
ら
の
理
解
が
現
代
の
法
律
や
判
例
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
と
し
、
自
ら

の
法
律
行
為
論
を
補
強
す
る
証
拠
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
結
社
に
関
す
る
一
九
○
一
年
七
月
一

日
法
で
あ
る
。
「
こ
の
法
律
を
読
ん
で
最
初
に
驚
く
の
が
、
法
人
又
は
法
人
格
と
い
う
伝
統
的
な
表
現
が
一
度
も
出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
・

「
こ
の
こ
と
は
、
立
法
者
が
合
法
な
結
社
に
認
め
ら
れ
る
保
障
を
法
人
格
…
…
以
外
の
概
念
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
こ
と
を
即
座
に
示
す
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
。
「
法
律
の
条
文
を
見
る
と
、
個
々
の
条
文
に
は
現
代
法
の
基
本
概
念
た
る
目
的
概
念
が
現
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
の

こ
と
は
、
常
に
私
が
説
明
し
て
き
た
こ
と
に
近
い
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
立
法
者
が
保
護
す
る
も
の
は
、
存
在
し
な
い
結
社
の
団
体
意
思
で

も
人
格
で
も
な
く
、
そ
の
構
成
員
が
追
求
す
る
目
的
で
あ
る
」
。
田
・
口
皀
、
昌
卜
③
“
：
厨
司
日
§
・
園
骨
身
。
（
：
、
蔦
七
・
コ
の
。
←
の
．

（
釦
）
田
・
Ｄ
Ｅ
ｍ
日
一
．
己
．
旦
鼠
烏
・
閂
・
ｂ
ｐ
西
畠
１
画
＄
・

（
弧
）
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
私
法
学
者
の
ル
ィ
・
ジ
ョ
ス
ラ
ン
で
あ
る
。
田
・
』
。
、
、
円
自
ｇ
ｂ
の
（
甸
各
司
騨
：
”
号
・
尉
凰
烏

一
①
ｓ
『
呉
凰
員
鼠
噌
の
図
・
も
、
目
、
》
」
①
＄
・
ジ
ョ
ス
ラ
ン
は
、
権
利
濫
用
の
基
準
に
つ
い
て
、
「
濫
用
的
行
為
と
は
、
制
度
の
目
的
、
そ

の
精
神
、
そ
の
目
的
性
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
（
』
》
：
←
の
：
臣
、
篤
の
⑪
こ
》
、
。
←
の
８
員
日
】
門
の
：
ず
員
』
の
』
》
冒
切
二
目
註
。
Ｐ
似
切
ｏ
口

の
⑩
Ｒ
辱
の
｛
蝕
閏
『
一
息
Ｅ
⑥
．
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
田
・
］
。
②
、
の
日
且
》
８
・
ａ
二
・
》
己
．
＄
⑪
．
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’＝、グー、

３９３８
、三、￣

（
師
）

〆■、グー、

３６３５
、－’、－〆

（
弧
）

’－，／■、

３３３２
ﾐｰｺﾞ、.’

シ
ャ
ル
モ
ン
・
前
掲
一
（
躯
）
二
八
四
頁
。

三
代
川
・
前
掲
一
（
２
）
六
○
頁
、
同
。
前
掲
（
３
）
四
四
頁
以
下
。
中
井
・
前
掲
一
（
２
）
四
五
頁
、
同
「
デ
ニ
ギ
ー
に
於
け
る
法
思
想

の
発
展
」
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
十
周
年
記
念
『
法
学
論
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
）
一
五
頁
、
シ
ャ
ル
モ
ン
・
前
掲
一
（
鍋
）
二

八
九
頁
、
牧
野
・
前
掲
序
章
（
２
）
三
七
三
頁
参
照
。

富
・
菖
・
、
］
：
、
三
の
『
・
弓
夛
の
日
ロ
属
目
］
冨
国
】
、
の
房
。
□
。
。
辱
・
・
己
已
・
凶
＆
‐
単
『
Ｐ
「
多
文
化
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
山
内
昌
之
『
民
族
問
題

入
門
』
（
中
公
文
庫
、
一
九
九
六
）
二
○
五
頁
以
下
、
梶
田
孝
道
『
統
合
と
分
裂
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
Ｉ
Ｅ
Ｃ
・
国
家
・
民
族
ｌ
』
（
岩
波
新

瞥
、
一
九
九
三
）
一
二
六
頁
以
下
、
能
登
路
雅
子
「
文
化
多
元
主
義
の
行
方
」
蓮
實
重
彦
・
山
内
昌
之
編
『
い
ま
、
な
ぜ
民
族
か
』
（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
）
九
八
頁
以
下
等
参
照
。

富
・
旨
．
、
］
目
、
頁
曾
・
己
．
。
】
一
・
》
ｇ
・
召
Ｃ
‐
単
己
・

富
・
巨
・
、
］
防
巨
、
富
国
．
。
ご
・
・
】
一
・
．
目
・
召
の
，
葛
Ｃ
・
な
お
、
ス
ロ
ー
タ
ー
は
、
同
化
政
策
（
単
一
文
化
主
義
）
、
多
元
主
義
的
政
策
、
分
離
主

義
的
政
策
の
選
択
の
背
後
に
あ
る
問
題
の
一
つ
に
、
法
的
主
体
を
個
人
と
す
る
か
集
団
と
す
る
か
と
い
う
問
題
が
存
す
る
と
す
る
。

冨
・
三
・
ｍ
］
回
巨
、
ご
ｇ
・
ロ
・
臼
戸
》
巳
・
召
切
の
一
ｍ
．
こ
の
「
集
団
の
権
利
（
周
。
臣
ご
『
】
、
言
）
」
の
概
念
は
、
個
人
主
義
を
基
調
と
す
る
啓
蒙

主
義
と
緊
張
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
石
川
健
治
「
個
人
の
人
権
と
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
ジ
ュ
リ

一
○
二
二
号
（
’
九
九
一
一
一
）
一
一
一
九
頁
以
下
、
同
「
多
民
族
社
会
化
と
個
人
の
人
権
」
田
村
武
夫
・
青
木
宏
治
・
大
内
憲
昭
編
『
憲
法
の
二
十

一
世
紀
的
展
開
」
（
明
石
書
店
、
一
九
九
七
）
七
三
頁
以
下
、
常
本
照
樹
「
人
権
主
体
と
し
て
の
個
人
と
集
団
」
長
谷
部
恭
男
編
『
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
ス
現
代
の
憲
法
」
（
日
本
評
論
社
、
’
九
九
五
）
八
一
頁
以
下
等
参
照
。

げ
じ
ロ
、
巳
一
．
旱
自
蔵
一
・
円
》
□
・
』
『
◎
．

Ｊ
・
リ
ヴ
ェ
ロ
、
兼
子
仁
・
磯
部
力
・
小
早
川
光
郎
編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
）
二
七
六
頁
以
下
、
阿

部
泰
隆
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
論
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
）
八
三
頁
以
下
、
兼
子
仁
『
行
政
法
総
論
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
）
四
五

頁
、
一
六
○
頁
等
参
照
。

こ
の
こ
と
を
、
一
一
一
代
川
潤
四
郎
教
授
は
、
「
事
実
と
し
て
の
社
会
連
帯
」
と
「
社
会
連
帯
の
感
憎
」
と
表
現
す
る
。
三
代
川
・
前
掲
一
（
２
）

こ
の
こ
と
を
、

五
○
頁
以
下
。
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田
・
ロ
巨
函
色
】
一
・
Ｆ
》
回
冒
鈩
［
一
己
・
高
・

い
り
Ｃ
巳
、
昌
一
壹
旧
》
吋
日
』
・
Ｐ
ご
己
・
念
‐
圏
・

田
．
、
巨
晒
昌
一
》
伊
臥
一
旦
》
Ｆ
己
．
『
』
・

句
・
口
巨
、
巳
←
】
旧
】
同
旨
』
・
閂
・
已
已
・
巴
‐
巴
・

「
民
族
」
に
つ
い
て
は
、
「
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
受
け
継
ぐ
本
源
的
性
格
や
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
基
準
」
を
重
視
す
る
「
原
初
主
義

（
巳
１
日
・
己
冒
］
】
、
日
）
」
と
、
「
意
識
と
言
語
の
役
割
」
を
強
調
す
る
「
道
具
主
義
（
旨
⑩
冨
巨
日
の
口
冒
］
】
の
日
）
」
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
山

内
・
前
掲
（
幻
）
四
三
頁
以
下
、
同
「
民
族
問
題
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
」
前
掲
（
師
）
［
い
ま
、
な
ぜ
民
族
か
］
三
頁
以
下
等
参
照
。

柴
宜
弘
「
民
族
自
決
か
ら
地
域
自
決
へ
」
前
掲
（
訂
）
［
い
ま
、
な
ぜ
民
族
か
］
一
三
四
頁
以
下
。

中
井
和
夫
「
『
新
東
欧
』
と
独
立
国
家
共
同
体
」
前
掲
（
訂
）
［
い
ま
、
ま
ぜ
民
族
か
］
’
五
三
頁
以
下
。

山
内
昌
之
教
授
は
、
外
国
人
労
働
者
問
題
も
「
民
族
の
顔
を
し
た
労
働
者
が
ひ
き
お
こ
す
社
会
問
題
」
と
い
う
意
味
で
の
「
新
し
い
民
族
問

題
」
と
す
る
。
山
内
・
前
掲
（
師
）
二
七
頁
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
足
立
信
彦
「
国
家
統
一
と
地
域
統
合
」

前
掲
（
訂
）
［
い
ま
、
な
ぜ
民
族
か
］
一
六
八
頁
以
下
、
増
田
一
夫
「
移
民
と
い
う
『
新
し
い
民
族
問
題
』
」
前
掲
（
訂
）
［
い
ま
、
な
ぜ

民
族
か
］
一
八
八
頁
以
下
参
照
。

特
に
、
外
国
人
に
対
す
る
地
方
参
政
権
を
認
め
る
選
挙
法
改
正
を
違
憲
と
し
た
一
九
九
○
年
一
○
月
三
一
日
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判

決
に
つ
い
て
、
高
田
筋
「
外
国
人
の
選
挙
権
」
法
時
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
一
）
八
三
頁
以
下
、
古
野
豊
秋
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
外
国

人
の
選
手
権
」
自
研
六
九
巻
三
号
（
一
九
九
三
）
’
三
○
頁
以
下
、
広
渡
清
吾
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
の
地
方
選
挙
権
」
徐
飽
達
編

『
共
生
社
会
へ
の
地
方
参
政
権
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
）
二
○
五
頁
以
下
等
参
照
。
さ
ら
に
、
本
判
決
を
素
材
と
し
つ
つ
、
「
国
民
」

概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
き
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
栗
城
涛
夫
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
国
民
』
の
理
解
の
し
か
た
に
つ
い

て
」
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
・
下
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
六
六
一
頁
以
下
参
照
。

」
・
の
】
Ｂ
Ｅ
の
一
》
□
「
・
ぽ
８
再
的
昼
昌
・
§
⑩
（
の
員
園
昼
昌
・
目
も
Ｃ
一
員
○
厘
の
②
］
砲
の
囚
・
》
富
。
量
目
○
四
両
固
め
弓
冒
Ｚ
．
】
①
田
》
ｇ
・
臼
‐
田
・

こ
こ
で
ジ
ッ
ケ
ル
は
、
客
観
説
と
主
観
説
の
対
立
を
決
定
論
（
忌
一
の
局
白
首
】
、
日
の
）
と
意
思
主
義
（
『
・
］
・
員
日
】
、
冒
①
）
の
対
立
と
し
て
表

現
し
て
い
る
が
、
こ
の
議
論
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
を
「
運
命
共
同
体
」
と
捉
え
る
か
「
憲
法
愛
国
心
（
こ
の
『
｛
凹
め
、
自
鴨
己
貝
且
。
こ
め
目
巨
⑩
）
」
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を
紐
帯
と
す
る
「
同
意
共
同
体
」
と
捉
え
る
か
と
い
う
議
論
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
栗
城
露
夫
「
立
憲

主
義
の
現
代
的
課
題
」
憲
法
問
題
四
号
（
’
九
九
三
）
八
頁
以
下
、
樋
口
陽
一
『
近
代
憲
法
学
に
と
っ
て
の
論
理
と
価
値
［
戦
後
憲
法
学
を

考
え
る
］
』
（
日
本
評
論
社
、
’
九
九
四
）
二
三
一
頁
以
下
、
同
『
転
換
期
の
憲
法
？
』
（
敬
文
堂
、
一
九
九
六
）
三
○
頁
以
下
、
葛
生
栄

二
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
上
法
三
七
巻
三
号
（
’
九
九
四
）
二
○
六
頁
以
下
、
毛
利
透
「
憲
法
パ

ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
と
憲
法
学
ｌ
国
家
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
」
筑
波
一
七
号
二
九
九
四
）
一
五
七
頁
以
下
、
高
田
篤
「
戦
後
ド
イ
ツ

の
憲
法
観
と
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
憲
法
研
究
」
樋
口
陽
一
編
『
講
座
・
憲
法
学
別
巻
戦
後
憲
法
・
憲
法
学
と
内
外
の
環
境
』
（
日
本

評
論
社
、
一
九
九
五
）
五
三
頁
以
下
、
足
立
・
前
掲
（
灯
）
一
七
三
頁
以
下
等
参
照
。

田
・
□
ご
噌
辱
》
口
国
且
閂
》
己
・
量
・

ジ
ャ
ン
Ⅱ
ク
ロ
ー
ド
・
ギ
ュ
ポ
ー
、
菊
地
昌
実
・
白
井
成
雄
訳
『
啓
蒙
思
想
の
背
任
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
）
一
三
四
頁
以
下
。

河
田
ｏ
ｐ
ｐ
ｍ
ａ
》
田
の
⑪
号
。
】
扇
已
：
］
】
。
、
切
目
す
］
の
：
『
⑰
。
の
、
且
曰
ご
】
の
芹
肝
》
◎
己
．
。
】
一
・
》
□
・
『
急
の
一
ｍ
・

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
一
頁
以
下
。

ポ
パ
ー
・
前
掲
（
５
）
一
六
四
頁
以
下
。

シ
・
勺
司
。
ご
Ｐ
ｐ
Ｐ
Ｆ
Ｐ
【
ｏ
ｐ
９
】
ｏ
ｐ
ｍ
Ｃ
Ｂ
Ｐ
］
⑩
こ
の
い
』
『
。
】
厨
仙
困
の
｛
］
の
ｘ
〕
ｏ
ｐ
ｍ
ｍ
Ｅ
対
］
の
□
の
⑪
一
日
烏
、
言
の
○
円
】
の
。
①
』
。
、
、
周
回
ロ
ｇ
□
陣
己
の

罰
①
２
ミ
ロ
ロ
（
』
・
凶
厘
「
こ
』
】
召
』
》
・
耳
。
ｐ
】
ｃ
巨
の
》
己
．
『
◎
・

デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
論
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
民
法
学
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
大
木
雅
夫
『
比
較
法
講
義
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
二
）
二
四
二
頁
等
参
照
。

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
九
三
頁
。

こ
れ
ら
の
権
利
概
念
に
つ
い
て
は
、
ダ
パ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

ダ
パ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
九
四
頁
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
直
接
・
間
接
に
他
人
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
「
愛
他
主
義
的
」
な
行
使

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
一
四
五
頁
以
下
。

ダ
パ
ン
は
、
「
法
人
の
諸
権
利
は
必
然
的
に
法
人
の
目
的
の
み
を
そ
の
目
的
と
し
て
お
り
、
ま
た
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
‐
｜
と
述
べ
て
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（
わ
）
ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
三
一
一
五
頁
。

（
Ⅵ
）
少
・
再
◎
回
勝
一
》
田
の
切
身
。
』
爾
臼
、
ｏ
忌
二
ｏ
ｐ
ｐ
巴
円
の
⑪
の
一
一
の
、
日
。
】
房
８
口
す
。
］
⑯
、
『
」
ｍ
ｐ
ｍ
罰
⑩
目
⑩
早
●
曰
冒
⑩
②
『
ユ
⑯
』
（
⑮
（
詩
ロ
「
Ｏ
麓
Ｑ
昌
一

・
の
←
』
】
ご
ｏ
②
。

（
的
）
○
・
”
】
己
の
耳
》
ト
ロ
「
舟
』
⑯
冒
・
司
旦
の
、
寄
冒
的
』
⑩
ｍ
・
亘
碕
口
蔑
○
コ
●
の
ら
員
』
８
．
℃
・
の
】
一
・
・
℃
』
臼
の
一
ｍ
・
ダ
バ
ン
・
前
掲
一
一
（
２
）
三
九
七

（
髄
）
伊
・
』
。
⑰
⑩
の
Ｂ
己
．
◎
巳
・
◎
』
一
・
》
□
ご
・
』
］
②
１
台
』
・
一
シ
・
ほ
か
函
四
］
の
←
』
・
国
司
の
吾
の
』
の
』
Ｐ
Ｃ
『
の
②
⑰
口
罠
の
》
い
⑩
で
。
§
貝
司
昌
の
○
骨
【
冒
貝
「
⑯
具
口
。
②
』
の
②

冒
切
蔦
貝
８
コ
②
ご
己
息
の
ゆ
め
】
『
の
罠
．
］
①
②
Ｐ
ご
ロ
・
韻
‐
患
・
》
固
の
巴
］
］
ロ
ａ
・
ト
⑩
、
。
§
。
§
§
＆
可
。
罵
七
、
（
息
・
国
○
○
三
○
冨
閂
○
し
》
］
②
＄
》
わ
。

●

グー、〆由、グー、〆■、〆■、〆＝、〆■、

６７６６６５６４６３６２６１
、.ン、－ﾉ■＝〆、－Ｎ－’已ン､-ノ

牧
野
・
前
鴎
掴
序
章

ダ
パ
ン
・
前
鴎
掴
ニ

ダ
パ
ン
・
諒
聖
垣
一

ダ
バ
ン
・
前
掲
二

頁
｡

』
⑰
の
一
ｍ
。

い
る
。
ダ
パ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
九
六
頁
。

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
九
六
頁
。

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
九
七
頁
。

ダ
パ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
二
九
九
頁
。

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
三
○
○
頁
。

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
三
○
二
、
三
○
三
頁
。

ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
三
○
五
頁
。

ダ
パ
ン
は
、
職
分
権
が
見
ら
れ
る
の
は
集
団
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
第
一
に
、
集
団
の
種
類
に
限
定
は
な
く
、
第
二

に
職
分
の
担
い
手
。
性
質
、
さ
ら
に
職
分
を
果
た
す
個
々
の
行
為
の
特
殊
性
な
ど
は
問
題
で
な
い
と
す
る
。
ダ
バ
ン
・
前
掲
二
（
２
）
三
○

｜
、
三
○
二
頁
。

（
２
）

（
２
）

（
２
）

（
２
）

三
一
一
一
頁
。

三
一
○
、

一
一
一
一
一
、

一
一
一
一
一
、

三
一
二
頁
。

’
一
四
、
’
二
二
頁
。

三
一
五
頁
。
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１
デ
ニ
ギ
ー
の
社
会
学
主
義
お
よ
び
権
利
論
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
う
る
。

第
一
に
、
社
会
学
主
義
の
方
法
論
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
は
ず
の
「
科
学
」
が
真
に
科
学
た
り
う
る
の
か
と
い
う
点
に
関
す
る
問
題

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
が
観
察
の
結
果
と
す
る
「
社
会
連
帯
」
は
確
か
に
事
実
と
し
て
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

人
間
の
闘
争
・
対
立
の
歴
史
的
事
実
や
人
種
・
宗
教
・
言
語
を
軸
と
す
る
多
文
化
主
義
の
高
ま
り
、
さ
ら
に
は
社
会
連
帯
の
本
質
的
要

素
で
あ
る
伝
統
や
遺
産
と
い
う
「
絆
」
が
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
を
基
礎
と
し
て
社
会
連
帯
の
真
否
を
問
題
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、
社
会
学
主
義
が
前
提
と
す
る
客
観
的
認
識
の
可
能
性
す

ら
疑
問
に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
社
会
学
主
義
自
体
の
形
而
上
学
性
で
あ
る
。

第
三
に
、
社
会
規
範
、
法
規
範
、
義
務
の
理
解
に
お
い
て
、
「
内
的
視
点
」
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
社

か
に
さ
れ
た
。

て
お
き
た
い
。

結
び以
上
の
考
察
に
お
い
て
、
客
観
主
義
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ｌ
・
デ
ニ
ギ
ー
の
權
利
論
の
問
題
点
お
よ
び
限
界
が
大
筋
に
お
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
こ
こ
で
簡
単
な
整
理
を
試
み
、
デ
ニ
ギ
ー
の
権
声
剋
古
定
論
に
関
す
る
研
究
の
、
一
十
十
分
で
は
あ
る
が
簡
箪
な
結
び
と
し

〆■、〆ヘｸﾞヘグヘ〆■、

８０７９７８７７７６
拍．'、－’ﾐージ、＝、.ノ

Ｈ
・
Ｌ
。
Ａ
・
ハ
ー
ト
、
小
林
公
・
森
村
進
訳
『
権
利
・
功
利
・
自
由
』
（
木
鐸
社
、
一
九
八
七
）
一
○
五
頁
。

ベ
ン
サ
ム
の
「
両
面
的
自
由
」
に
対
す
る
ハ
ー
ト
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
ト
・
前
掲
（
布
）
二
○
頁
以
下
参
照
。

ハ
ー
ト
・
前
掲
（
布
）
’
○
五
頁
。

ハ
ー
ト
・
前
掲
（
稲
）
二
四
頁
。

ハ
ー
ト
・
前
掲
（
泥
）
二
四
頁
。
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し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
義
務
と
し
て
の
社
会
的
職
分
概
念
の
限
界
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
論
が
継

承
者
を
生
み
出
す
こ
と
な
く
一
代
限
り
の
学
説
に
止
ま
っ
た
こ
と
の
原
因
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

３
本
稿
で
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
的
職
分
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
お
け
る
職
分
権
の
概
念
に
関
す
る
検
討

に
ま
で
及
ん
だ
。
実
は
、
社
会
的
職
分
概
念
の
研
究
は
、
職
分
権
の
概
念
の
本
質
的
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、

ま
た
、
わ
が
国
の
憲
法
学
上
の
問
題
を
分
析
す
る
視
点
を
掲
示
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
恩
わ
れ

構
成
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
さ
に
》

２
以
上
の
問
題
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
デ
ニ
ギ
ー
の
社
会
的
職
分
の
概
念
が
後
の
法
学
説
に
与
え
た
影
響
は
無

視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
権
利
を
義
務
と
し
て
捉
え
る
デ
ュ
ギ
ー
の
権
利
論
は
、
同
じ
よ
う
に
権
利
の
社
会
的
職
分
性
を
指
摘
し
て

そ
の
相
対
性
を
強
調
し
た
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
立
場
と
相
伴
い
、
通
常
の
権
利
か
ら
区
別
さ
れ
る
職
分
権
と
い
う
概
念
を
生
み
出
す
契
機
と

な
っ
た
。
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
は
、
義
務
と
し
て
の
社
会
的
職
分
を
「
行
使
の
義
務
あ
る
権
利
」
を
意
味
す
る
職
分
権
と
し
て
再

会
規
範
・
法
規
範
と
習
慣
と
を
同
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
自
然
権
が
認
識
の
対
象
足
り
う
る
か
否
か
は
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
す
る
が
、
少
な
く
と
も
、
客
観
法
に
基
づ
く
法
的

権
利
ま
で
も
否
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
権
利
概
念
に
つ
き
意
思
説
を
前
提
と
し
て
理
解
し
、
権
利
が
人
間
に
不
平

等
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
形
而
上
学
性
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
権
利
概
念
に
つ
い
て
は
、
意
思
説
以
外
に
も

権
利
を
理
解
す
る
仕
方
が
あ
り
得
る
こ
と
、
ま
た
、
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
意
思
の
優
劣
関
係
を
生
む
こ
と
に
は
必
ず
し
も
結
び
つ

か
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
に
、
権
利
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
デ
ュ
ギ
ー
の
社
会
的
職
分
一
元
論
も
ま
た
、
事
実
を
正
確
に
捉
え
て
い
な

い
○
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本
稿
は
、
平
成
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

る
。
即
ち
、
権
利
の
う
ち
で
も
目
的
性
を
特
質
と
す
る
権
利
概
念
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
目
的
性
の
故
に
通
常
の
権
利
と
は
異
な

り
よ
り
厳
格
な
統
制
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
職
分
権
概
念
の
源
流
た
る
デ
ュ
ギ
ー
及
び
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
社
会
的
職
分
概
念
を
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
示
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
憲
法
学
に
お
け
る
様
々
な
問
題
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
も
、

（
１
）

職
分
権
概
念
は
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
得
る
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
職
分
権
を
め
ぐ

る
判
例
及
び
学
説
の
詳
細
な
検
討
や
、
わ
が
国
に
お
け
る
職
分
権
概
念
の
適
用
可
能
性
な
い
し
そ
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）

例
え
ば
、
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
機
造
を
「
学
習
権
」
概
念
を
中
心
と
し
て
説
明
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
親
の
教
育
権
（
教
育
の
自
由
）

や
教
師
の
教
育
権
（
教
育
の
自
由
）
は
、
「
子
ど
も
の
学
習
権
を
保
障
す
る
第
一
次
的
責
任
」
を
履
行
す
る
楠
利
、
即
ち
「
義
務
履
行
権
」

と
し
て
、
あ
る
い
は
「
親
か
ら
の
信
託
を
受
け
て
子
ど
も
の
学
習
権
保
障
の
義
務
を
二
次
的
に
履
行
す
る
権
利
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
義
務
履
行
権
」
概
念
は
、
子
ど
も
の
学
習
権
の
保
障
の
見
地
か
ら
制
約
さ
れ
る
。
成
嶋
陸
「
教
育
と
憲
法
」
樋
口
陽
一
編

『
講
座
・
憲
法
学
第
４
巻
権
利
の
保
障
（
２
）
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
）
一
一
三
頁
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
義
務
履
行
権
」
の

意
味
及
び
限
界
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、
職
分
権
概
念
の
研
究
が
有
意
味
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
得
な
い
。


